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Ⅰ 整備管理者制度について 

１．関係法令･通達等の規定内容について 

 

１．１ 整備管理者制度 

（１）整備管理者制度の目的 

整備管理者制度は、本来、使用者が道路運送車両法（以下、「法」という。）第

４７条の規定などに基づき、その使用する自動車の点検及び整備並びに車庫の管

理について自主的に安全確保及び環境保全を図るために注意を払うべきである

ものの、 

・使用する自動車の台数が多い場合には使用者自らが点検・整備について管

理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあること 

・大型バスのような車両構造が特殊なものや、大型車タイヤの脱落等、事故の

際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には、専門的知識をもって車両管

理を行う必要があること 

   等から、整備管理者を選任し、使用者に代わって車両管理を行うことにより、点検・

整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図るために

設けられているものである。 

 

（２）整備管理者の選任を必要とする使用者 

車    種 選任が必要となる台数（使用の本拠ごと） 

○バ   ス 

 （乗車定員１１人以上の自動車） 

【事業用・レンタカー】  

１両以上 

【自家用(レンタカーを除く)】 

○乗車定員３０人以上の自動車 

１両以上 

○乗車定員１１人以上２９人以下の自動車 

２両以上 

○事業用トラック・タクシー 

 （乗車定員１０人以下の自動車） 

○自家用大型トラック等 

 （車両総重量８ｔ以上の自動車） 

５両以上 

○自家用乗用車 

○自家用 中・小型トラック  

（車両総重量８ｔ未満の自動車） 

○貨物軽自動車運送事業用自動車 

【レンタカー･貨物軽自動車運送事業用自動車】 

１０両以上 

【その他の自動車】 

選任の必要なし 

（道路運送車両法施行規則（以下、「施行規則」という。）第３１条の３） 
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１．２ 整備管理者の業務と役割 

選任された整備管理者に求められる業務は、法第５０条において「自動車の点検及

び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理」することとされています。使用

者は、これらの業務を的確に遂行できる体制を整えるとともに、施行規則第３２条第

１項の規定により、整備管理者に対して必要な権限を与えなければならないこととさ

れています。 

具体的には、整備管理者は少なくとも 

（１）日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に

実施させること 

（２）日常点検の結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること 

（３）定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等

に実施させること 

（４）上記以外の随時必要な点検や適切なタイヤ脱着作業について、それを実施するこ

と又は整備工場等に実施させること 

（５）日常点検・定期点検・随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施

すること又は整備工場等に実施させること 

（６）定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること 

（７）点検整備記録簿、タイヤ脱着時の作業管理表（大型車）その他の記録簿を管理す

ること 

（８）自動車車庫を管理すること。 

（９）上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること 

の業務を行うことが必要です。 

 

１．３ 整備管理規程 

整備管理者の業務内容や権限等を確立させるため、施行規則第３２条第２項に基づ

き、同条第１項の各号に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程（以下「整備管理

規程」という。）を定め、これにより業務を行わなければなりません。 

整備管理規程は、施行規則第３２条第１項各号に掲げる事項を形式的に記載するだ

けでなく、事業用／自家用の別、使用車両数の実情を考慮して可能な限り具体的に記

載されていることが必要です。また、タイヤ脱着作業等の自家整備作業についても、

可能な限り具体的に記述するようにしてください。 

なお、規程を定めた後も、法令の改正や社内規程の変更などに伴い見直しをするこ

とも必要になります。 

なお、整備管理者は、整備管理規程に基づき、その業務を行わなければならないこ

とから、違反事実が発覚した場合は、使用者に対し法第５３条に基づく解任命令が発

せられることがあります。 
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１．４ 整備管理者の補助者 

整備管理者は、法第５０条に基づき、施行規則第３２条第１項各号に掲げる業務を、

原則として自ら執行しなければなりません。ただし、１人の整備管理者では適切な車

両管理が困難なほど多くの自動車を使用している場合など、自ら業務を行うことがで

きない場合、業務の執行に係る基準を定め、これに基づき、予め選任された補助者を

通じて業務を執行することができます（補助者の業務範囲は、運行の可否の決定及び

日常点検の実施の指導など、日常点検に係る業務に限ります。）。 

この場合、業務の執行に係る基準は、次の条件を満たし、かつ、条件を満たしてい

ることが整備管理規程により担保されていることが必要です。 

 

 補助者を置く場合に定める「業務の執行に係る基準」が満足すべき条件 

 

（１）補助者は、整備管理者の資格要件を満足する者、または整備管理者が研修等

を実施して十分な教育を行った者から選任すること。 

（２）補助者の氏名等及び補助する業務の範囲が明確であること。 

（３）整備管理者が、補助者に対して必要な研修等の教育を行うこと。 

（４）整備管理者が、業務の執行に必要な情報を補助者にあらかじめ伝達しておく

こと。 

（５）整備管理者が、業務の執行結果について、補助者から報告を受け、また必要

に応じて結果を記録･保存すること。 

 

上記のような基準を適切に定めず、または定めた基準に違反した場合は、解任命令

の対象になる場合があります。また、補助者に業務を執行させた結果、適切な整備管

理が行われず、定期点検が未実施だった場合等には、自動車運送事業者にも行政処分

等が行われることがあります。 

なお、補助者を選任した場合であって、整備管理者を本社等の役員が兼職し、運行

の可否決定及び日常点検の実施の指導等日常点検に係る業務に止まらず、その他の業

務全般までを補助者に完全に任せきりにして整備管理者が業務を行っていない場合

は、整備管理者を選任したことにはなりません。あくまでも、整備管理者は、各「使

用の本拠ごと」に選任することが基本です。 

 

１．５ 整備管理者の兼職及び外部委託 

（１）兼職を行う際に満足すべき管理体制 

   整備管理者が兼職を行っている場合であっても、必要な整備管理が確実に行わ

れていなければなりません。このため、兼職を行う場合には以下の条件を満足す

る必要があります。 

    ①兼職する業務内容が整備管理規程等により明確であり、かつ、兼職すること

について雇用者または事業場責任者が承認していること。 
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    ②兼職に関わる事業者間の距離及び時間が、それぞれの事業場の業務を行うの

に支障とならないこと。 

（２）外部委託 

    ①事業用自動車の場合 

      原則として整備管理者の外部委託は認められません。ただし、以下の条件

をすべて満たす場合は例外的に外部委託が認められます。 

      イ）委託者及び受託者がグループ内企業であること。 

      ロ）グループ企業が一体となって、輸送の安全に取り組む体制を確保する

ため、安全管理規程や整備管理規程、その他必要な規程類について、

次の条件を満たしていること。 

・グループ企業が共同で作成していること。 

・親会社等が子会社等に対して指揮、命令及び教育を行う旨が明記

されていること。 

・定期（３月に１回以上）に会議等を開催する旨が明記されている

こと。 

      ハ）整備管理の適切な実施を担保するため、次の条件を満たしていること。 

・外部委託することについて、受託者及び受託者の事業主又は事業

場責任者が同意･承認していること。 

・兼職している場合、その兼職内容及び兼職に関わる事業所間の距

離が、整備管理者の業務を行うのに支障とならないこと。 

      ニ）当該事業者が、過去２年間のうちに上記の条件に違反したとして、整

備管理者の選任義務違反とされた者でないこと。 

      この条件に違反すると、整備管理者の選任義務違反となり、行政処分の対

象となります。 

    ②自家用自動車の場合 

      自家用自動車の整備管理者を外部委託する際は、次の全ての条件に適合し

ていなければなりません。 

      イ）兼職する業務内容が整備管理規程等により明確であり、かつ、兼職す

ることについて雇用者又は事業場責任者が承認していること。 

      ロ）兼職に関わる事業者間の距離が、それぞれの業務を行うのに支障とな

らないこと。 

      ハ）施行規則第３２条に定める業務のうち運行可否の決定、定期点検整備

実施の計画の策定、定期点検整備記録簿の管理、自動車車庫の管理並

びに運転者等に対する指導監督について整備管理者を補助し、連帯し

て車両管理を行う、自企業の所属職員による整備責任者を設けている

こと。 

      ニ）委託先の事業主との間に取り交わされた業務委託の内容、責任等の内

容が整備管理規程に明文化されていること。 
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１．６ 選任の届出 

 自動車の使用者は、整備管理者を選任した場合は、１５日以内に営業所若しくは事

業場の所在地又は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を経由して地方運輸局長

に届け出なければなりません。 

 整備管理者の選任届出に対しては、届出書に下記の必要事項の記載と添付書類を添

えて提出してください。 

（１）整備管理者の選任届出書に必要な記載事項 

   ・届出者の氏名又は名称及び住所 

   ・届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別 

   ・整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置 

   ・整備管理者の選任に係る自動車の種別ごとの数 

   ・整備管理者の氏名及び生年月日 

   ・整備管理者に選任した要件 

   ・整備管理者の兼職の有無（兼職がある場合は、その職名及び職務内容） 

（２）選任届出書に必要な添付書類 

   ・整備管理者の資格要件に該当する旨の書類 

・解任の日から２年（施行規則第３１条の３第１号又は第２号の規定の適用を受

けて選任される整備管理者にあっては、５年※１）を経過しない者でないことを

信じさせるに足る書面 

   ・整備管理者の同意書 等 

なお、届出に際して不明な点は、各管轄の運輸支局検査・整備・保安部門にお問い合わ

せください。 

※１ 下線  は、施行規則の改正（平成２８年１２月 1 日施行）に伴うもの 

 

１．７ 届出をしなかったこと又は虚偽の届出に対する罰則 

選任届出を期限内に行わなかった場合や以下に掲げるような虚偽届出を行った場

合は、法第１１０条第１項第３号の規定が適用され、２０万円以下の罰金が課される

ことがあります。 

なお、罰則の対象となる者は、使用者であって整備管理者ではありません。 

・届出された実務経験に虚偽があり、実際には、当該整備管理者が資格要件を満たし

ていなかった場合 

・自動車整備士技能検定に合格していたことに虚偽があり、実際には、当該技能検定

に合格していなかった場合 

 

１．８ 整備管理者の解任命令 

（１）整備管理者の解任命令 

法第５３条の規定により、地方運輸局長は、整備管理者が法若しくはこの法に

基づく処分に違反したときは、その使用者に対して、整備管理者の解任を命ずる
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ことがあります。以下のような事例が発生した場合は、整備管理者の解任が命じ

られます。 

①整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、

当該自動車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなか

ったことが判明した場合 

②整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、

整備管理者が日常点検の実施方法を定めていなかったり、運行可否の決定を

していなかったりするなど、整備管理規程に基づく業務を適切に行っていな

かったことが判明した場合 

③大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、

過去３年以内に同事故が発生していた場合（自動車運送事業者にあっては、行

政処分等の基準における、「ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落また

はそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生したもの」の再違反の適

用を受ける場合とし、自動車運送事業者以外にあっては、同処分基準を適用す

る場合と同等と認められる場合とする。） 

④整備管理者が自ら不正改造を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認

した場合、または不正改造車の使用を指示・容認した場合 

⑤選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが

判明した場合、または選任時は資格要件を満たしていたものの、その後、資

格要件を満たさなくなった場合 

⑥日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について１年

以上定期点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない

等、整備管理者としての業務の遂行状態が著しく不適切な場合 

なお、ここでいう「事故」とは、 

①自動車が転覆し、転落し、火災（積載物品の火災を含む。）を起こし、又は

踏切において鉄道車両（軌道車両を含む。）と衝突し若しくは接触したもの 

②死者又は重傷者を生じたもの 

③自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの 

④車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの（故障によるものに限る。） 

をいいます。 

（２）解任命令により整備管理者を解任された者の欠格期間 

法第５３条に規定する命令により解任され、解任の日から２年（施行規則第３

１条の３第１号又は第２号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあっ

ては、５年※２）を経過しない者は、整備管理者として選任することはできません。 

 

※２ 下線  は、施行規則の改正（平成２８年１２月 1 日施行）に伴うもの 
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１．９ 整備管理者選任後の研修 

（１）研修の目的 

選任後研修は、運送事業者が選任している整備管理者に対し、自動車技術の進

歩及び保安基準や法定点検項目の改正などの法令改正、その他の自動車を取り巻

く環境の変化を周知することにより、整備管理者の知識・能力を維持・向上させ

るために行っているものです。 

したがって、整備管理者が選任後研修を受けずにいると、法令改正に伴う点検

項目の改正を知らずに車両管理を行い必要な点検・整備を行わないまま自動車を

運行させたり、新しい自動車技術に十分対応できないことから、適切な点検・整

備を行わずに自動車を運行させてしまうなど、自動車の安全確保、環境保全が図

られなくなるおそれがあります。 

このことからもわかるように、選任後研修は整備管理者の管理能力を維持・向

上させるため、また、適切な点検・整備を行ってもらうために、非常に重要であ

るといえます。 

また、近年の自動車技術の進歩や自動車を取り巻く環境の変化は、過去に例が

ないほど急速なものになっていることなどから、それに対応した車両管理を行っ

てもらうために、研修の重要性は高いといえます。 

（２）研修の対象者※３ 

運送事業者は、選任している整備管理者のうち以下の者に地方運輸局長が行う

研修を受けさせなければならず、研修を受講させていない場合は行政処分等の対

象となります。 

また、地方運輸局長から自動車運送事業者に対して講習受講に関する通知を行

わないこととなりました。したがって、研修の開催状況については最寄りの運輸

支局ホームページなどで確認いただき、計画的な研修の受講に努めて下さい。 

①整備管理者として新たに選任した者 

②最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者 

 

※３ 下線  は、旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則

の一部改正に伴うもので、平成３０年１０月 1 日からの施行となっています。 

 

２．自動車の点検整備の法体系 

２．１ 点検・整備の義務、目的及び法体系等 

自動車の使用者は、法第４７条の２の日常点検整備、及び第４８条の定期点検整備

とあわせ、自動車製作者などの提供する点検及び整備に関する情報なども参考として、

自動車の使用状況に応じた点検整備を行うことにより、自動車を保安基準に適合する

ように維持する義務があります。 

整備管理者は、使用者から権限を委任されており、使用者に代わりこれらの義務を
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実行する責任があります。 

 

 

 

２．２ 点検・整備の内容及び項目 

日常点検及び定期点検の点検箇所及び内容は自動車点検基準で定められています。 

（１）日常点検 

事業用自動車、自家用貨物自動車等・・・・自動車点検基準    別表第１ 

自家用乗用自動車等・・・・・・・・・・・   〃       別表第２ 

（２）定期点検整備 

事業用自動車等・・・・・・・・・・・・・自動車点検基準    別表第３ 

被牽引自動車・・・・・・・・・・・・・・   〃       別表第４ 

自家用貨物自動車等・・・・・・・・・・・   〃       別表第５ 

有償貸渡の用に供する自家用二輪自動車・・   〃       別 表 第 ５ の ２ 

自家用乗用自動車等・・・・・・・・・・・   〃       別表第６ 

二輪自動車・・・・・・・・・・・・・・・   〃       別表第７ 

 

  ※４ 下線  は、自動車点検基準の一部改正に伴うもので、令和２年１０月 1 日からの

施行となっています。 

《別表は省略》 

 

３．自動車運送事業者の処分基準について 

自動車運送事業者が関係法令に違反すると行政処分の対象となりますが、その際の

行政処分については、処分基準を定め公表（北陸信越運輸局ＨＰ参照）しています。

なお、次頁以降にある別表１（貸切・乗合）及び別表２（乗用）、別表３（貨物）は、

各業態に係る処分基準のうち整備管理に関する部分を抜粋したものです。 

点検･整備の法体系 

 

 

道
路
運
送
車
両
法 

第 1章   総則 

第 2章   自動車の登録等 

第 3章   道路運送車両の保安基準 

第 4 章   道路運送車両の点検及び整備 

第 5章   道路運送車両の検査等 

第 5章の 2 軽自動車検査協会 

第 6章   自動車の整備事業 

第 6章の 2 登録情報処理機関 

第 6章の 3 登録情報提供機関 

第 7章   雑則 

第 8章   罰則 

第 47 条   使用者の点検及び整備の義務 

第 47 条の 2  日常点検整備 

第 48 条    定期点検整備 

第 49 条   点検整備記録簿 

・・・ 

第 57 条   自動車の点検及び整備に関する手引 

国土交通省令 自動車点検基準 

・日常点検基準 

・定期点検基準 

・自動車の点検及び整備に関する情報 等 

自動車の点検及び整備に関する手引 

（平成 19年国土交通省告示第 317号） 
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平成２５年度（一般貸切旅客自動車運送事業にあっては、平成２５年度及び平成２

８年度）に悪質な運送事業者への重点的な監査や、悪質・重大な法令違反に対する処

分の厳格化など、効果的な監査・実効性のある処分を行うための大きな基準改正があ

りましたが、不正改造車両の運行、無車検運行、定期点検整備の未実施等で車両の使

用停止等の行政処分に至る事例が後を絶ちません。整備管理者による適切な車両管理

が重要となっています。 

また、令和５年１０月１日より車輪脱落事故防止対策として、車両総重量８トン以

上または乗車定員３０人以上の自動車で、ホイールボルトの折損・ホイールナットの

脱落などに起因する車輪脱落事故を発生させた場合は行政処分の対象になります。３

年以内に同様の違反を起こすと、整備管理者の解任命令も発令されますので、車輪脱

落事故を発生させないように、適切なタイヤ脱着作業の実施や保守管理をお願いしま

す。 

 

○北陸信越運輸局 HP 行政処分情報アドレス 

   http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/negative-hokusin.html  

 

４．行政処分の状況について 

北陸信越運輸局管内における令和５年度の整備管理に関する行政処分等の違反件

数は、定期点検整備未実施が６件、定期点検記録簿の保存が１件、整備管理者研修の

未受講が３件、無車検運行が２件でした。 

依然として、無車検運行が発生しておりますが、その発生原因は整備管理者の失念

や整備事業者との調整不足といったうっかりミスによるものです。 

自動車の使用者には法第４７条により「自動車の点検をし、及び必要に応じ整備す

ることにより、当該自動車を保安基準に適合するよう維持しなければならない」とさ

れており、その自動車の使用者から法第５０条により自動車の点検及び整備並びに自

動車車庫の管理に関する事項を処理する権限を与えられた整備管理者として、管理す

る車両から無車検運行が発生することがないように十分にご注意下さい。 
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【別表１】

      旅客自動車運送事業関係

適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項

運輸規則第４５条 点検整備関係義務違反
　（道路運送車両法（以下 整備不良車両
　「車両法」という。）第４０条
　から第４３条まで、第４７条）　１　整備不良のもの（当日の日常点検時以降に灯火不良 １０日車×違反車両数 ２０日車×違反車両数

　　  になったもの等、偶発的・突発的なもの及び４を除く。）
　２　不正改造のもの ２０日車×違反車両数 ４０日車×違反車両数
　３　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の ２０日車×違反車両数 ４０日車×違反車両数
　　　特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
　　　不適合車両を使用
　４　ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落または ２０日車 ４０日車
　　　それらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生
　    したもの（注）
（注）
・車輪が脱落した要因に事業者の関与が無く、事業者による点検整備が確実に行われていたことの証明があった場合を除く。
・車両総重量８トン以上または乗車定員３０人以上の自動車に限る。

　（車両法第４７条の２） 日常点検の未実施（１台の車両の１月の未実施回数）
　①未実施回数５回以下 警告 ３日車×違反車両数
　②未実施回数６回以上１４回以下 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数
　③未実施回数１５回以上 ５日車×違反車両数 １０日車×違反車両数

　（車両法第４８条） 定期点検整備等の未実施
　１　定期点検整備等の未実施（注１）（注３）
　　（１台の車両の１年間の未実施回数）
　　①未実施１回 警告 ５日車×違反車両数
　　②未実施２回 ５日車×違反車両数 １０日車×違反車両数
　　③未実施３回以上 １０日車×違反車両数 ２０日車×違反車両数

　２　１２月点検整備の未実施（注２）（注３） １０日車×違反車両数 ２０日車×違反車両数

　３　全ての車両について定期点検整備が全て未実施 通達本文４．（１）②ホ及び５．（１）③による（乗合）
通達本文４．（１）②ト及び５．（１）③による（貸切）

（注１）
　　１２月点検整備を除く。ただし、自動車検査証の有効期間が初回２年の自動車にあっては、初回の１２月点検整備
　　を含める。
（注２）
　　自動車検査証の有効期間が初回２年の自動車にあっては、初回の１２月点検整備を除く。
（注３）
　　３に該当する場合を除く。

　（車両法第４９条） 点検整備記録簿等の記載義務違反等
　１　未記載（１台の１年間の定期点検等を対象とし、１回に
　　　つき１枚の記録簿）
　　①未記載３枚以下 警告 ３日車×違反車両数
　　②未実施４枚 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数
　２　記載不適切 警告 １０日車
　３　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車
　４　記録の保存（１台の１年間の定期点検等を対象とし、
　　　１回につき１枚の記録簿）
　　①保存なし３枚以下 警告 ３日車×違反車両数
　　②保存なし４枚 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数

　（車両法第５０条第１項） 整備管理者の選任違反
　整備管理者選任なし 通達本文４．（１）②へ及び５．（１）③による（乗合）

通達本文４．（１）②チ及び５．（１）③による（貸切）

　（車両法第５０条第２項) 整備管理者に対する権限付与義務違反 １０日車 ２０日車

　（車両法第５２条） 整備管理者選任(変更)の未届出、虚偽届出
　１　未届出 警告 １０日車
　２　虚偽届出 ４０日車（乗合） ８０日車（乗合）

６０日車（貸切） １２０日車（貸切）

　（車両法第５３条） 整備管理者の解任命令違反 ４０日車 ８０日車

　（車両法第５８条第１項） 無車検運行 ６０日車×違反車両数 １２０日車×違反車両数

　（車両法第６６条第１項） 自動車検査証の備付け 警告 １０日車

運輸規則第４６条 整備管理者の研修受講義務違反 １０日車 ２０日車

運輸規則第４７条 点検等のための施設の不備 警告 １０日車

運輸規則第６９条 書類の適切管理義務違反
　①一種類の管理不適切 警告 １０日車
　②複数種類の管理不適切 ２０日車 ４０日車

○一般乗合旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準（処分基準）　　　（抜粋）

違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等
初違反 再　違　反

○一般貸切旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準（処分基準）　　　（抜粋）
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【別表２】

      旅客自動車運送事業関係

適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項

運輸規則第４５条 点検整備関係義務違反
　（道路運送車両法（以下 整備不良車両
　「車両法」という。）第４０条
　から第４３条まで、第４７条）　１　整備不良のもの（当日の日常点検時以降に灯火不良 １０日車×違反車両数 ２０日車×違反車両数

　　  になったもの等、偶発的・突発的なものを除く。）
　２　不正改造のもの ２０日車×違反車両数 ４０日車×違反車両数
　３　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の ２０日車×違反車両数 ４０日車×違反車両数
　　　特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
　　　不適合車両を使用

　（車両法第４７条の２） 日常点検の未実施（１台の車両の１月の未実施回数）
　①未実施回数５回以下 警告 ３日車×違反車両数
　②未実施回数６回以上１４回以下 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数
　③未実施回数１５回以上 ５日車×違反車両数 １０日車×違反車両数

　（車両法第４８条） 定期点検整備等の未実施
　１　定期点検整備等の未実施（注１）（注３）
　　（１台の車両の１年間の未実施回数）
　　①未実施１回 警告 ５日車×違反車両数
　　②未実施２回 ５日車×違反車両数 １０日車×違反車両数
　　③未実施３回以上 １０日車×違反車両数 ２０日車×違反車両数
　２　１２月点検整備の未実施（注２）（注３） １０日車×違反車両数 ２０日車×違反車両数
　３　全ての車両について定期点検整備が全て未実施 通達本文４．（１）④ホ及び６．（１）⑥による
（注１）
　　１２月点検整備を除く。ただし、自動車検査証の有効期間が初回２年の自動車にあっては、初回の１２月点検整備
　　を含める。
（注２）
　　自動車検査証の有効期間が初回２年の自動車にあっては、初回の１２月点検整備を除く。
（注３）
　　３に該当する場合を除く。

　（車両法第４９条） 点検整備記録簿等の記載義務違反等
　１　未記載（１台の１年間の定期点検等を対象とし、１回に
　　　つき１枚の記録簿）
　　①未記載３枚以下 警告 ３日車×違反車両数
　　②未実施４枚 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数
　２　記載不適切 警告 １０日車
　３　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車
　４　記録の保存（１台の１年間の定期点検等を対象とし、
　　　１回につき１枚の記録簿）
　　①保存なし３枚以下 警告 ３日車×違反車両数
　　②保存なし４枚 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数

　（車両法第５０条第１項） 整備管理者の選任違反
　整備管理者選任なし 通達本文４．（１）④ヘ及び６．（１）⑥による

　（車両法第５０条第２項) 整備管理者に対する権限付与義務違反 １０日車 ２０日車

　（車両法第５２条） 整備管理者選任(変更)の未届出、虚偽届出
　１　未届出 警告 １０日車
　２　虚偽届出 ４０日車 ８０日車

　（車両法第５３条） 整備管理者の解任命令違反 ４０日車 ８０日車

　（車両法第５８条第１項） 無車検運行 ６０日車×違反車両数 １２０日車×違反車両数

　（車両法第６６条第１項） 自動車検査証の備付け 警告 １０日車

運輸規則第４６条 整備管理者の研修受講義務違反 １０日車 ２０日車

運輸規則第４７条 点検等のための施設の不備 警告 １０日車

運輸規則第６９条 書類の適切管理義務違反
　①一種類の管理不適切 警告 １０日車
　②複数種類の管理不適切 ２０日車 ４０日車

○一般乗用旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準（処分基準）　　　（抜粋）

違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等
初違反 再　違　反
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【別表３】

貨物自動車運送事業関係
○貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について　別表　（抜粋）

初回違反 再 違 反

法第１７条第１項第２号 事業用自動車の安全性の確保義務違反
安全規則第３条の３ 点検整備違反

整備不良車両等

（注）
・車輪が脱落した要因に事業者の関与が無く、事業者による点検整備が確実に行われていることの証明が
  あった場合を除く。
・車両総重量８トン以上または乗車定員３０人以上の自動車に限る。

（車両法第４７条の２） 日常点検の未実施（１台の車両の１月の未実施回数）
① 　未実施回数６回未満 警告 ３日車×違反車両数　

② 　未実施回数６回以上１５回未満 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数

③ 　未実施回数１５回以上 ５日車×違反車両数 １０日車×違反車両数　

（車両法第５０条第１項） 整備管理者の選任違反
整備管理者選任なし 局長通達５（１）④及び６（１）④による

（車両法第５０条第２項） 整備管理者に対する権限付与義務違反 １０日車 ２０日車

（車両法第５２条） 整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出
① 　選任（変更）の未届出に係るもの　 警告 １０日車
② 　虚偽の届出に係るもの ４０日車 ８０日車

（車両法第５３条） 整備管理者の解任命令違反 ４０日車 ８０日車

（車両法第５８条第１項） 無車検運行 ６０日車×違反車両数 １２０日車×違反車両数

（車両法第６６条第１項） 自動車検査証の備付け 警告 １０日車

（車両法第４８条） 定期点検整備等の未実施
１

① 　未実施１回 警告 ５日車×違反車両数　

② 　未実施２回 ５日車×違反車両数 １０日車×違反車両数

③ 　未実施３回以上 １０日車×違反車両数 ２０日車×違反車両数　

２ １０日車×違反車両数 ２０日車×違反車両数　

３ 局長通達５（１）③及び６（１）④による

（車両法第４９条） 点検整備記録簿等の記載違反等
１

① 　未記載３枚以下 警告 ３日車×違反車両数　

②   未記載４枚 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数

２ 　記載不適切 警告 １０日車
３ 　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車

４

①   保存なし３枚以下 警告 ３日車×違反車両数　

②   保存なし４枚 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数

安全規則第３条の４ 点検等のための施設の不備 警告 １０日車　

安全規則第３条の５ 整備管理者の研修受講義務違反 １０日車 ２０日車　

法第２３条 輸送の安全確保の命令違反（注） ６０日車 局長通達６（１）⑤エによる
（注）
　局長通達６（１）⑩及び⑪に該当するものを除く。

法第２４条 自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反
１ 　未届出 １０日車 ２０日車
２ 　虚偽届出 ６０日車 １２０日車

道路運送法第９５条 自動車に関する表示義務違反 警告 １０日車
道路運送法施行規則第６５条

未記載（１台の１年間の定期点検等を対象とし、１
回につき１枚の記録簿）

２０日車×違反車両数

　不正改造のもの(速度抑制装置又は速度制限
(NR)装置の機能不良を故意に放置したものを含
める。)

２０日車×違反車両数

１

４０日車

４０日車×違反車両数２

　記録の保存（１台の１年間の定期点検等を対象と
し、１回に付き１枚の記録簿）

　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子
状物質の特定地域における総量の削減等に関
する特別措置法不適合車両を使用

２０日車×違反車両数 ４０日車×違反車両数

　１２月点検整備の未実施（注２）（注３）

４
　ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落
またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落
事故が発生したもの（注）

２０日車

　全ての車両について定期点検整備が全て未実施
(注１)
　１２月点検整備を除く。ただし、自動車検査証の有効期間が初回２年の自動車にあっては、初回の１２月点検
整備を含める。
（注２）
　自動車検査証の有効期間が初回２年の自動車にあっては、初回の１２月点検整備を除く。
（注３）
　３に該当する場合を除く。

違 反 行 為 基準日車等
備 考

適 用 条 項 事 項

定期点検整備等の未実施（注１）（注３）
（１台の車両の１年間の未実施回数）

（道路運送車両法（以下「車両
法」という。）第４０～４３条、第
４７条）

　整備不良のもの（当日の日常点検時以降に灯
火不良になったもの等、偶発的・突発的なもの
及び４を除く。）

１０日車×違反車両数

３
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Ⅱ 自動車事故報告について 

              自動車事故報告規則 （運輸省令第 104号  昭和 26年 12月 20日 

 最終改正 令和 5年 3月 31日） 

（この省令の適用） 

第 1条 自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。 

 

（定義） 

第 2条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 

  (1) 自動車が転覆し、転落し、火災（積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又

は鉄道車両（軌道車両含む。以下同じ。）と衝突し、若しくは接触したもの 

 (2)  10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの 

(3)  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号又

は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの 

 (4)  10人以上の負傷者を生じたもの 

(5)  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいした

もの 

イ 消防法第2条第7項に規定する危険物 

ロ 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類 

ハ 高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス 

ニ 原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された

物 

ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する

放射性同位元素及びそれによって汚染された物又は同条第4項に規定する放射

線発生装置から発生した同条第1項に規定する放射線によって汚染された物 

ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物又は

劇物 

ト 道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する可燃物 

 (6) 自動車に積載されたコンテナが落下したもの 

(7) 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車

損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの 

 (8) 酒気帯び運転（道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条第1項の規定に違反する

行為をいう。以下同じ。）（特定自動運行旅客運送（道路運送法施行規則（昭和26

年運輸省令第75号）第6条第1項第9号に規定する特定自動運行旅客運送をいう。以下

この号において同じ。）又は特定自動運行貨物運送（貨物自動車運送事業法施行規

則（平成2年運輸省令第21号）第3条第3号の3に規定する特定自動運行貨物運送をい

う。以下この号において同じ。）を行う場合にあつては、旅客自動車運送事業運輸

規則（昭和31年運輸省令第44号）第15条の2第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全

規則（平成2年運輸省令第22号）第3条第1項に規定する特定自動運行保安員（以下「特

定自動運行保安員」という。）が酒気を帯びて特定自動運行用自動車（同法第75条
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の12第2項第2号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この号において同

じ。）の運行の業務に従事する行為。第4条第1項第5号において同じ。）、無免許運

転（同法第64条の規定に違反する行為をいう。）、大型自動車等無資格運転（同法

第85条第5項から第9項までの規程に違反する行為をいう。）、又は麻薬等運転（同

法第117条の2第3号の罪に当たる行為をいう。）（特定自動運行旅客運送又は特定自

動運行貨物運送を行う場合にあつては、特定自動運行保安員が麻薬、大麻、あへん、

覚醒剤又は毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第3条の3の規定に基づく政

令で定める物の影響により正常な業務ができないおそれがある状態で特定自動運行

用自動車の運行の業務に従事する行為）を伴うもの 

(9) 運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続すること

ができなくなったもの 

 (10) 救護義務違反（道路交通法第117条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。）があった

もの 

(11) 自動車の装置（道路運送車両法第41条第1項各号に掲げる装置をいう。）の故障（以

下単に「故障」という。）により、自動車が運行できなくなったもの 

 (12) 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの（故障によるものに限る。） 

 (13) 橋脚、架線その他の鉄道施設（鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設をいい、軌

道法による軌道施設を含む。）を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を

休止させたもの 

 (14) 高速自動車国道（高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。）

又は自動車専用道路（道路法第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。）

において3時間以上自動車の通行を禁止させたもの 

 (15) 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣（主

として指定都道府県等（道路運送法施行令（昭和26年政令第250号）第4条第1項の指

定都道府県等をいう。以下同じ。）の区域内において行われる自家用有償旅客運送に

係るものの場合にあっては、当該指定都道府県等の長）が特に必要と認めて報告を指

示したもの 

 

(報告書の提出) 

第3条 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以

下同じ。）、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車

両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者（以下

「事業者等」という。）は、その使用する自動車（自家用自動車（自家用有償旅客運送の

用に供するものを除く。）にあっては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車

を除く。)について前条各号の事故があった場合には、当該事故があった日（前条第10号

に掲げる事故にあっては事業者等が当該救護義務違反があったことを知った日、同条第15

号に掲げる事故にあっては当該指示があった日）から30日以内に、当該事故ごとに自動車

事故報告書（別記様式による。以下「報告書」という。）3通を当該自動車の使用の本拠

の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長（以下「運輸監理部長又は運輸支局長」と

いう。）を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 
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2  前条第11号及び第12号に掲げる事故の場合には、報告書に次に掲げる事項を記載した

書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。 

(1)  当該自動車の自動車検査証の有効期間 

(2)  当該自動車の使用開始後の総走行距離 

(3)  最近における当該自動車についての大規摸な改造の内容、施行期日及び施行工場名 

(4) 故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進

方向に向かって前後左右の別を明記すること。) 

(5)  当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離 

(6) 当該部品を含む装置の整備及び改造の状況 

(7) 当該部品の製作者（製作者不明の場合は販売者）の氏名又は名称及び住所 

3   運輸監理部長又は運輸支局長は、報告書を受け付けたときは、遅滞なく、地方運輸局

長を経由して、国土交通大臣に進達しなければならない。 

4    第1項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客

運送を行う者の場合にあっては、報告書を当該指定都道府県等の長に提出するものする。 

 

(速報) 

第4条 事業者等は、その使用する自動車（自家用自動車（自家用有償旅客運送の用に供す

るものを除く。）にあっては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)

について、次の各号のいずれかに該当する事故があったとき又は国土交通大臣の指示があ

ったときは、前条第1項の規定によるほか、電話その他適切な方法により、24時間以内に

おいてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなけ

ればならない。 

 (1) 第2条第1号に該当する事故（旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者 （以

下「旅客自動車運送事業者等」という。）が使用する自動車が引き起こしたものに限

る。） 

 (2) 第2条第3号に該当する事故であって次ぎに掲げるもの 

  イ 2人（旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあって は、

1人）以上の死者を生じたもの 

  ロ 5人以上の重傷者を生じたもの 

  ハ 旅客に1人以上の重傷者を生じたもの 

 (3) 第2条第4号に該当する事故 

 (4) 第2条第5号に該当する事故（自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車

両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。） 

 (5) 第2条第8号に該当する事故（酒気帯び運転があったものに限る。） 

2   前条第3項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場

合について準用する。 

3    第1項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客

運送を行う場合にあっては、同項各号のいずれかに該当する事故があったとき又は当該指

定都道府県等の長の指示があったときは、当該指定都道府県等の長に速報するものとす

る。 
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(事故警報) 

第5条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めると

きは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他関係者にこれを

周知させなければならない。 

      は、車両故障に関する部分 

   は、令和５年３月３１日付けで改正された部分 

 

自動車事故報告書の取扱要領（抜粋） 

1  自動車事故報告規則（昭和26年運輸省令第104号。以下「規則」という。）第2条第11

号に規定する「自動車の装置の故障（以下単に「故障」という。）により、自動車が運行

できなくなったもの」とは、次に掲げるものをいう。 

イ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、運行を再開することが

できなかったもの 

ロ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、乗務員以外の者の修理

等により運行を再開したもの 

2  規則第2条第15号の｢指示｣は、地方運輸局長（沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。）

又は運輸支局長（神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局陸運事務所長を含む。以下同じ。）

を通じて行うものとする。 

3～10 略 

11 運転者の健康状態に起因する事故 

  規則第２条第９号に該当する事故が発生した場合には、別表２に掲げる調査事項を調査

のうえ提出させるよう事業者等を指導すること。また、「推定原因」に事故の原因として

疑われる疾病名を明記させるように指導すること。 

  ただし、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合には、

規則第４条第１項の規定に準じ、速報させるよう事業者等を指導すること。 

睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故においては、規則第２

条第９号に該当する事故として報告させるよう事業者等を指導すること。「睡眠時無呼吸

症候群が疑われる」とは、過去に同疾病と診断されたことがあり治っていないもの、又は

「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル」（平成２７年８月国土

交通省自動車局）に記載のＳＡＳの症状があるものをいう。 

12 車両故障に起因する事故 

(1) 運輸支局長は、規則第3条第2項の添付書面（タイヤのパンク、バッテリー不具合及

び灯火装置の不点灯（ヒューズ切れを含む。）の場合は添付を要しない。）等は別表3

によるよう事業者等を指導すること。また、必要に応じて、事業者等に対し自動車製作

者等からの事故原因等調査結果を添付させるよう指導すること。 

(2) 地方運輸局長は、規則第2条第11号又は第12号に該当する事故で、被害が大きい場合

又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、次の事項を直ちに自動車局長に

報告すること。また、この場合において、地方運輸局長は類似の事故が発生するおそれ

があると認めるときは、事故発生防止対策の迅速化を図るため、自動車局長に報告した

事項を他の地方運輸局長に適当な方法により、速やかに通報すること。 
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① 当該事故の概要及び原因 

② 当該自動車の車名、型式、初度登録年又は初度検査年、車体の形状及び自動車

検査証の有効期間 

③ 別表1中第4第4項の事項 

  なお、運輸支局長は、車両故障に起因する事故が発生した場合において、当該報告者

から破損又は脱落した部品の提供があった場合には、調査の必要に応じ当該部品を地方

運輸局長に送付すること。 

 地方運輸局長は、当該部品についてさらに調査の必要があると認めた場合には、当該

部品を自動車局長に送付すること。 

   13 略 

     は、車両故障に関する部分 
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別記様式（第３条関係） （表）

自　動　車　事　故　報　告　書

宛て

自動車の使用者の氏名又は名称

住　　所

電話番号

　　　　年　　　　月　　　　日　提出　

☆発生日時 年　　　月　　　日　　　　時　　分

　☆
　路線名
　又　は
　道路名

天　　候 １晴れ ２曇 ３雨 ４雪 ５霧 ６その他

☆発生場所
都道
府県

区市
郡

区町
村

番地 　　　　道　　線

　☆当該自動車の使用の本拠の名称及び位置
　　☆自動車登録番号
　　　又は車両番号

☆当時の状況

 ※備　　　考

（日本産業規格Ａ列４番）

☆◆現場の略図（道路上の事故の場合には車線の区分を明らかにして図示すること。）

 ☆当時の処置

 ☆事故の原因

 ☆再発防止
   対    策

令和５年３月３１日付けの自動車事故報告規則の改正で、自動車事故報告書
の裏面及び注釈に「自動運行装置」に関わる内容が追加。
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２速度抑制装置

　18ばい煙等の発散防止装置
　19灯火装置及び指示装置

　22視野を確保する装置（後写鏡、窓拭き器等）

　27運行記録計   28その他

（交替後の乗務時間及び乗務距離）

　　　　　ハその他）

才
年 月

　１直線
　１死亡 　２重傷 　３軽傷

　　本務・臨時の別 　１本務 　２臨時
　１死亡 　２重傷 　３軽傷

（うち乗客　　　　　人）
（うち乗客　　　　　人）
（うち乗客　　　　　人）

☆荷受人の氏
  名又は名称
　及び住所

◆重傷 人
軽傷 人

☆荷送人の氏
  名又は名称
  及び住所

※事業者番号

※再発防止対策

運行管理者
資格者証番号

安全性優良事業所
の認定（貨物のみ）

　　　１有 ２無

　☆損害の程度
◆死亡 人

　１着用 　２非着用 　３非装備

☆運送契約の
相手方の氏名
又は名称、住
所等(貸切旅客
のみ)

☆
◆
運
行
管
理
者

運行管理者 統括運行管理者

氏　　名

◆
営
業
所
及
び
運
行
等
の
状
況

☆当 時 の
　運行計画

（発地・経由地・着地）

車
掌

損害の程度

　　シートベルトの
　　着用状況

運送形態 　　　１下請運送 ２その他

　３非装備
　２無

踏切の
状　態

　１遮断機付き 　２警報機付き ☆　最近の健康診断
　　の受診年月日

（最近の受診年月日） 年　　月　　日　
　３その他

業務場所の別 　１車両内 　２車両外

警戒標識
の設置

　１有 ☆　当該道路の
　　制限速度

                      km/h
　　シートベルトの
　　着用状況

　１着用 　２非着用

　１本務 　２臨時
　４交差 　　　５つづら折り 損害の程度

路面の状態 １乾 ２湿 ３積雪 ４氷結

　☆年　　　　　齢
　☆経　験　年　数

道路の
形　態

　    ２右曲り 　３左曲り 　　本務・臨時の別

☆道路の
幅員

　m
特

定

自

動

運

行

保

安

員

　☆氏　　　　　名

こ　う　配 　１平たん 　２上り 　３下り

　２その他の場所 ☆　最近の健康診断
　　の受診年月日

（最近の受診年月日） 年　　月　　日　

　２無
　　 年　　月　　日

　１有
（最近の受診年月日）
（適性診断受診場所）

（最近の事故年月日） 年　　月　　日　
（過去３年間の違反件数） 件　

道
　
路
　
等
　
の
　
状
　
況

種　類

　１道路（イ高速自動車国道　　　　ロ自動車専用道路等 （最近の違反年月日） 年　　月　　日　

☆　過去３年間の
　 適性診断の受診状況

　６毒劇物 　７可燃物 時間　 km　

☆品名及び積載量又
  は放射能の量

品名　　　　　　　　（　　　　　　）kg、l ☆　過去３年間の
　　事故の状況

（過去３年間の事故件数） 件　
　　　　　　　　　　（　　　　　　）Bq

　１有 　２無 ☆　過去３年間の道路
　 交通法の違反の状況

　２無

種　類
　１危険物 　２火薬類 　３高圧ガス
　４核 　５ＲＩ

　３非装備

　４生コンクリート 　５危険物等

積
載
危
険
物
等

運搬の
有無

　１有 　２無

☆　交替運転者の
　　配　　　　置

　１有

イエローカードの携行状況

　７原木、製材 　８引越 ９その他

　　シートベルト
　　の着用状況

　１着用 　２非着用

６冷凍、冷蔵品
　　損害の程度 　１死亡 　２重傷

保安基準の緩和 　１有 　２無 ☆最近出勤しなかった
　日から事故日までの
　勤務日数及び乗務距
　離の合計

勤務日数　　　　　　　　　　日

　３軽傷
貨物の内容

　１土砂等 　２長大物品等 ３コンテナ
乗務距離　　　　　　　　　　km

許可等の
取得状況

制限外許可 　１有 　２無 ☆乗務開始から事故発生まで
　の乗務時間及び乗務距離

時間
特殊車両通行許可 　１有 　２無 km

特殊車両通行許可 　１有 　２無 ☆事故日以前１ヶ月間に
　出勤しなかった日数

日
保安基準の緩和 　１有 　２無

　☆経　験　年　数 年　　　　　　　　　　月　　

許可等の
必要性

制限外許可 　１有 　２無

自動車の
運転を職
業とする
者にあっ
ては勤務

状況

本務・臨時の別 　１本務 　２臨時

kg kg

◆
　
乗
　
　
　
　
　
　
務
　
　
　
　
　
　
員

運

転

者

　☆氏　　　　　名

kg kg
　☆年　　　　　齢 才　　

　☆　乗車定員　　　　　　　　人 　☆　当時の乗車人員　　　　　人
　20反射器 　21警音器

  ☆　最 大 積 載 量   ☆　当 時 の 積 載 量
　23計器（速度計、走行距離計等）

　６車軸

　２有償旅客運送

　24消火器
　25内圧容器及びその附属装置 　26自動運行装置

　13連結装置 　14乗車装置 　15物品積載装置
　16窓ガラス 　17騒音防止装置

　９緩衝装置
　１有償貸渡し（レンタカー） 　10燃料装置 　11電気装置 　12車枠及び車体

種　別 　１普通 　２小型 　３その他

自家用

　15自転車運転 　16その他
　６特定貨物 　７特定第二種

車両の故障に
起因する場合
には故障箇所

　３動力伝達装置  ５タイヤ

　　　３その他

　７操縦装置　８制動装置

　10酩酊
　１乗合旅客 　２貸切旅客 　11路上作業 　12路上遊戯
　３乗用旅客 　４特定旅客 　13乗降中 　14安全地帯

　４車道通行
　５歩道通行 　６横断歩道歩行
　７車の直前横断 　８斜横断

　７バス停留所
　８トンネル 　９その他

　　死傷事故の
　　場合には
　　死傷者の状態

　１左側通行 　２右側通行

当
　
該
　
自
　
動
　
車
　
の
　
概
　
要

☆車　名 ☆型　式 ☆車体の形状
☆初度登録年又
　は初度検査年

　６交差点

　３信号無視

事業用

　９飛び出し

　５一般貨物（イ特別積合せ貨物　ロその他）

　２歩道 　３横断歩道
　　４接触 　　５物件衝突 　４路側帯 　５路肩

衝突等
の状態

　　１正面衝突 　　２側面衝突 　　３追突
道路上での事故の
場合には事故発生
地点

　１車道

☆転落の状態 落差　　　　　　　　　　ｍ 水深　　　　　　　　　ｍ
　７左折 　８駐車 　９停車
　10転回 　11合流 　12その他

当該自動車の事故時
の走行等の態様

　１直進（加速） 　２直進（減速） 　３直進（定速）
　４後退 　５追越 　６右折

ｍ　　　

☆　スリップ距離 ｍ　　　

☆発生の順

飲
酒
等

健
康
起
因

救
護
違
反

車
両
故
障

交
通
傷
害

そ
の
他

km/h　　　

転
　
覆

転
　
落

路
外
逸
脱

火
　
災

踏
　
切

衝
　
突

死
　
傷

危
険
物
等

車
　
内

12 13 14 15

当
　
時
　
の
　
状
　
況

☆　危険認知時の速度

☆　危険認知時の距離

6 7 8 9 10 11

 ４車輪（タイヤを除く）
　１原動機（速度抑制装置を除く）

（裏）

事
　
故
　
の
　
種
　
類

区　分

1 2 3 4 5

故障箇所に「自動運
行装置」が追加

「特定運行保安員」
の項目が追加
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 (注)
(1)　☆印欄は、具体的に記入すること。ただし、不明の場合は該当欄に「不明」と記入し、記入の要のない場合は該当欄に斜線を引く
　　 こと。
　　　 なお、欄内に記入し得ないときは、別紙に記入し、これを添付すること。
(2)　※印欄は、記入しないこと。
(3)　☆印欄及び※印欄以外の欄は、該当する事項を○で囲むこと。
(4)　◆印欄は、事故が第２条第11号又は12号のみに該当する場合には、記入を要しない。
(5)　時刻の記入は、24時間制によること。
(6)　「区分」の記入は、次の区分によること。
　 １　転覆　当該自動車が道路上において路面と35度以上傾斜したとき。
　 ２　転落　当該自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき。
　 ３　路外逸脱　当該自動車の車輪が道路（車道と歩道の区分がある場合は、車道）外に逸脱した場合で、「転落」以外のとき。
　 ４　火災　当該自動車又は積載物品に火災が生じたとき。
　 ５　踏切　当該自動車が踏切において、鉄道車両と衝突し、又は接触したとき。
　 ６　衝突　当該自動車が鉄道車両、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、荷牛馬車、家屋その他の物件に衝突し、又は接触した
　　　 とき。
　 ７　死傷　死傷者を生じたとき（９に該当する場合を除く。）
　 ８　危険物等　第２条第５号又は第６号に該当する事故
　 ９　車内　操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により、旅客（乗降する際の旅客を含む。）を死傷させたとき。
　 10　飲酒等　第２条第８号に該当する事故
　 11　健康起因　第２条第９号に該当する事故
　 12　救護違反　第２条第10号に該当する事故
　 13　車両故障　第２条第11号又は第12号に該当する事故
　 14　交通傷害　第２条第13号又は第14号に該当する事故
　 15  その他　１から14までに該当しないとき。
(7)　２種類以上の事故が生じたときには、「発生の順」の欄に発生の順に番号を記入すること。
(8)　「転落の状態」の欄の「落差」は、路面から落下地点までの垂直距離とする。
　　 ただし、水中に転落した場合で水深を記入する必要がある場合には、路面から水面までの垂直距離とする。
(9)　「車体の形状」の欄は、道路運送車両法第58条の自動車検査証に記載されている車体の形状を記入すること。
(10)　「積載危険物等」とは、次に掲げるものであって事故当時に当該自動車に積載していたものをいう。
　　１　危険物　消防法第２条第７項に規定する危険物
　　２　火薬類　火薬類取締法第２条第１項に規定する火薬類
　　３　高圧ガス　高圧ガス保安法第２条に規定する高圧ガス
　　４　核　原子力基本法第３条第２号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物
　　５　ＲＩ　放射性同位元素等の規制に関する法律第２条第２項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染された物
　　　　又は同条第５項に規定する放射線発生装置から発生した同条第１項に規定する放射線によって汚染された物
　　６　毒劇物　シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物
　　７　可燃物　道路運送車両の保安基準第47条第１項第３号に規定する品名の可燃物
(11)　「許可等の必要性」及び「許可等の取得状況」の欄は、当該自動車の運行について次の許可等の必要性の有無及びその取得状況に
　　　該当するものを○で囲むこと。
　　１　制限外許可　道路交通法第57条の規定による許可
　　２　特殊車両通行許可　道路法第47条の２の規定による許可
　　３　保安基準の緩和　道路運送車両の保安基準第55条の規定による基準の緩和であって、道路運送車両の保安基準第２条第１項、第
　　　　４条及び第４条の２に係るもの
(12)　「イエローカード」とは、当該積載危険物等の取扱方法を記載した書類をいう。
(13)　「種類」の欄の「ロ　自動車専用道路等」は、自動車専用道路及び道路運送法による自動車道とし、「２　その他の場所」は、構内、
　　　営業所等一般交通の用に供しない場所とする。
(14)　「道路の幅員」は、路肩部分を含む道路（車道と歩道の区別がある場合は、車道）の総幅員とする。
(15)　「道路の形態」の欄の「交差」は、当該自動車前方30メートル以内に交差点があった場合とする。
(16)　「運行計画」には、運行管理者が与えた指示を含むものとする。
(17)　「運送契約の相手方の氏名又は名称、住所等（貸切旅客のみ）」の欄は、事故を引き起こした当該一般貸切旅客自動車運送事業者
　　と運送契約を締結した者の氏名又は名称及び住所を記載すること。運送契約の相手方が旅行業法(昭和27年法律第239号）第３条の
　　規定による旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を受けている者（以下「旅行業者等」という。）又は同法第23条の規定による旅
　　行サービス手配業の登録を受けている者である場合には、氏名又は名称及び住所のほか、旅行業者等又は旅行サービス手配業者の
　　登録番号を記載すること。

(18)　「安全性優良事業所の認定」とは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認
　　　められる貨物自動車運送事業者の営業所に対して行う認定をいう。
(19)　「下請運送」とは、貨物自動車運送事業者からの運送の依頼により行う貨物運送をいう。
(20)　「荷送人の氏名又は名称及び住所」の欄は、事故を引き起こした当該貨物自動車運送事業者と運送契約を締結した荷送人のほか、
　　　事故の際に運送していた貨物に関して当該荷送人と運送契約を締結した者等の当該貨物の運送に関して運送契約を締結した全ての
　　　者を記載すること。
(21)　「運送形態」の欄の「２その他」に該当し、かつ、当該運送が特別積合せ運送である場合には「荷送人の氏名又は名称及び住所」
　　　及び「荷受人の氏名又は名称及び住所」の欄は、記入を要しない。
(22)　「過去３年間の事故の状況」の欄は、当該運転者が引き起こした道路交通法第67条第２項の交通事故に関して記入する。
(23)　「過去３年間の適性診断の受診状況」の欄は、当該運転者の過去３年間の運転適性診断の受診の有無について、該当する事項を○
　　　で囲むこと。また、「適性診断受診場所」は、「最近の受診年月日」に受診した受診場所（又は受診機関）を具体的に記入するこ
　　　と。
(24)　「最近の健康診断の受診年月日」の欄は、第２条第９号に該当する事故を引き起こした当該運転者又は特定自動運行保安員が受診した
　　　労働安全衛生法第66条に規定する健康診断の最近の受診年月日を記入すること。
(25)　「運行管理者」は、事故について最も責任のあると考えられる運行管理者のことである。
(26)　「統括運行管理者」とは、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）第48条の２第１項又は貨物自動車運送事業輸送
　　　安全規則（平成２年運輸省令第22号）第21条第１項に規定する業務を統括する運行管理者をいう。

「特定運行保安員」
の記載が追加
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「自動車事故報告規則」の一部改正
令和2年
4月から

～車両故障の対象装置に「自動運行装置」が追加～

「自動運行装置」が故障し、自動車の運行が
継続できなくなった場合は、事故報告書の提
出が必要となります。

・プログラムにより自動的に自動車を運行させる
ために必要な装置であって、当該装置ごとに国
土交通大臣が付する条件で使用される場合に
おいて、自動車を運行する者の認知、予測、判
断及び操作に係る能力の全部を代替する機能
を有する装置
・作動状態の確認に必要な情報を記録するため
の装置を含む。

自動運行装置とは？

① 自動車検査証の備考欄に「自動運行装置搭載車」の記載を確認する。
② 車両に貼付された「自動運行装置搭載車」ステッカーを確認する。

「自動運行装置」が搭載された車両であるかどうかの確認方法

①自動車検査証の備考欄 ②ステッカーの様式

自動運行装置搭載車

国土交通省北陸信越運輸局
21



30日以内に

報告！
運輸支局

重大事故があった場合は、自動車事故報告書を運輸支局長を経由して国土交通大臣に提
出しなければなりません。

※関係法令：自動車事故報告規則（昭和二十六年、運輸省令第百四号）

○自動車事故報告書の提出が必要な事故

①自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等と衝突し、若しくは接触したもの
②１０台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
③死者又は重傷者を生じたもの
④１０人以上の負傷者を生じたもの
⑤自動車に積載された危険物等が全部若しくは一部が飛散、又は漏洩したもの
⑥自動車に積載されたコンテナが落下したもの
⑦操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の操作不適切により、旅客に傷害が生じたもの
⑧酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
⑨運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
⑩救護義務違反があったもの
⑪自動車の装置の故障により自動車の運行ができなくなったもの
⑫車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの（故障によるもの）
⑬橋脚、架線その他鉄道施設を損傷し、３時間以上鉄道車両の運転を休止させたもの
⑭高速自動車国道又は自動車専用道路を、３時間以上通行止めにさせたもの
⑮国土交通大臣が特に必要と認めたもの

○自動車事故報告書の提出が必要な自動車運送事業者等

➢旅客自動車運送事業者
➢貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く）
➢特定二種貨物利用運送事業者
➢自家用有償旅客運送者
➢道路運送車両法第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者

○提出期限、提出先及び提出部数

重大事故があった日から ３０日以内に
新潟、長岡、上越ナンバー・・・・・新潟運輸支局へ
長野、松本、諏訪ナンバー・・・・・長野運輸支局へ
富山ナンバー・・・・・・・・・・・富山運輸支局へ
石川、金沢ナンバー・・・・・・・・石川運輸支局へ

３部提出

○自動車事故報告書について（国土交通省北陸信越運輸局ホームページ）

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/carinfo/car_safety_1.html

自動車事故報告書について

自動車事故報告書等について
～事故が起きてしまったら、自動車事故報告書の提出をお願いします～
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自動車運送事業者等は、使用する自動車について、以下の表の該当する事故があったと
き又は国土交通大臣の指示があったときは、その事故の概要を運輸支局長に速報する必
要があります。

関係法令等：自動車事故報告規則（昭和二十六年、運輸省令第百四号）
自動車事故報告書等の取扱要領（一部改正：平成２７年５月）
自動車運送事業者等用緊急時対応マニュアル（一部改正：平成２１年１１月）

事故の発生から、２４時間以内に、できる限り速やかに！

事故の速報について

速報に該当する事故 バス タクシー トラック

乗客、乗員、歩行者その他を問わず１名以上の死者を生じた事故 ○ ○ －

乗客、乗員、歩行者その他を問わず２名以上の死者を生じた事故 － － ○

乗客に１名以上の重傷者を生じた事故 ○ ○ －

乗客、乗員、歩行者その他を問わず５名以上の重傷者を生じた事故 ○ ○ ○

乗客、乗員、歩行者その他を問わず１０名以上の負傷者を生じた事故 ○ ○ ○

酒気帯び運転行為※1 ○ － －

酒気帯び運転を伴う事故 ○ ○ ○

自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等と衝突し、若し
くは接触した事故

○ ○ －

自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等と衝突し、若し
くは接触した事故によって、自動車に積載された危険物等が全部若しくは
一部が飛散、又は漏洩した事故

－ － ○

自然災害に起因する可能性のある事故※1 ○ ○ ○

脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因した事故※2 ○ ○ ○

その他社会的影響が大きいと認める事故※1
（例：事故に関して報道機関による報道があったとき、又は取材を受けたとき）

○ ○ ○

○自動車運送事業者に係る事故・事件の速報について
（国土交通省北陸信越運輸局ホームページ）

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/carinfo/jiko_sokuhou.html

○速報の期限

電話、ファクシミリ、及びその他適切な方法

○速報の方法

注）※1は、自動車運送事業者等用緊急時対応マニュアルによる速報対象を示す。
※2は、自動車事故報告規則第4条第1項に準じて速報をお願いするもの。

新潟運輸支局 検査整備保安部門（業務時間内） TEL 025(285)3125 FAX 025-285-0473
（夜間・土日祝日）TEL 090-8843-8269

長野運輸支局 検査整備保安部門（業務時間内） TEL 026(243)5525 FAX 026-259-4508
（夜間・土日祝日）TEL 090-4833-8980

富山運輸支局 検査整備保安部門（業務時間内） TEL 076(423)0892 FAX 076-423-5509
（夜間・土日祝日）TEL 090-2186-3526

石川運輸支局 検査整備保安部門（業務時間内） TEL 076(208)6000 FAX 076-208-6002
（夜間・土日祝日）TEL 090-2572-0065

○連絡先
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新潟　都道
　　　府県

５霧天　　候

　　☆自動車登録番号
　　　又は車両番号

☆当時の状況

当該営業所の運転者○○は、6月20日午後5時に出社し、乗務前点呼を午後6時30分に受け、荷主の

用車３台の列に追突した。当該運転者にはケガはなかったが、最初に追突した乗用車の運転者が

別記様式（第３条関係） （表）

自　動　車　事　故　報　告　書

３雨 ４雪

　国土交通大臣　国土　太郎　殿

☆発生日時

１晴れ ２曇

自動車の使用者の氏名又は名称

（日本工業規格Ａ列４番）

　025-244-7579

北陸信越運輸株式会社　長岡営業所
新潟県長岡市摂田屋町2643-１

 ※備　　　考

☆◆現場の略図（道路上の事故の場合には車線の区分を明らかにして図示すること。）

●●に向け出庫した。午後7時に●●に到着し荷物を積み込み、午後9時に群馬県高崎市へ向け出

発した。その後、上記場所付近の国道１７号線を約７０キロで走行中、赤信号で停車していた乗

長岡１００あ　４４９

 ☆当時の処置

長岡１００あ　４９

右足の骨折の重傷、さらに前の乗用車の運転者が首に軽傷を負った。

☆発生場所

　☆当該自動車の使用の本拠の名称及び位置

国道　１７号線

　☆
　路線名
　又　は
　道路名

平成  28 年　6 月　20 日　　21 時　30 分

６その他

小千谷区市
　　　郡

三仏生区町
　　　村

3547-12番地

住　　所

電話番号

　北陸信越運輸株式会社

新潟県新潟市中央区万代2-2-1

平成　28　年　6　月　30　日　提出　

乗用車側に被害者がいることを確認したため、至急消防、警察に連絡した。

その後、被害者は病院に運ばれた。当該運転者は警察に取り調べを受けるため、

長岡警察署に移動した。

 ☆再発防止
   対    策

 ☆事故の原因

脇見運転による前方停止車両の発見の遅れとスピードの出し過ぎ

乗務員全員を集め、関係法令の遵守の徹底を行った。

時間は２４時間制で記入

事故発生から３０日以
内に提出

・道路名は、国道、県道、
市道等具体的に記入
・高速道路等の場合は
その名称も記入
・高速道路の場合は、
「上り線」、「下り線」の
区分と○○ｋｐを記入

報告書は３部提出すること
（受付印押印）

・事業者として講じ
たものを具体的に
記入
・事故原因が明ら
かになってから講
ずる場合は「原因
究明結果待ち」と
記入し、緊急的に
講じた対策につい
ても記入

記載しないこと

・けん引車が被けん引
車を連結して事故を引
き起こした場合に記載
この場合の報告者は、
けん引車の使用者

報告書を提出する時点の国土
交通大臣を記入する

場所は、地番まで記入

警察、家族、会社等へ連絡、死
者又は負傷者にとった処置、病
院への収容状況、旅客、積荷
等の処置を記入

・警察の調書、運転者及び目
撃者の証言等を参考に記入
・なぜ、前方不注意か？脇見、
漫然等が分からないと、システ
ム入力できない

・次に掲げるものを（何処で、誰が、どんな事
を、どれだけ）の要領で記載
イ．出発地、出発の時刻、目的地
ロ．運行の状況、乗車人員、積載物・量
ハ．事故当時の速度、位置関係、乗務員
のとった措置、事故後の状況、地形、道路状
況、スリップの軌跡
・死傷者の氏名、性別、年齢、負傷者の程度
（当事者と相手側と分ける）

自動車事故報告書の記載例

営業所名まで記入

乗合バス事業の管理の受
委託の許可を受けている
場合は、委託者が提出
（貸切バス委託型の場合
の使用者名は、連盟とす
る）
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２速度抑制装置

　18ばい煙等の発散防止装置
　19灯火装置及び指示装置

　22視野を確保する装置（後写鏡、窓拭き器等）

　27運行記録計   28その他

（交替後の乗務時間及び乗務距離）

　　　　　ハその他）

才
年 月

　１直線
　１死亡 　２重傷 　３軽傷

　　本務・臨時の別 　１本務 　２臨時
　１死亡 　２重傷 　３軽傷

（うち乗客　　　　　人）
（うち乗客　　　　　人）
（うち乗客　　　　　人）

保安基準の緩和

　４生コンクリート

　２無　１有

　７可燃物　６毒劇物　５ＲＩ

制限外許可

　７原木、製材

　１道路（イ高速自動車国道　　　　ロ自動車専用道路等

　３下り　２上り

　　　５つづら折り
　３左曲り

３コンテナ

６冷凍、冷蔵品

　２無

　２貸切旅客　１乗合旅客

☆初度登録年又
　は初度検査年

☆車体の形状

　　５物件衝突
　　１正面衝突
　　４接触

　　３追突

14

交
通
傷
害

車
両
故
障

15

そ
の
他

（裏）

転
　
落

7 8

路
外
逸
脱

火
　
災

死
　
傷

134

健
康
起
因

救
護
違
反

11 125

危
険
物
等

6 10

☆荷送人の氏
  名又は名称
  及び住所

自動車の
運転を職
業とする
者にあっ
ては勤務

状況

本務・臨時の別

☆最近出勤しなかった
　日から事故日までの
　勤務日数及び乗務距
　離の合計

日
☆事故日以前１ヶ月間に
　出勤しなかった日数

　１有
　１有

　１有

事
　
故
　
の
　
種
　
類

区　分

☆発生の順

転
　
覆

衝突等
の状態

1

落差　　　　　　　　　　ｍ

2

☆転落の状態

☆車　名

9

飲
酒
等

　　２側面衝突

3

　　　３その他
　１有償貸渡し（レンタカー）
　２有償旅客運送

車
　
内

踏
　
切

衝
　
突

　２小型　１普通

kg

水深　　　　　　　　　ｍ

☆型　式

kg

  ☆　当 時 の 積 載 量

kg

　１有

特殊車両通行許可

　１有

　４特定旅客

　７特定第二種
　５一般貨物（イ特別積合せ貨物　ロその他）
　３乗用旅客

　６特定貨物

保安基準の緩和

kg

　☆　当時の乗車人員　　　　　人

運搬の
有無

　３その他

　☆　乗車定員　　　　　　　　人

制限外許可 　２無　１有

許可等の
取得状況

特殊車両通行許可

　２無

　５危険物等

　８引越

　１危険物

種　別

  ☆　最 大 積 載 量

　２無　１有

　２無
　２無
　２無

　１平たんこ　う　配

　４交差

積
載
危
険
物
等

　４核

☆品名及び積載量又
  は放射能の量

　７左折 　８駐車

貨物の内容

　４後退 　５追越

　７バス停留所

　１車道

　１土砂等

９その他

　２長大物品等

ｍ　　　

ｍ　　　

イエローカードの携行状況

　３高圧ガス　２火薬類
種　類

☆　危険認知時の距離

　６交差点

☆　スリップ距離

当該自動車の事故時
の走行等の態様

☆　危険認知時の速度

　９停車
　10転回 　11合流 　12その他

km/h　　　

　１直進（加速） 　２直進（減速）　３直進（定速）
　６右折

 ４車輪（タイヤを除く）

　２歩道 　３横断歩道
　４路側帯 　５路肩

　３信号無視 　４車道通行
　１左側通行

　26自動運行装置

　20反射器

　５歩道通行 　６横断歩道歩行

　２右側通行
　９その他　８トンネル

 ５タイヤ

　16その他
　１原動機（速度抑制装置を除く）

　16窓ガラス 　17騒音防止装置

　　死傷事故の
　　場合には
　　死傷者の状態

車両の故障に
起因する場合
には故障箇所

　11路上作業 　12路上遊戯
　13乗降中 　14安全地帯

　７車の直前横断 　８斜横断

　10燃料装置 　11電気装置 　12車枠及び車体
　13連結装置 　14乗車装置 　15物品積載装置

　７操縦装置

　15自転車運転

道路上での事故の
場合には事故発生
地点

　24消火器　23計器（速度計、走行距離計等）

　８制動装置　９緩衝装置
　３動力伝達装置

　21警音器

km
時間

当
　
時
　
の
　
状
　
況

　☆氏　　　　　名
　☆年　　　　　齢
　☆経　験　年　数

　６車軸

　25内圧容器及びその附属装置

　９飛び出し 　10酩酊

　１着用 　２非着用 　３非装備

才　　
年　　　　　　　　　　月　　

勤務日数　　　　　　　　　　日

☆乗務開始から事故発生まで
　の乗務時間及び乗務距離

乗務距離　　　　　　　　　　km

　１本務 　２臨時

　　損害の程度

　　シートベルト
　　の着用状況

　２無

時間　 km　
（過去３年間の事故件数） 件　

　１死亡 　２重傷 　３軽傷

　２臨時

　２車両外

　１有

（過去３年間の違反件数） 件　
（最近の違反年月日） 年　　月　　日　

（最近の事故年月日） 年　　月　　日　
☆　過去３年間の
　　事故の状況

☆　過去３年間の道路
　 交通法の違反の状況

☆　交替運転者の
　　配　　　　置

　☆経　験　年　数

業務場所の別

　１本務

　１遮断機付き

事業用

自家用

当
　
該
　
自
　
動
　
車
　
の
　
概
　
要

☆道路の
幅員

道路の
形　態

種　類

許可等の
必要性

品名　　　　　　　　（　　　　　　）kg、l
　　　　　　　　　　（　　　　　　）Bq

運

転

者

道
　
路
　
等
　
の
　
状
　
況

☆　過去３年間の
　 適性診断の受診状況

　１有
（最近の受診年月日）

　２無
　　 年　　月　　日　２その他の場所 ☆　最近の健康診断

　　の受診年月日
（最近の受診年月日） 年　　月　　日　

　１有

　m
特

定

自

動

運

行

保

安

員

　☆氏　　　　　名
　☆年　　　　　齢

　    ２右曲り 　　本務・臨時の別
損害の程度

◆
　
乗
　
　
　
　
　
　
務
　
　
　
　
　
　
員

                      km/h
　　シートベルトの
　　着用状況

　１着用 　２非着用

路面の状態 １乾 ２湿 ３積雪 ４氷結 　１車両内

　３非装備
　２無

踏切の
状　態

　２警報機付き ☆　最近の健康診断
　　の受診年月日

（最近の受診年月日） 年　　月　　日　
　３その他

警戒標識
の設置

☆　当該道路の
　　制限速度

◆
営
業
所
及
び
運
行
等
の
状
況

☆当 時 の
　運行計画

（発地・経由地・着地）

車
掌

損害の程度

　　シートベルトの
　　着用状況

運送形態 　　　１下請運送 ２その他

　１着用 　２非着用 　３非装備

☆運送契約の
相手方の氏名
又は名称、住
所等(貸切旅客
のみ)

☆
◆
運
行
管
理
者

運行管理者 統括運行管理者

氏　　名

運行管理者
資格者証番号

安全性優良事業所
の認定（貨物のみ）

　　　１有 ２無

　☆損害の程度
◆死亡 人
◆重傷 人
軽傷 人

※事業者番号

※再発防止対策☆荷受人の氏
  名又は名称
　及び住所

けん引車が被けん引車を連
結して事故を引き起こした
場合に記載

警戒標識が設
置されており、
当該標識によ
り運転上注意
の必要がある
と認められら
れる箇所にお
いて事故が発
生した場合は
「有」

路肩部分を含
む道路の総幅
員
※歩道は含ま
ない

・当該自動車
の大部分が位
置していた場
所
・重複する場
合は該当する
箇所

当該自動車を
運転すること
ができる資格
を得たときか
らの運転経験
の期間

事業用運送事
業者から当該
運送事業の用
に供する自動
車の運転者と
して選任され
ている者を
「本務」、そ
れ以外は「臨
時」

「死亡」とは
事故発生後死
亡した者で２
４時間以内に
死亡した場合

原則、医師の診断
結果に基づき記入
する

衝突事故のときのみ記入
・正面衝突：自動車が相手方と対面して接近し、衝突又は接触した場合
・側面衝突：自動車が相手方と対面方向又は同方向以外の方向に進行して衝突
又は接触した場合
・追突：自動車が相手方と同方向に進行していて衝突又は接触した場合で次の

接触以外の場合
・接触：自動車が相手方と並進中又は後続車が先行車を追い抜き、もしくは並
進しようとして接触した場合
・物件衝突：自動車が家屋、その他の物と衝突した場合

事業用自動車
の乗務中の事
故・違反

旅行業者等の場合には、氏名又は名称、住所の
ほか旅行業者等の登録番号を記載(1種は観光庁
HP、2種、3種は、都道府県HPでも確認できる）

その他の場所とは、構内、営
業所等、一般交通の用に供し
ない場所

「死傷」
・歩行者又は自転車を
撥ね死傷した場合
・走行中の車両への飛
び乗り又は飛び降り等
によって死傷した場合

「衝突」
・自動車又は原付と衝突・

接触し当該車両に乗ってい
る者を死傷させた場合は衝
突とし、自転車に乗ってい
る者を死傷させた場合は死

傷とする
・家屋その他の物件と衝突
して付近にいた人を死傷さ
せた場合は衝突とする

発生した事故の
種類の区分番号

を○で囲む。
（２種類以上の
事故の場合、最
も大きな被害を
発生した事故の
種類とする。飲
酒等・救護違反
の場合両方記
載）

運転者、乗客、
車掌等の合計を
記入

トラック事業者
からの運送の依
頼により貨物運
送を行った場合
には「１」を、
それ以外は
「２」を○で囲
む

2種類以上の事故
を併発した場合
は、その発生順
に従い数字を記
入
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 (注)
(1)　☆印欄は、具体的に記入すること。ただし、不明の場合は該当欄に「不明」と記入し、記入の要のない場合は該当欄に斜線を引く
　　 こと。
　　　 なお、欄内に記入し得ないときは、別紙に記入し、これを添付すること。
(2)　※印欄は、記入しないこと。
(3)　☆印欄及び※印欄以外の欄は、該当する事項を○で囲むこと。
(4)　◆印欄は、事故が第２条第11号又は12号のみに該当する場合には、記入を要しない。
(5)　時刻の記入は、24時間制によること。
(6)　「区分」の記入は、次の区分によること。
　 １　転覆　当該自動車が道路上において路面と35度以上傾斜したとき。
　 ２　転落　当該自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき。
　 ３　路外逸脱　当該自動車の車輪が道路（車道と歩道の区分がある場合は、車道）外に逸脱した場合で、「転落」以外のとき。
　 ４　火災　当該自動車又は積載物品に火災が生じたとき。
　 ５　踏切　当該自動車が踏切において、鉄道車両と衝突し、又は接触したとき。
　 ６　衝突　当該自動車が鉄道車両、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、荷牛馬車、家屋その他の物件に衝突し、又は接触した
　　　 とき。
　 ７　死傷　死傷者を生じたとき（９に該当する場合を除く。）
　 ８　危険物等　第２条第５号又は第６号に該当する事故
　 ９　車内　操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により、旅客（乗降する際の旅客を含む。）を死傷させたとき。
　 10　飲酒等　第２条第８号に該当する事故
　 11　健康起因　第２条第９号に該当する事故
　 12　救護違反　第２条第10号に該当する事故
　 13　車両故障　第２条第11号又は第12号に該当する事故
　 14　交通傷害　第２条第13号又は第14号に該当する事故
　 15  その他　１から14までに該当しないとき。
(7)　２種類以上の事故が生じたときには、「発生の順」の欄に発生の順に番号を記入すること。
(8)　「転落の状態」の欄の「落差」は、路面から落下地点までの垂直距離とする。
　　 ただし、水中に転落した場合で水深を記入する必要がある場合には、路面から水面までの垂直距離とする。
(9)　「車体の形状」の欄は、道路運送車両法第58条の自動車検査証に記載されている車体の形状を記入すること。
(10)　「積載危険物等」とは、次に掲げるものであって事故当時に当該自動車に積載していたものをいう。
　　１　危険物　消防法第２条第７項に規定する危険物
　　２　火薬類　火薬類取締法第２条第１項に規定する火薬類
　　３　高圧ガス　高圧ガス保安法第２条に規定する高圧ガス
　　４　核　原子力基本法第３条第２号に規定する核燃料物質及びそれによって汚染された物
　　５　ＲＩ　放射性同位元素等の規制に関する法律第２条第２項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染された物
　　　　又は同条第５項に規定する放射線発生装置から発生した同条第１項に規定する放射線によって汚染された物
　　６　毒劇物　シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物
　　７　可燃物　道路運送車両の保安基準第47条第１項第３号に規定する品名の可燃物
(11)　「許可等の必要性」及び「許可等の取得状況」の欄は、当該自動車の運行について次の許可等の必要性の有無及びその取得状況に
　　　該当するものを○で囲むこと。
　　１　制限外許可　道路交通法第57条の規定による許可
　　２　特殊車両通行許可　道路法第47条の２の規定による許可
　　３　保安基準の緩和　道路運送車両の保安基準第55条の規定による基準の緩和であって、道路運送車両の保安基準第２条第１項、第
　　　　４条及び第４条の２に係るもの
(12)　「イエローカード」とは、当該積載危険物等の取扱方法を記載した書類をいう。
(13)　「種類」の欄の「ロ　自動車専用道路等」は、自動車専用道路及び道路運送法による自動車道とし、「２　その他の場所」は、構内、
　　　営業所等一般交通の用に供しない場所とする。
(14)　「道路の幅員」は、路肩部分を含む道路（車道と歩道の区別がある場合は、車道）の総幅員とする。
(15)　「道路の形態」の欄の「交差」は、当該自動車前方30メートル以内に交差点があった場合とする。
(16)　「運行計画」には、運行管理者が与えた指示を含むものとする。
(17)　「運送契約の相手方の氏名又は名称、住所等（貸切旅客のみ）」の欄は、事故を引き起こした当該一般貸切旅客自動車運送事業者
　　と運送契約を締結した者の氏名又は名称及び住所を記載すること。運送契約の相手方が旅行業法(昭和27年法律第239号）第３条の
　　規定による旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を受けている者（以下「旅行業者等」という。）又は同法第23条の規定による旅
　　行サービス手配業の登録を受けている者である場合には、氏名又は名称及び住所のほか、旅行業者等又は旅行サービス手配業者の
　　登録番号を記載すること。

(18)　「安全性優良事業所の認定」とは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認
　　　められる貨物自動車運送事業者の営業所に対して行う認定をいう。
(19)　「下請運送」とは、貨物自動車運送事業者からの運送の依頼により行う貨物運送をいう。
(20)　「荷送人の氏名又は名称及び住所」の欄は、事故を引き起こした当該貨物自動車運送事業者と運送契約を締結した荷送人のほか、
　　　事故の際に運送していた貨物に関して当該荷送人と運送契約を締結した者等の当該貨物の運送に関して運送契約を締結した全ての
　　　者を記載すること。
(21)　「運送形態」の欄の「２その他」に該当し、かつ、当該運送が特別積合せ運送である場合には「荷送人の氏名又は名称及び住所」
　　　及び「荷受人の氏名又は名称及び住所」の欄は、記入を要しない。
(22)　「過去３年間の事故の状況」の欄は、当該運転者が引き起こした道路交通法第67条第２項の交通事故に関して記入する。
(23)　「過去３年間の適性診断の受診状況」の欄は、当該運転者の過去３年間の運転適性診断の受診の有無について、該当する事項を○
　　　で囲むこと。また、「適性診断受診場所」は、「最近の受診年月日」に受診した受診場所（又は受診機関）を具体的に記入するこ
　　　と。
(24)　「最近の健康診断の受診年月日」の欄は、第２条第９号に該当する事故を引き起こした当該運転者又は特定自動運行保安員が受診した
　　　労働安全衛生法第66条に規定する健康診断の最近の受診年月日を記入すること。
(25)　「運行管理者」は、事故について最も責任のあると考えられる運行管理者のことである。
(26)　「統括運行管理者」とは、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）第48条の２第１項又は貨物自動車運送事業輸送
　　　安全規則（平成２年運輸省令第22号）第21条第１項に規定する業務を統括する運行管理者をいう。
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別表３ 車両故障事故報告書添付票 

自 動 車 検 査 証 
の 有 効 期 間 

平成２３年 ２月２８日まで    
使 用 開 始 後 の 
総 走 行 距 離 

７５６，７８８km 
 
 

最近における 
大規模な改造 

内 容 リヤサスペンションをルーフスプリングからエア

サスペンションに変更。 
施 行 期 日  平成１３年 ２月１５日      

施 行 者 
○○工業（株） ○○店 

破 損 又 は 脱 落 部 品 名 
ドラムブレーキ 

同 上 部 品 の 名 称 ブレーキライニング 
前  後 
左  右 

当 該 部 品 を 取 付 け て か ら 
事 故 発 生 ま で の 走 行 キ ロ 不明   km 

当 該 部 品 を 含 む 装 置 の 
整 備 及 び 改 造 の 状 況 

22 年 5 月 26 日    ３か月点検 

22 年 8 月 28 日    ３か月点検 

22 年 11 月 26 日    ３か月点検 

破損又は脱落の状況 
 

（略図又は写真） 

 
 別添 資料のとおり 
 

当 該 部 品 の 製 作 者 （ 不 明 
の 場 合 は 販 売 者 ） の 氏 名 
又は名称及び住所 

○○自動車（株）○○販売店 

疲 労 又 は 急 進 破 損 の 別 疲労 

材 質 、 加 工 、 設 計 等 に 対 
する意見 

 
特になし 

 
※メーカー等へ事故原因等の調査を行った場合は、調査結果の添付にご協力願います。 

 

車両故障事故報告書添付票の記載例 

修理の交換では

なく、大規模な改

造を記入して下

さい。 

破損等の場所に

○をして下さい。 

破損等の部品のアップだけではなく、

車両における部品の位置関係が分か

るようにして下さい。 

今回の破損等に至ったこと

について、材料、加工、設

計等に対する意見を記入し

て下さい。 

27



 

Ⅲ 車両故障事故について 

 

１．車両故障事故の発生状況について 

①事故件数の推移 

  自動車事故報告規則に基づき国土交通省に報告された事業用自動車の車両故障事故の件数の推移は図１及

び２のとおりです。 
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図１ 車両故障事故件数の推移（全国） 

図２ 車両故障事故件数の推移（北陸信越運輸局管内） 
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②故障箇所別件数 

令和５年の北陸信越運輸局管内における車両故障箇所別の車両故障事故件数は、表１のとおりです。業態ご

との車両故障箇所別発生状況についてグラフ化すると、図３のとおりとなります。 

故障箇所においては、「原動機（速度抑制装置を除く）」が１５件（２５％）と最も多く、次いで「動力伝

達装置」が１２件（２０％）、「車輪（タイヤを除く）」が１０件（１７％）となっており、この３箇所で全

体の約６割を占めています。 

「車輪（タイヤを除く）」はトラックの件数で、１０件すべてが車輪脱落事故となっています。車輪脱落事

故の原因については、その大半が、ナットの緩み、タイヤ交換時の組み付け不良、増し締めの未実施によるも

のとなっています。 

また、「動力伝達装置」ではクラッチやギアなどトランスミッションに関する故障が多く、「原動機（速度

抑制装置を除く）」においては、冷却水漏れによるオーバーヒートによる故障が多く発生しています。 

 

車両故障箇所 バス ハイ・タク トラック 計 

原動機（速度抑制装置を除く） 8 1 6 15 

動力伝達装置 7 0 5 12 

燃料装置 1 0 1 2 

電気装置 0 0 2 2 

タイヤ 0 0 4 4 

車輪（タイヤを除く） 0 0 10 10 

制動装置 4 0 1 5 

緩衝装置 2 0 0 2 

内圧容器及びその附属装置 3 0 0 3 

ばい煙等の発散防止装置 1 0 0 1 

その他 2 0 0 2 

合計 28 1 29 58 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

その他

ばい煙等の発散防止装置

内圧容器及びその附属装置

制動装置

緩衝装置

車輪（タイヤを除く）

タイヤ

電気装置

燃料装置

動力伝達装置

原動機（速度抑制装置を除く）

バス ハイ・タク トラック

（件数）

表１ 故障箇所別の車両故障事故件数（北陸信越運輸局管内） 

図３ 業態ごとの車両故障箇所別発生状況（北陸信越運輸局管内） 
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③令和５年に発生した車両故障等事故について（北陸信越運輸局管轄車両） 

 

 北陸信越運輸局管轄車両について、令和５年に車両故障等を起因として発生した事故（以下「車両故障等事

故」という。）を表１に抜粋して掲載します。 

 これらの事例については、整備管理者が整備の管理や運転者に行う指導教育の参考とし、被害拡大を防ぐた

め活用していただくとともに、積載物（特に危険物、毒物又は劇物）が漏洩した際の措置、コンテナの確実な

緊締なども併せて教育されるようお願いします。 

 また、北陸信越運輸局管内車両において車輪脱落事故が多く発生していることから、表２に抜粋して掲載す

るので、「大型トラック・バス 車輪脱落防止のための正しい車輪の取扱いについて」や「自動車の点検及び整

備に関する手引」等を参考にしながら同様の車輪脱落事故を起こさぬよう点検整備を実施していただくようお

願いいたします。 

 

２．北陸信越運輸局管内車両の車両故障事故情報（令和５年・一部抜粋） 

表１ 車輪脱落以外の車両故障事故情報 

発生日 
発生 

場所 
業態 

故障 

箇所 
車名 型式 

初度 

登録 

年度 

故障概要 

9 月 10 日 
新
潟
県 

乗合 

内圧

容器

及び

その

付属

装置 

いすゞ 
LKG-

LV234N3 
H22 

エア圧力低下の警告灯点灯及び警報音が

鳴動。エンジン始動状態でもエア圧が回

復しなかった。 

パージバブル付近からエア漏れがあった

ことから、エアードライヤー及びエアー

ガバナの不具合によるものと思われる。 

12 月 25 日 
新
潟
県 

乗合 

動力

伝達

装置 

三菱 
PKG-

AA274PAN 
H20 

走行中にクラッチが操作不能になったた

め運行を中止した。 

車両床下のクラッチパイプの腐食による

液漏れが原因であった。 

6 月 7 日 
新
潟
県 

貨物 
電気

装置 
日野 

TKG-

XZC675M 
H28 

エンジンを始動した際に、バッテリーチ

ェックランプが点灯したため運行を中止

した。 

オルタネーターの経年劣化が原因とみら

れる。 

7 月 7 日 
長
野
県 

乗合 

ば い

煙 等

の 発

散 防

止 装

置 

いすゞ 
PKG-

LV234N2 
H22 

エンジンチェックランプが点灯し、エン

ジンの出力が低下したため、車両を停車

した。 

触媒の劣化により破損した破片がＤＰＦ

フィルター及び差圧センサーへ混入し、

差圧センサー異常が検知され出力制限が

かかったと思われる。 
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7 月 30 
石
川
県 

乗用 
原動

機 
トヨタ DBA-TSS11 H24 

走行中にエンジンチェックランプが点灯

し、エンジンが停止した。 

ラジエータの樹脂劣化によりアッパータ

ンク部分が破損したことが原因。 

2 月 17 日 
富
山
県 

貨物 
制動

装置 
三菱 

QKG-

FU54VZ 
H25 

走行中にブレーキのエア警告灯が点灯し

たため、路側帯に車両を寄せて停車した

ところパーキングブレーキが解除できず

素行不能となる。 

リアパーキングブレーキリレーバルブ作

動不良が原因。 

9 月 25 日 
群
馬
県 

貨物 
走行

装置 
日野 

QPG-

FR1EZEG 
H27 

高速道路を走行中に後方から破裂音がし

たため、料金所をでた駐車場で確認した

ところ右後輪から火災が発生した。 

タイヤがバーストした状態で走行したた

め、火災が発生。 

8 月 18 日 
石
川
県 

乗合 
燃 料

装置 
三菱 KK-MJ27HL H16 

信号で停車をした際に、エンジンチェッ

クランプが点灯してエンジンが止まっ

た。再始動したところエンジンルームか

ら黒煙が発生。 

インジェクションポンプによる燃料の噴

射異常が原因。 

3 月 24 日 
新
潟
県 

貨物 

動力

伝達

装置 

日野 
BKG-

FS1EWYG 
H22 

走行中にクラッチペダルを踏んだとこ

ろ、踏み代が無く、ギアが繋がらず走行

不能となった。 

クラッチブースターのプッシュロッド折

損により、クラッチオイル漏れが発生し

たことが原因。 

8 月 5 日 
長
野
県 

貸切 
緩衝

装置 
日野 

QPG-

RU1ESBA 
H24 

走行中に運転席下周辺で破裂音のような

異音を感じたため、車両を停車して確認

したところ、右側前方のエアサスペンシ

ョンのベローズに亀裂が入っていた。 

ベローズからのエア漏れにより走行不能

となった。 

2 月 26 日 
新
潟
県 

貨物 
原動

機 
いすゞ 

TKG-

NPR85AN 
H24 

走行中にエンジンから異音が生じたた

め、停車しようとしたところエンジンが

停止した。 

エンジン内シリンダーコンロッドに負荷

がかかり、エンジンが破損した。 
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表２ 車輪脱落による車両故障事故情報 

発生日 
発生 

場所 
車名 型式 

初度 

登録 

年度 

故障概要 

5 月 8 日 
長
野
県 

三菱 
2PG-

FV74HZ 
H30 

走行中に左後輪が脱落したが、気づかないまま走行。 

付近の人からタイヤの脱落を指摘された。 

運行前点検において、目視での確認のみで点検ハンマ

ー等を使用していなかったとのこと。 

10 月 11 日 
群
馬
県 

UD トラッ

クス 
QKG-CG5ZA H27 

走行中に、前方の信号が赤になったため減速したとこ

ろ、異音がしたため停車。その後、前方に停車してい

た車両後部に自車のタイヤが衝突した。 

ホイールナットの点検が不十分であった可能性があ

る。 

12 月 21 日 
石
川
県 

日野 
QPG-

FRIEXEG 
H27 

高速道路を走行中に左後輪２本が脱落したため、路肩

に停車した。脱落したタイヤが追い越し車線を走行し

ていた乗用車と衝突。 

直近で増し締めをしていたことから、ホイールナット

の点検を怠っていたとのこと。 

5 月 30 日 
群
馬
県 

三菱 
QPG-

FS64VZ 
H29 

高速道路を走行中に、左後輪のタイヤ２本が脱落した 

直近でタイヤローテーションを行ったが、増し締めや

ボルト・ナットの点検を怠っていたとのこと。 

12 月 11 日 
滋
賀
県 

日野 
QPG-

FW1EXEG 
H28 

走行中に左側ミラーでタイヤが転がっているのを確

認したため、路肩に寄せて停車して確認したところ、

左後輪が脱落していた。 

直近に増し締めを行っているが、トルクレンチを使用

せず、インパクトレンチを使用している。また、運行

前点検も行っていない。 

11 月 27 日 
岐
阜
県 

いすゞ 
2PG-

CYJ77C 
R3 

走行中に車両後方で衝突音のような音が聞こえ、警告

音がなった。アクセルが効かないため惰性で走行し、

車両を停車させた。確認したところ、左後輪のタイヤ

２本が脱落していた。 

直近で冬タイヤに交換しているが、インパクトレンチ

のみ使用。（増し締めも同様）また、運行前点検も目視

確認のみであった。 

12 月 1 日 
岐
阜
県 

日野 
QPG-

FW1EXEG 
H28 

前方の信号が赤になったため減速して停車した。青信

号になったので発進したが、異音がしたためバックミ

ラーを確認したら、車両左側をタイヤが転がるのが見

えたため停車した。確認したところ左後輪が脱落して

いた。 

運行前点検は目視確認のみで、点検ハンマー等は使用

していなかった。 
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３．路上車両故障等の発生状況 
 
３．１ 車両故障の発生状況 

３．１．１ 交通事故による負傷者数、２４時間以内死者数等の推移 

 令和５年の交通事故による２４時間以内の死者数は、３,０００人を下回り、

２，６７８人となっています。令和５年は、事故件数、死者数、負傷者数いずれ

も前年に比べ増加しています。 

 
図３．１ 交通事故による死者、負傷者数等の推移 

 

３．１．２ 整備不良による交通事故の発生状況 

 整備不良による交通事故の発生件数は、減少傾向ではあるものの以前と比較

して緩やかな傾向で推移しています。 

 
図３．２ 車両要因を伴う交通事故件数の推移 
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３．１．３ 事故報告に基づく事故データについて 

 自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）に基づき、報告された

事業用自動車の車両故障に起因する事故２，４７５件（令和４年）を整理しまし

た。 

 
表３．１ 車両故障に起因する事故報告件数（平成２２年～令和４年） 

 
 

（１）車齢別の発生状況 

 令和４年に報告された車両故障に起因する事故について、車齢別に分

類したものを図３．３～３．６に示します。なお、ここでいう車齢とは、

事故惹起年から年式を差し引いたものです。 

 

図３．３ 事業用自動車の車齢別発生状況（令和４年） 

車両故障に起因する事故報告件数
年 バス ハイタク トラック 合計
H22 2,224 21 184 2,429
H23 2,052 14 213 2,279
H24 2,110 14 192 2,316
H25 2,201 13 241 2,455
H26 2,212 11 252 2,475
H27 2,154 11 230 2,395
H28 2,352 14 266 2,632
H29 2,168 16 311 2,495
H30 2,257 20 333 2,610
R1 2,142 18 390 2,550
R2 1,802 16 332 2,150
R3 1,801 16 363 2,180
R4 2,021 20 434 2,475
合計 27,496 204 3,741 31,441

（平成22年から令和4年・業態別）

資料： 「自動車運送事業用自動車事故統計年報（自動車交通の輸送の安全にかかわる

情報）（令和4年）」（令和6年3月国土交通省物流・自動車局）
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図３．４ バスの車齢別発生状況（令和４年） 

 

 
 

 

図３．５ ハイタクの車齢別発生状況（令和４年） 
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図３．６ トラックの車齢別発生状況（令和４年） 

 

（２）故障箇所及び車齢別の発生状況 

 車両故障に起因する事故について、故障箇所及び車齢別に分類したもの

を図３．７、図３．８に示します。 

 
図３．７ 故障箇所の状況（令和４年） 
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図３．８ 車齢別の故障箇所の状況（令和４年） 

 
※図３．３～図３．８は国土交通省調べ。 
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１．「道路運送車両法の一部を改正する法律」等の主な改正概要について

保安基準対象装置への「自動運行装置」追加
（第４１条：令和２年４月１日施行）

・プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置であって、当該装置ご
とに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の認
知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有する装置
・作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を含む。

自動運行装置

○保安基準の対象装置に「自動運行装置」追加
○自動運行装置が使用される条件（走行環境条
件）を国土交通大臣が付すこととする

自動車検査証の電子化等
（第５８条：令和５年１月１日施行）

○自動車検査証を、現在の紙から車台番号、使用者の氏名又は名称その
他の国土交通省令で定める事項が電子的方法、磁気的方法その他の人
の知覚によっては認識できない方法により記録された媒体となる。

自動車の特定改造等に係る許可制度の創設
（第９９条の３：令和２年１１月２３日施行）

○自動運行装置等に組み込まれたプログラムの改変による改造であって、
その内容が適切でなければ自動車が保安基準に適合しなくなるおそれの
あるものを電気通信回線の使用等によりする行為等に係る許可制度創設

○許可に関する事務のうち技
術的な審査を（独）自動車技
術総合機構に行わせる

（１）「道路運送車両法の一部を改正する法律」について

Ⅳ 最近の整備管理に関する行政情報等について
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（２）道路運送車両法施行規則の改正について

「運行補助装置」及び「電子制御装置整備」の定義
（第３条：令和２年４月１日施行）

次に掲げるもの
イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス

運行補助装置

★衝突被害軽減ブレーキやレーンキープに係るカメラなどのセンサー、
ECUやこれらのセンサーが取り付けられている車体前部（バンパ、
グリル）、窓ガラスのこと

【上記「ハ」の例】
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次のいずれかに該当するもの

★電子制御装置整備を実施する場合は自動車特定整備事業における
「電子制御装置整備」の認証が必要となりますので注意してください。

電子制御装置整備

・電子制御装置整備の対象となる車両は、保安基準が設定されて
いる装置を備えるもの。ただし、安全面を考えれば、保安基準対象
でないものであっても認証工場に委託することが安心。

１．「自動運行装置」を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装
置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

２．「運行補助装置」の取り外し、取付位置もしくは取付角度の変更又は機能の調整を
行う自動車の整備又は改造（かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすお
それがあるものに限り、１．に掲げるものを除く。）

【参考：国土交通省ホームページ】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_Target_vehicle.html

「電子制御装置整備」の対象車両一覧は「国土交通省ホームペー
ジ」又は各メーカーホームページに掲載されていますので確認願い
ます。

〈保安基準の設定状況〉
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ホイール・ナットの緩み防止のため新たな点検の実施の方法を導入
（令和３年４月１日施行）

ホイール・ナットマーカーの証着例

（３）自動車の点検及び整備に関する手引きの改正について

①日常点検の実施の方法
・ホイール・ナットへのマーキングやホイールナットマーカーを活用した目視に
よるホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩みの点検の明確化

② 定期点検（３ヶ月ごと）の実施の方法

・新品から４年を経過したホイール・ボルト及びホイール・ナットを入念に点検する

ことを交換の目安として明記

③ 整備の実施の方法

・タイヤ交換手順の明確化

・ タイヤ交換後の増し締めの実施手順の明確化

近年、大型車の車輪脱落事故件数が増加していることを踏まえ、 自動車の点検及び整
備の実施方法を自動車使用者が容易に理解できるように定めた 「自動車の点検及び整備
に関する手引き」 （平成19年国土交通省告示第317号）を改正し、ホイールナットマーカー
等を活用した新たな点検方法や車齢４年以上の車両に車輪脱落事故が多く発生している
ことを踏まえ、 ホイール・ボルト及びホイール・ナットの交換目安等を規定します。

～大型車の車輪脱落事故撲滅に向けて～

緩みなしの状態 左右のホイール・ナットが緩んだ

状態

ホイール・ナット回転指示インジケーター（ＩＳＯ方式）装着の場合

ホイール・ナットへのマーキング

例

41



（４）自動車の点検及び整備に関する手引きの改正について

２ 日常点検の実施方法
（略）
日常点検の実施方法

「点検基準（１年ごと）の改正」に伴う点検実施方法の制定
（令和３年４月１日施行）

点検箇所 点検項目 点検の実施の方法

（略） （略） （略）

車

の

周

り

か

ら

の

点

検

（略） （略） （略）

タイヤ
（略） （略）

□取付けの状態 （略）

○ ディスク・ホイールの取付状態について、 ホイール・ボルトの折損、 ホイール・ナットの緩み等がないかを点検

ハンマなどを使用して点検します。 なお、 Ｉ ＳＯ方式のホイール・ナットの緩みの点検にあっては、 ホイール・

ナッ ト及びホイール・ ボルトへのマーキングを施しマーキングのずれを目視により確認する方法又はホイール・

ナットの回転を指示するインジケータを装着しインジケータ相互の指示のずれやインジケータ連結部の変形を目

視により確認する方法に代えることができます。ただし、 ホイール・ナット及びホイール・ボルトを一体で覆うイン

ジケータにあっては、 目視によりディスク・ホイールの取付状態を点検する際に、 インジケータを取り外して点検

しなければならないことに注意してください。

（略） （略）

（略） （略） （略）
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（５）自動車の点検及び整備に関する手引きの改正について

点検箇所

点検時期

（年又は月ごと）

点検項目 点検の実施方法

自

家

用

乗

用

な

ど

自

家

用

貨

物

な

ど

事

業

用

な

ど

（略） （略） （略） （略）

走

行

装

置

ホ

イ

ー

ル

（略） （略） （略）

ホイール・

ナット及び

ホイール・

ボルトの損

傷（大型車

において行

う点検）

12 

月

12 

月

○ リフト・アップなどの状態で、ディスク・ホイールを取り外し、次の点検を行います。

・ ホイール・ボルト及びホイール・ナットについて、亀裂や損傷、著しいさびの発

生はないか、ボルトに伸びはないか等を目視などにより点検します。また、ねじ

部につぶれ、やせ、 かじり等の異状がないかを目視などにより点検します。加え

て、ＩＳＯ方式の場合は、ホイール・ナットの座金が円滑に回転するかを手で回す

などして確認します。特に、ホイール・ボルト及びホイール・ナットが新品の状態

から一定期間（目安は４年）を経過している場合は入念に確認してください。

・ ディスク・ホイールについて、ボルト穴や飾り穴のまわり及び溶接部に亀裂及び
損傷がないか、 ホイール・ナットの当たり面に亀裂、損傷及びへたりがないかを
目視などにより点検します。また、ハブへの取付面とディスク・ホイール合わせ面
に摩耗や損傷がないかを目視などにより点検します。

○ ディスク・ホイールを取付ける際に次の点検を行います。

・ 関係部品の清掃について、ディスク・ホイールのハブへの取付面とディスク・ホ
イール合わせ面、ホイール・ナットの当たり面、ハブのディスク・ホイール取付面
（ＩＳＯ方式の場合はハブのはめ合い部（インロー部）を含む。）、ホイール・ボルト
のねじ部、ホイール・ナットのねじ部等（ＪＩＳ方式の場合はホイール・ナットの座面
部を含む。）を清掃し、さび、ゴミ、泥、追加塗装等の異物を取り除きます。特に、
積雪地域や舗装されていない道路を走行する車両にあっては、入念に清掃して
ください。

・ ホイール・ボルト及びホイール・ナットの潤滑について、 ＪＩＳ方式の場合は、 ホ
イール・ボルト及びホイール・ナットのねじ部並びにホイール・ナットの当たり面に
規定の油類を薄く塗布します。ＩＳＯ方式の場合は、ホイール・ナットねじ部及び
ホイール・ナットとワッシャとの間にのみ規定の油類を薄く塗布し、ハブのはめ合
い部（インロー部）に規定のグリスを薄く塗布します。（潤滑について自動車製作
者の指示がある場合は、その指示に従ってください。）

・ ホイール・ナットの締付けは、当該ディスク・ホイールの中心点を挟んで反対側
にある２つのホイール・ナットを交互に、かつ、個々のホイール・ナットが均等に締
め付けられるように数回に分けて徐々に締める方法に則り行い、最後にトルク・
レンチを用いるなどにより規定トルクで締め付けます。この場合、なるべく奥まで
手で回して入れ、円滑に回ることを確認し、ひっかかり等異状がある場合にはホ
イール・ボルト等を交換します。特に、ホイール・ボルト及びホイール・ナットが新
品の状態から一定期間（目安は４年）を経過している場合は、手で回して円滑に
回ることを入念に確認してください。

（略）

定期点検の実施方法

⑴ 四輪自動車など

大

型

特

殊

被

け

ん

引

自

動

車
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（５）自動車の点検及び整備に関する手引きの改正について

・ インパクト・レンチで締め付ける場合は、締付時間、圧縮空気圧力等に留意
し、締めすぎないように十分注意を払い、最終的な締付けは、トルク・レンチを
用いるなどにより規定トルクで締め付けます。

○ ＪＩＳ方式のダブル・タイヤの場合は、始めにインナー・ナットについて、上記のリ
フト・アップなどの状態で、ディスク・ホイールを取り外して行う点検及びディスク・
ホイールを取り付ける際に行う点検を行った後、アウター・ナットについて、イン
ナー・ナットと同様に点検を行います。

〇 ディスク・ホイールの取付け後、ディスク・ホイールの取付状態に適度な馴染み
が生じる走行後（一般的に50～100ｋｍ走行後が最も望ましいとされています。）
、ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み（３月ごとの点検項目）に示す方法
によりホイール・ナットを締め付けます。

（略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

４ 整備の実施の方法
ここでは、「２ 日常点検の実施の方法」や「３ 定期点検の実施の方法」 に基づき点検を行った結果又は点検を行わなく とも使用状況等に
よって、 清掃、 調整、 交換などの整備が必要となった場合、 通常行われることが多いものの代表例について、 その実施の方法を説明して
います。
（略）
⑴ 四輪自動車など

装
置

整備
項目 整備の実施の項目 注意事項

(略） (略) (略) (略)

走
行
装
置

タイ
ヤの
交換

(1)～(6) （略）
(7) 大型車のタイヤ交換の場合は、「３定期点検の実施の方法」の「ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷（大型車に
おいて行う点検）」に示す方法による点検を行います。

(8)～(10) （略）
(11) 大型車の場合、タイヤ交換後、ディスク・ホイールの取付状態に適度な馴染みが生じる走行後 （一般的に50～100ｋｍ
走行後が最も望ましいとされています。）、 トルク・レンチを用いるなどにより規定トルク （自動車製作者が定めるトルク値
をいう。）でホイール・ナットを締め付けます。この場合において、 ＪＩＳ方式のダブル・タイヤの場合は、ホイール・ボルトの
半数（１個おき）のアウター・ナットを緩めて、インナー・ナットを締め付けます。次に、緩めたアウター・ナットを締め付けま
す。その後、ホイール・ボルトの残りの半数のアウター・ナット及びインナー・ナットについても同様の措置を講じます。

(12) （略）

(略)

(

略
）

（略） （略） （略）
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（６）「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について

運転者の疾病により運転を継続できなくなった事故について、睡眠時無呼吸症
候群が疑われる場合の報告を明示しました。（令和４年3月23日 一部改正）
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（７）「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一
般的な指導及び監督の実施マニュアル」の一部改正について

○アルコール依存に関する基礎知識

アルコール依存症の症例をイラストにて解説すること、スクリーニングテストの内容を掲載
すること等により、事業者・運行管理者のアルコール依存症に関する理解の促進する。

○対応方法の例

具多的な対応方法の例、専門機関の相談窓口がある旨を記載することで当該者への対応
方法に関する理解を促進する。

○治療法等の医学的知見

アルコール依存症の具体的な治療法を紹介することで、飲酒に対する事業者の意識変革
を促進する。

○運送事業者の取組事例

業界団体より収集した運送事業者の優良取組事例を他事業者出の取組の参考としてもらう
ことで。業界全体の自主的な取組を促す。

【参考】 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html

飲酒傾向の強い運転者に対する適切な指導監督の参考としてアルコール依存
症に関する基礎知識の記載と対応方法、治療法等の医学的知見や取組事例
を新たに記載しました。（令和4年3月25日 一部改正）
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（８）「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」について

【参考】 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/health.html

〇運転者の視野障害が運転リスクとなることを周知し、交通事故を防ぐため

に事業者が取り組むべき内容について理解を促す。

〇眼科健診・眼科精密検査と治療、受診前の準備から受診後の対応までの

一連の流れを具体的に示し、視野障害の早期発見・治療継続を促進する。

運転者の疾病により運転を継続できなくなる状態として、視野障害が原因となる
事故を防ぐために視野障害対策マニュアルを策定しました。（令和4年3月29日）

〇視野が狭くなったり一部欠けたりする視野障害を自覚せずに運転を続ける

ことで重大事故を引き起こす可能性があることを周知する。

〇視野障害の早期発見と治療の継続により運転者の運転寿命を延伸できる。

視野障害対策マニュアルのポイント
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令和４年５月１７日 

自 動 車 局 

自動車情報課・整備課 

「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定め
る政令及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に
伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定 

 

令和元年５月に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期

日を定める政令及び当該施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が、 

本日、閣議決定されました。 
 

１．背景  

令和元年５月に道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以

下「改正法」という。）が公布され、自動車検査証を電子化することや、自動車検査

証に有効期間等を記録する事務等について国土交通大臣が一定の要件を備える者に

委託すること等ができることとなりました（以下「記録等事務委託制度」という。）。

これに伴い、改正法の施行期日等を定める等の関係政令の整備を行います。 
 

２．概要  

（１）道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 

記録等事務委託制度の準備行為に係る施行期日は、令和４年５月 23 日とし、自

動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度に係る施行期日は、令和５年１月１日

とします。 

（２）道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び 

経過措置に関する政令 

①道路運送車両法施行令 

記録等事務委託制度の創設に伴い、当該委託に係る国土交通大臣の権限を運輸支

局長等に委任します。 

②自動車登録令 

自動車検査証の電子化に伴い、現行、自動車登録検査情報処理システムからの出

力方法に、「電磁的方法」を加えます。 

③その他 

改正法における用語の見直しに伴い、関係政令について所要の改正を行います。 

④経過措置 

軽自動車における自動車検査証の電子化等に係る経過措置の期限を、令和５年 12

月 31 日とします。  

 

３．スケジュール   

公布：令和４年５月２０日（金） 

施行：令和４年５月２３日（月）（記録等事務委託制度の準備行為関係）  

   令和５年１月 １日（日）（自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係） 

 

【問い合わせ先】 

 国土交通省自動車局自動車情報課 道祖土、髙橋、林、 03-5253-8111（内線 42114） 
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令和４年５月２０日 
自 動 車 局 

自動車情報課・整備課 

道路運送車両法施行規則等の改正について 

～車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等事務の委託手続等を定めました～ 
電子化された自動車検査証（以下「電子車検証」という。）の券面記載事項や ICタグの記録

事項、記録等事務の委託手続等を定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省

令が本日公布されました。 

１ 背景 

  令和元年５月に道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以

下「改正法」という。）により、令和５年１月から自動車検査証を電子化するとともに、

継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務（以下「特定記録等事務」とい

う。）及び自動車検査証の変更記録に関する事務（以下「特定変更記録事務」という。）を

国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度（以下「記録等事務委託制度」

という。）が創設されました。改正法の施行に伴い、電子車検証の記載事項等や記録

等事務の委託手続等を定めました。【別紙１】 

 

２ 概要 

（１）電子車検証の記載事項等【別紙２～４】 

   電子車検証の券面には、継続検査や変更登録等の影響を受けない基礎的情報が記

載されます。一方、IC タグの記録事項は、自動車検査証の有効期間、所有者の氏名・住

所、使用者の住所、使用の本拠の位置等となります。IC タグの記録情報の書き換えのみ

の場合（継続検査等の申請がオンラインの場合に限る。）、運輸支局等へ出頭を不要と

することが可能になります。 

※ 自動車検査証の電子化とあわせて、IC タグに記録された車検証情報をスマートフォンやパソコ

ンで閲覧あるいは PDF 等で出力できるよう、令和５年１月より「車検証閲覧アプリ」を提供します。

「車検証閲覧アプリ」をインストールしたユーザーに対しては、自動車検査証の有効期間の更新時

期をお知らせするサービス等を提供する予定です。 

 

（２）記録等事務の委託手続等【別紙５】 

   特定記録等事務等の委託を受けようとする者は、申請書等を運輸支局長等に提出す

ること、記録等事務代行者の要件、運輸支局長等から自動車検査証への記録等に必要

な事項の通知、通知を受けた記録等事務代行者が講じる措置等を規定しています。 

 

３ スケジュール 

公布：令和４年５月２０日（金） 

施行：令和４年５月２３日（月）（記録等事務の委託申請受付開始） 

   令和５年１月 １日（日）（自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係） 

 

 
【問い合わせ先】 

〇自動車検査証の記載事項及び特定記録等事務（継続検査）の委託について 

国土交通省自動車局整備課 姉川、野村        03-5253-8111（内線 42424） 

〇特定変更記録事務（変更登録）の委託について 

 国土交通省自動車局自動車情報課 道祖土、髙橋、林  03-5253-8111（内線 42114） 
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【
別
紙
１
】
電
子
車
検
証
・
記
録
等
事
務
委
託
制
度

現 行 電 子 化 後

ユ
ー
ザ
ー

車
検
証
送
付

車
検
依
頼

車
検
完
了

指
定
整
備
事
業
者
等

運
輸
支
局
等

O
S
S
申
請

新
旧

車
検

証
の

交
換

運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
必
要

ユ
ー
ザ
ー

指
定
整
備
事
業
者
等

運
輸
支
局
等

カー
ド情

報
読

取

現 行 電 子 化 後

Ｉ
Ｃ

タグ
の

記
録

等
を実

施
可

能
とす

る
た

め
の

国
か

らの
委

託
す

る
制

度
の

創
設

１
．

自
動

車
検

査
証

の
Ｉ

Ｃ
カー

ド化
２

．
Ｉ

Ｃ
タグ

の
記

録
等

事
務

の
委

託

【 表 面( イ メ ー ジ) 】 【 裏 面( イ メ ー ジ) 】

ピ
ッ

Ｉ
Ｃ

タグ
の

記
録

O
S
S
申
請

更
新
可
能
通
知

審
査

M
O
T
A
S
更

新

車
検

証
発

行

（
保
安
基
準
適
合
性
等
）

検
査

標
章

発
行

検
査
標
章
受
領

印
刷
可
能
通
知

検
査

標
章

の
印

刷

審
査

M
O
T
A
S
更

新
（
保
安
基
準
適
合
性
等
）

運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
不
要

車
検
依
頼

車
検
完
了

1

〇
令

和
5年

1月
よ

り、
自

動
車

検
査

証
を

電
子

化
す

る
とと

も
に

、継
続

検
査

に
係

る
自

動
車

検
査

証
へ

の
記

録
等

に
関

す
る

事
務

及
び

自
動

車
検

査
証

の
変

更
記

録
に

関
す

る
事

務
を

運
輸

支
局

長
等

が
一

定
の

要
件

を
備

え
る

者
（

指
定

整
備

事
業

者
、行

政
書

士
等

）
に

委
託

す
る

制
度

（
記

録
等

事
務

委
託

制
度

）
を

導
入

。な
お

、軽
自

動
車

に
つ

い
て

は
令

和
6年

1月
よ

り導
入

予
定

。
〇

これ
に

よ
り、

継
続

検
査

等
に

お
け

る
運

輸
支

局
等

へ
の

来
訪

が
不

要
とな

り、
オ

ン
ライ

ンで
完

結
した

申
請

を
実

現
。
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2

【
別
紙
２
】
電
子
車
検
証
の
仕
様

【台
紙
】

寸
法

：
縦

10
5m

m
、横

17
7.

8m
m

（
7イ

ンチ
）

紙
厚

：
15

0µ
m

（
四

六
判

11
0k

g）

【I
Cタ
グ
】

通
信

規
格

：
IS

O
/I

EC
14

44
3 

Ty
pe

A

51



【
別
紙
３
】
自
動
車
検
査
証
の
券
面
記
載
事
項
と
IC
タ
グ
記
録
事
項

3

自
動
車
登
録
番
号
／
車
両
番
号

車
名
・型
式

自
動
車
の
種
別

用
途

自
家
用
・事
業
用
の
別

交
付
年
月
日

車
体
の
形
状

総
排
気
量
又
は
定
格
出
力

＜
券
面
記
載
事
項
＞

原
動
機
の
型
式

軸
重
（
前
前
・前
後
・後
前
・後
後
）

型
式

乗
車
定
員
／
最
大
積
載
量

車
台
番
号

使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称

長
さ
／
幅
／
高
さ

燃
料
の
種
類

車
両
重
量
／
車
両
総
重
量

初
度
登
録
年
月
／
初
度
検
査
年
月

車
両
識
別
符
号
（
車
両
ID
）
※
車
両
ご
とに
不
変
の
番
号
とし
て
電
子
化
に
伴
い
付
与

牽
引
重
量
又
は
第
五
輪
荷
重

必
要
な
整
備
を
行
うべ
き
こと
を
命
じた
自
動
車
で
あ
る
旨

破
壊
試
験
を
行
って
い
な
い
装
置
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

保
安
基
準
の
緩
和
を
した
自
動
車
で
あ
る
旨

道
路
維
持
作
業
用
車
の
灯
火
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

備
考
欄
情
報

被
牽
引
自
動
車
で
あ
る
旨

保
安
上
の
技
術
基
準
に
つ
い
て
の
制
限
の
内
容
（
乗
車
定
員
等
の
制
限
）

保
安
上
・環
境
保
全
上
の
必
要
な
指
示
を
した
自
動
車
で
あ
る
旨

タ
ン
ク
自
動
車
の
積
載
物
品
名

タ
ン
ク
自
動
車
の
積
載
物
品
名

青
色
防
犯
灯
を
備
え
る
自
動
車
で
あ
る
旨

総
重
量
7t
以
上
の
貨
物
自
動
車
に
あ
って
は
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
・容
量

貸
渡
自
動
車
（
ワ
ン
ウ
ェイ
方
式
）
で
あ
る
旨

軽
自
動
車
で
最
高
速
度
60
km
/h
の
うち
、高
速
道
路
を
運
行
しな
い
も
の
で
あ
る
旨

＜
券
面
非
表
示
事
項
（
IC
タ
グ
の
み
）
＞

所
有
者
の
氏
名
・住
所

使
用
者
の
住
所

自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間

使
用
の
本
拠
の
位
置

被
牽
引
自
動
車
に
あ
って
は
牽
引
自
動
車
の
車
名
・型
式

保
安
上
・環
境
保
全
上
の
必
要
な
指
示
を
した
自
動
車
に
あ
って
は
、そ
の
内
容

保
安
基
準
を
緩
和
した
自
動
車
に
あ
って
は
そ
の
内
容

備
考
欄
情
報

特
区
法
の
規
定
に
よ
る
特
殊
仕
様
自
動
車
の
内
容

牽
引
自
動
車
に
あ
って
は
被
牽
引
自
動
車
の
車
名
・型
式

キ
ャン
ピ
ン
グ
トレ
ー
ラ
ー
を
牽
引
す
る
自
動
車
に
あ
って
は
、そ
の
総
重
量

牽
引
自
動
車
で
あ
る
旨

キ
ャン
ピ
ン
グ
トレ
ー
ラ
ー
を
牽
引
す
る
自
動
車
で
あ
る
旨

※
下
線
の
事
項
は
、電
子
化
に
伴
い
「そ
の
旨
」の
み
を
券
面
に
記
載
し、
具
体
的
な
内
容
は
IC
タ
グ
に
記
録
す
る
も
の

現
行

の
車

検
証

情
報

は
IC

タグ
に

全
て

記
録

汎
用

の
カー

ドリ
ー

ダー
で

読
取

可
能

（
読

取
機

能
付

き
ス

マー
トフ

ォン
に

も
対

応
）
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【
別
紙
４
】
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
の
概
要

国
土
交
通
省

あ
な
た
の
お
車
「
品
川
3
0
0
お
1
2
3
4
」

の
車
検
の
有
効
期
間
が

近
づ
い
て
い
ま
す
。

（
有
効
期
間
*
*
年
*
*
月
*
*
日
）

電
子
車
検
証

！
通
知
！

①
「
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
」
の
提
供

②
車
検
証
有
効
期
間
更
新
時
期
の
通
知

自
動
車
ユ
ー
ザ
ー

○
車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル

Ｐ
！

○
今

後
IC

タグ
に

記
録

され
る

こと
に

な
る

有
効

期
間

や
使

用
者

住
所

、所
有

者
情

報
に

つ
い

て
、ユ

ー
ザ

や
関

係
事

業
者

は
、車

検
証

閲
覧

ア
プ

リを
活

用
して

当
該

情
報

を
確

認
す

る
。

○
閲

覧
ア

プ
リに

よ
り、

車
検

証
情

報
の

確
認

の
ほ

か
、車

検
証

情
報

ファ
イル

の
出

力
（

PD
F等

）
や

車
検

証
情

報
以

外
の

情
報

の
確

認
等

も
可

能
に

な
る

予
定

。
○

ま
た

、車
検

証
閲

覧
アプ

リを
イン

ス
トー

ル
した

ユ
ー

ザ
ー

に
は

車
検

証
有

効
期

間
更

新
時

期
をお

知
らせ

す
る

サ
ー

ビス
を開

始
予

定
。

サ
ー
ビス
の
概
要

利
用
開
始
時
期

サ
ー
ビス
時
間

利
用
可
能
者

利
用
可
能
機
器

20
23

年
1月

～
24

時
間

36
5日

車
検

証
原

本
を

所
持

す
る

者
提

示
を

受
け

られ
る

者
PC

ス
マ

ー
トフ

ォン

車
検
証
閲
覧
ア
プ
リの
概
要

・車
検

証
情

報
の

閲
覧

・車
検

証
情

報
ファ

イル
の

出
力

・リ
コー

ル
情

報
等

の
確

認
…

車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
の
機
能

4
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【
別
紙
５
】
記
録
等
事
務
の
委
託
手
続

２
．
記
録
等
事
務
の
委
託
に
か
か
る
主
な
手
続
等

（
１
）
申
請
先
：

運
輸

監
理

部
長

又
は

運
輸

支
局

長
（

軽
自

動
車

に
係

る
記

録
等

事
務

の
委

託
を

受
け

よう
とす

る
場

合
は

、軽
自

動
車

検
査

協
会

）

（
２
）
委
託
要
件

①
当

該
事

務
を

行
うの

に
必

要
か

つ
適

切
な

能
力

を有
す

る
こと

②
適

切
な

組
織

体
制

で
あ

る
こと

③
必

要
な

設
備

等
を

有
す

る
こと

（
３
）
そ
の
他

○
標

識
の

掲
示

、検
査

標
章

の
保

管
及

び
紛

失
届

、
事

業
場

の
位

置
変

更
の

承
認

や
氏

名
等

変
更

届
、業

務
廃

止
届

等
の

手
続

○
委

託
の

解
除

手
続

き
等

１
．
記
録
等
事
務
委
託
制
度
の
対
象
手
続
等

特
定

記
録

等
事

務
（

改
正

法
第

74
条

の
５

）
特

定
変

更
記

録
事

務
（

改
正

法
第

74
条

の
６

）

(１
)対

象
手

続
継

続
検

査
変

更
登

録
、移

転
登

録
（

券
面

変
更

を伴
わ

な
い

場
合

の
み

（
例

：
所

有
者

の
氏

名
・住

所
）

）

(２
)申

請
方

式
電

子
申

請
（

O
SS

申
請

）
（

窓
口

申
請

は
対

象
外

）

5

特
定

記
録

等
事

務
行

政
書

士
又

は
行

政
書

士
法

人
、（

一
社

）
日

本
自

動
車

販
売

協
会

連
合

会
、（

一
社

）
日

本
自

動
車

整
備

振
興

会
連

合
会

、
（

一
社

）
全

国
軽

自
動

車
協

会
連

合
会

（
検

査
対

象
軽

自
動

車
の

み
）

、指
定

自
動

車
整

備
事

業
者

特
定

変
更

記
録

事
務

行
政

書
士

又
は

行
政

書
士

法
人

自
動

車
検

査
証

へ
の

記
録

の
適

切
な

実
施

、検
査

標
章

の
保

管
・出

納
管

理
・法

令
遵

守
等

の
監

督
、連

絡
体

制
の

構
築

、記
録

事
務

責
任

者
の

選
任

等

イン
ター

ネ
ット

接
続

環
境

、パ
ソコ

ン、
プリ

ンタ
（

市
販

レー
ザ

プリ
ンタ

又
は

イン
クジ

ェッ
トプ

リン
タ（

純
正

顔
料

イン
ク）

、
個

人
を認

証
す

る
も

の
（

マイ
ナ

ンバ
ー

カー
ド又

は
gb

iz
ID

)、
IC

カー
ドリ

ー
ダ・

ライ
タ、

セ
キ

ュリ
テ

ィ対
策

、盗
難

防
止

措
置

等
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令和５年１０月 

物流・自動車局自動車整備課 

 

「整備管理者制度の運用について」の一部改正について 

 

１．改正の背景 

依然として多発している大型車の車輪脱落事故に係る発生要因の調査・分析とさらなる事

故防止対策を検討するため、令和４年２月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に

係る調査・分析検討会」において各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、令和４

年１２月に取りまとめた「中間取りまとめ」において、整備管理者権限の明確化や整備管理

者に対する指導強化が提言され、これを受けて「道路運送車両法の一部を改正する法律等の

施行に伴う整備管理者制度の運用について」（平成 15 年自動車交通局長通達（国自整第 216

号））について所用の改正を行いました。 

 

２．主な改正内容 

○ 整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故を追加（下線部） 

 以下に該当した場合には、整備管理者の解任命令が行われることとなります。 

（１） 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、当該自動

車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなかったことが判明した

場合 

（２） 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、整備管理

者が日常点検の実施方法を定めていなかったり、運行可否の決定をしていなかったりす

る等、整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合 

（３） 大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去３

年以内に同事故が発生していた場合（自動車運送事業者にあっては、行政処分等の基準

における、「ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に

起因する車輪脱落事故が発生したもの」の再違反の適用を受ける場合。自動車運送事業

者以外にあっては、同処分基準を適用する場合と同等と認められる場合。） 

（４） 整備管理者が自ら不正改造を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認した場合

又は不正改造車の使用を指示・容認した場合 

（５） 選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが判明した

場合又は選任時は資格要件を満たしていたものの、その後資格要件を満たさなくなった

場合 

（６） 日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について１年以上定期

点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない等、整備管理者とし

ての業務の遂行状態が著しく不適切な場合のような事例が発生した場合 

※ここでいう「事故」とは、自動車事故報告規則（昭和 26 年運輸省令第 104 号）第２条第

１号、第３号、第 11 号及び第 12 号に定めるものを指します。 

※（３）の事故については、令和５年 10 月 1 日以降に発生したものから適用されます。 
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○ 整備管理者の業務及び役割に以下を明記（大型車を保有する場合は必須） 

・タイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理に関し、タイヤ脱着時の作業管理表等を用い

るなどして適切に実施すること又は整備工場等に実施させること 

・タイヤ脱着作業に関する自家整備作業要領を定めること（タイヤ脱着時の作業管理表

において適切に実施出来る場合は当該作業管理表を実施要領としても良い） 

※大型車とは車両総重量８ｔ以上または乗車定員３０人以上の自動車をいいます 

 

施 行：令和５年１０月１日 
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北信技保第１１４号 

平成２９年１月２５日 

 

新潟運輸支局長 殿 

長野運輸支局長 殿 

富山運輸支局長 殿 

石川運輸支局長 殿 

 

                       自動車技術安全部長  

 

事業用自動車の「車検切れ」運行の防止について 

 

事業用自動車の整備管理の徹底については、従来から整備管理者研修等を通じて徹

底を図ってきたところですが、先般、管内の自動車運送事業者が、自動車検査証の有

効期間満了日を経過していることに気づかないまま、いわゆる「車検切れ」状態で運

行していたことが判明し、このほど行政処分が行われたところです。 

車検切れ状態で運行することは、車両の安全性が確保されず交通の安全を阻害する

恐れがあるばかりでなく、無保険状態での運行となる可能性もあり、公共の輸送に係

る自動車運送事業でこのような事態が発生したことは誠に遺憾です。 

つきましては、適切な整備管理の徹底を図り、同種事案の再発を防止するため、自

動車運送事業者に対し、下記事項について指導願います。 

 

記 

 

１．次の事項を参考として、整備管理の徹底を図ること 

（１）定期点検の実施計画は、整備事業者任せにすることなく、整備管理者による管

理体制を構築し、計画表を作成して車両ごとの実施状況を把握する 

（２）点検整備の実施計画は、自動車検査証の有効期間満了日に留意するとともに、

事故や車両故障の未然防止に効果的な時期を考慮して作成する 

（３）定期点検の実施状況は、組織的にチェックする 

 

２．次の事項を参考として、自動車検査証の有効期間の確認を徹底するための対策を

講じること 

（１）始業点呼や日常点検時に自動車検査証の有効期間満了日の確認を行う 

（２）車室内に自動車検査証の有効期間満了日を表示する 

（３）点呼場等の執務室内に自動車検査証の有効期間満了日一覧や定期点検整備計画

表等を掲示し、管理者及び運転者による確認体制を構築する 
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令 和 ３ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

自 動 車 局 安 全 政 策 課 

 

「事業用自動車総合安全プラン２０２５」を策定しました 

～事業用自動車に係る新たな総合的安全対策をとりまとめ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

事業用自動車の交通事故については、平成２９年に策定した「事業用自動車総合安全プラン２０

２０」に基づき、関係者と一丸となって事故防止対策に取り組んできましたが、今般の新型コロナウ

イルス感染症拡大に伴う影響、大規模水災害・雪害の激甚化・頻発化、高齢社会の進展、ＩＣＴ・先

進安全技術の急速な発展等、当該プランの策定時から大きな状況の変化がありました。 

 

「事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会」（座長：野尻俊明 流通経済大学学長）におい

て、令和２年度に、事業用自動車が置かれている社会環境、事故状況、重点的に検討する事項等につ

いて議論を行い、新たなプランついて検討を行ってまいりました。 

このたび、「事業用自動車総合安全プラン２０２５」がまとめられましたのでお知らせいたします。 

 

 

＜内容については下記ＵＲＬよりご覧ください。＞ 

○事業用自動車総合安全プラン２０２５ 

 ～安全トライアングルの定着と新たな日常における安全確保～ 

 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/news/anzenplan2025.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】          

 自動車局安全政策課 安原、奥立 

TEL：03-5253-8111（内線 41615、41613）  

03-5253-8566（直通）  

FAX：03-5253-1638 

 

国土交通省では、２０２５年度までを計画期間とする「事業用自動車総合安全プラン２０２５」

を策定しました。 

本プランでは、重傷者数、各業態の特徴的な事故に対する削減目標を新たに設定し、依然として

発生する飲酒運転、健康起因事故等への対策、先進技術の開発・普及を踏まえた対策、超高齢社

会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた事故防止対策等を盛り込み、世界に誇る安

全な輸送サービスの提供の実現を目指します。 
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０
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。
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令和５年 12 月 26 日 

                            物流・自動車局  
自 動 車 整 備 課  

車に関わる全ての皆様へお願いです 

近年、大型車のタイヤ脱落事故は増加傾向にあり、これまで国土交通省においてはタイヤ脱落事

故防止に関する取組みを進めてまいりました。しかし、令和５年度の事故件数は 11 月末時点でほ

ぼ昨年度と同じ件数となっており、冬季を迎え、大型車に限らず自家用車のタイヤ脱落による重大

事故も発生しています。 

そのような状況を踏まえ、国土交通省では、国民の皆様へタイヤ脱落事故の危険性を認識してい

ただきたいため、再度啓発いたします。 

事故後に後悔しないためにも、適切な脱着作業や増し締めを実施してください。 

タイヤ脱着後や運転前にもう一度、タイヤの確認作業をしてみませんか？  

 

【大型車のタイヤ脱落事故の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

重大事故は、あなたの“タイヤ脱着作業後・運転前のチェック”で防げる可能性があります！  

【添付資料】 

タイヤ脱落事故防止啓発チラシ 
 

【大型車タイヤ脱着作業のポイント】 

  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t2/t2-1/#4point 

国土交通省から車に関わる全ての皆様へお願いです。 

周りの、そして自分の人生を一変させてしまう前に、もう一度、ご自身の車のタ

イヤ点検をしてみませんか？ 

<問い合わせ先> 

物流・自動車局 自動車整備課 杉本、森山、坂本、本田 

代表:03-5253-8111（内線：42412,42413） 直通:03-5253-8599 

出典：令和４年度「大型車の車輪脱落事故防止対策 

に係る調査・分析検討会資料」 

事故の63％ 
「冬用タイヤ等交換後」に

発生！ 

※令和５年度については速報値 

大型車の車輪脱落事故発生件数 タイヤ脱着作業内容別発生件数 

６．大型車の車輪脱落事故防止について
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事故後に後悔しても過去には戻れません。

国土交通省から車に関わる全ての皆様へお願いです。

タイヤ脱落事故は非常に危険です。周りの、そして自分の人生を一変させてしまう
その前に、皆様の車のタイヤ、もう一度みてみませんか？

なんでやらなかったんだ！

「あのときしっかり見ていれば・・・」

「まさか私が加害者に・・・」

画像出典：MLIT Channel73



 
令和５年９月２９日 

                            自 動 車 局 整 備 課 

冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！ 

大型車の車輪脱落事故の発生件数は、近年増加傾向にあり、国土交通省においては、令和４

年２月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、大型

車の車輪脱落事故事例について調査、分析を行い、同１２月に中間とりまとめを策定したとこ

ろです。 

本中間とりまとめにおいては、タイヤ脱着作業時のワッシャー付きホイール・ナットの点検、

清掃や各部位への潤滑剤の塗布、ホイール・ナットが円滑に回るかの確認が不十分である等、

適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施されていない等が、事故の主な原

因として報告されています。 

こうした状況を踏まえ、10 月から来年２月にかけて、「大型車の車輪脱落事故防止キャンペ

ーン」を実施します。 

【主な取組】 

 大型車の使用者、運転者及び整備作業者等に対

して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理の重要

性について周知・啓発を図る。 

 例年車輪脱落事故は冬用タイヤへの交換など車

輪脱着作業から１～２ヶ月後が大半を占めてお

り、積雪予報が発せられた直後に交換作業が集

中したことにより、不適切な脱着作業が行われ

ていたこともあることから、通常の降雪時期を

待たず早期に冬用タイヤに交換するなど、余裕

を持って正しい脱着作業を行えるべく、冬用タ

イヤ交換作業の平準化を推進する。 

 

また、更なる車輪脱落事故防止対策として、１０月１日より、自動車運送事業者及び整備管理

者に対する行政処分を導入することとします。 

➤ 車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者に対する車両の使用停止（初違反 ２０日車、再

違反 ４０日車） 

➤ 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命

令 

 

 

 

＜添付資料＞ 

別紙１：大型車の車輪脱落事故防止のための啓発ポスター及びチラシ 

別紙２：令和4年度大型車の車輪脱落事故発生状況 

大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が急増する傾向を踏ま

え、タイヤ脱着時の確実な作業の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防

止キャンペーン」を実施します。 

<問い合わせ先> 

自動車局整備課 杉本、坂本 

代表:03-5253-8111（内線：42412） 

直通:03-5253-8599 

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車

定員３０人以上のバス 
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出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

※ 車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員30人以上のバスであって、ホイール・ナットの脱落又はホイール・ボルト
の折損により、タイヤが脱落した事故

（年度）

n=140
123件のうち、令和4年11月～令和5年2月に93件（66%）発生と冬期に集中

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• 事故件数は、対前年度17件増と統計史上最多
• 車輪脱落事故による人身事故は1件発生
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車輪脱落事故発生状況（令和４年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告 2

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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車輪脱落事故発生状況（令和４年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

3

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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令和４年度
１４０件

脱落した車輪位置

左後輪に集中する傾向は、
前年度と変化なし

車歴別の車輪脱落事故の発生件数（平成30年度～令和４年度）

初度登録年から４年を経過した大型車で多く発生
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定期点検整備

19%

臨時整備

4%

タイヤ交換

66%

タイヤ

ローテーション

10%

不明

1%

タイヤ脱着作業内容別

令和４年度
１４０件

大型車ユーザー

52%

タイヤ専業店等

25%

自動車整備事業者

18%

不明

5%

タイヤ脱着作業実施者別

令和４年度
１４０件

車輪脱落事故発生状況（令和４年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

4

大型車ユーザー自らのタイヤ脱着作
業が大半を占める傾向は、前年度と
変化なし

冬用タイヤ等への交換が半数
以上を占める傾向は、前年度
と変化なし

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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車輪脱落事故車両調査（令和４年度）

5

 令和４年度発生した車輪脱落事故車両１４０台のうち１３６台に対し
て、各部品に劣化・損傷状態や、タイヤ脱着作業の実施状況を確認
する事故車両調査を実施した。

 事故車両調査の結果、
・ホイール・ボルトやナットに著しいさびがあるものや、ゴミ等の異物
が付着しているもの
・ホイール・ナットとワッシャのすき間に潤滑剤の塗布が見られず、
ホイール・ナットがスムーズに回転しないもの 等、
適切なタイヤ脱着作業が実施されていない車両が確認された。

事故車両調査により確認された各部品の劣化・損傷事例

著しいさびや汚れによる
ホイール・ナット

ホイール・ボルトに
著しいさびや汚れ等の

付着

著しいさびによる

ディスク・ホイールの損傷

ディスク・ホールのボルト穴や、ホ
イール・ナットの当たり面に、著し
いさびによる剥離や損傷が発生し
ている。

スムーズに回転しない
ホイール・ナット

ホイール・ナットとワッシャのすき間
に潤滑剤の塗布が見られず、ホ
イール・ナットとワッシャにガタが発
生し、スムーズに回転しない。

ホイール・ナット上面からはナッ
ト座面の状態が確認できない
場合が多く、ワッシャーが固着
しているものもある。
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資 料 １ 

令和５年９月２９日 

大型車の車輪脱落事故 

防止対策に係る連絡会 

 

大型車の車輪脱落事故防止「令和５年度緊急対策」 

 

１．冬用タイヤ交換の平準化の推進 

令和４年２月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」

において、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析を行い、同１２月に中間とりま

とめが行われたところ。調査結果から、事故車両の多くにタイヤ脱着作業時のワッシャ

ー付きホイール・ナットの点検、清掃や各部位への潤滑剤の塗布、さらにはホイール・ナ

ットが円滑に回るかの確認が不十分である等、適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業

後の増し締めが実施されていない等の問題点が確認された。 

こうした状況を踏まえ、大型車の使用者に対して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理

の重要性について周知・啓発を図ることとする。なお、例年車輪脱落事故は冬用タイヤへ

の交換から１～２ヶ月後が大半を占めており、積雪予報が発せられた直後に交換作業が

集中したことにより、不適切な脱着作業が行われていたこともあることから、通常の降

雪時期を待たず早期に冬用タイヤに交換するなど、余裕を持って正しい脱着作業を行え

るべく、冬用タイヤ交換作業の平準化を推進する。 

 

２．国土交通省実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

 本省、各地方運輸局等（各地方運輸局及び沖縄総合事務局））及び各運輸支局等

（神戸運輸監理部兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。）

は、大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会（以下「連絡会」という。）構成

団体と協力し、本省や連絡会で制作したポスター、チラシ、適切なタイヤ脱着・

保守管理作業手順や事故防止啓発動画を用いて、大型車の使用者に対しての広報

活動を実施する。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための周知・指導 

①  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、整備管理者研修等において、大型車の車

輪脱落事故の発生状況を紹介し、「自動車の点検及び整備に関する手引き」等を

活用した適切なタイヤ脱着作業及び、タイヤ脱着後の保守管理を実施するよう、

周知・指導を図る。 

②  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、街頭検査や高速道路等のサービスエリ

アやパーキングエリア、トラックターミナル等を活用した大型車のホイール・ナ

ットの緩みの点検等を通じて、大型車の使用者に対して適切なタイヤ脱着作業

83



2 
 

及び、タイヤ脱着後の保守管理の実施を呼びかける。なお、実施に当たっては積

極的に地方報道機関へ取材要請を働きかける。 

③  各地方運輸局等及び各運輸支局等は、運送事業者に対して、４．（１）及び（２）

の取組状況を別添２－１または２－２により確認し、同事故防止対策の取組が

不十分なときは、積極的な取組を実施するよう指導する。 

④  本省等は連絡会構成団体の協力を得て、ホイール・ナットの緩みの総点検を

実施するよう各運送事業者へ要請する（年末年始の安全総点検関係）。 

（３）地方独自の実施事項 

各地方運輸局等及び各運輸支局等は、上記（１）及び（２）の取組の他、地

域の実情を踏まえた独自の取組期間や対策を追加して実施することも可能と

する。なお、追加実施事項について連絡会構成団体の地方組織の協力が必要な

場合は、その旨依頼する。 

 

３．連絡会構成団体共通実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

連絡会構成団体は、傘下会員に対して、本省や連絡会で制作したポスター、チ

ラシ、事故防止啓発映像等を用いて、適切なタイヤ脱着作業及び保守管理を実施

するように周知・啓発する。また、傘下会員は連絡会構成団体から実施事項の協

力依頼があったときは、その取組の実施に協力する。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための調査・指導 

連絡会構成団体の地方組織は、各運輸支局等から街頭検査の機会を活用した

取組について協力要請があった場合は、これに協力する。 

（３）地方独自の実施事項 

連絡会構成団体の地方組織は、各地方運輸局等又は各運輸支局等から地方独

自の実施事項の協力依頼があったときは、その取組の実施に協力する。 

 

４．連絡会構成団体別実施事項 

 全日本トラック協会、日本バス協会 

（１）傘下会員に対して、冬用タイヤ交換の平準化を推進するとともに、これまで取 

り組んできた以下の実施事項について、引き続き取り組むよう周知・徹底を図る。 

① 整備管理者は、適切なタイヤ脱着作業の実施を確保するため、次の事項を徹

底すること。 

 タイヤ脱着作業日程及び作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作

業を実施する。特に降雪地を運行する車両がある場合は、１．を踏まえ、

積雪予報が発せられた際に急な作業とならないよう十分配慮する。 

 自社でタイヤ脱着作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。 
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② 運送事業者は、車輪脱落事故防止のための「お・と・さ・な・い」のポイント
（※）について、社内の整備管理者、運転者及びタイヤ脱着作業者に確実に実施さ

せること。 

特に車輪脱落事故の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行す

る大型車については、重点的な点検・整備の実施を心がけること。 

③ 整備管理者は、著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・

ホイールでは適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や

潤滑剤の塗布を行ってもさびが著しいディスク・ホイールやひっかかり等の異状

がありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず

交換すること。 

特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過している車両

は入念に確認すること。 

④ 整備管理者は、増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を、運 

転者やタイヤ脱着作業者に指導すること。なお、整備管理者は、車載工具で増し

締めを行った場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め

付けること。 

（２）依然として、自社でタイヤ脱着作業を行った貨物自動車による車輪脱落事故が 

多く発生していることに鑑み、貨物自動車運送事業者に対しては、以下の実施事 

項を追加して取り組むよう周知・徹底する。 

① 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ脱着作業を行うときは、作業者に対し 

て、別紙１のタイヤ脱着作業管理表に沿って作業を実施、その結果を記録させて、

適切なタイヤ脱着作業が行われていることを確認すること。 

② 整備管理者は、別紙１のタイヤ脱着作業管理表を使用して、タイヤ脱着作業 

後の増し締めの実施結果を記録し、確実に増し締めが実施されていることを確認

すること。 

③ 整備管理者は、日常点検実施者に別紙２の日常点検表を使用して、「ホイール・

ナットの緩み及び脱落」、「ホイール・ボルト付近のさび汁痕跡」、「ホイール・ナ

ットから突出しているホイール・ボルトの不揃いの確認」及び「ホイール・ボル

トの折損等の異状」の点検を確実に行わせること。 

なお、ホイール・ナットの緩みの点検については、点検ハンマによる確認手法

のほか、ホイール・ナットへマーキング（注１）を施す、又は、ホイール・ナット

回転指示インジケーターを装着し、それらのずれを確認する手法により、ホイ

ール・ナットの緩みの点検（注２）を確実に実施すること。 

（３）国土交通省から要請される「ホイール・ナットの緩みの総点検」の実施及び結 

果の報告について、傘下会員へ協力依頼する（年末年始の安全総点検関係）。 

（４）全日本トラック協会においては、上記（１）及び（２）に加え以下の事項につ 

いて実施する。 

① トルクレンチを有していない事業所への保有を働きかける。 
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② １．の取組に際し、日本自動車工業会から北海道・東北・北陸信越運輸局管内

の貴会傘下協会に提供される大型車ホイール用ナットについて、別途依頼してい

る令和 5 年 8 月 30 日付け事務連絡に基づき、実績等を本省自動車局整備課に送

付する。 

 

 全国自家用自動車協会 

大型車の使用者に対して、冬用タイヤ交換の平準化を推進するとともに、これまで

取り組んできた以下の実施事項について、引き続き取り組むよう広報・啓発を図る。 

①  タイヤ脱着作業日程及び作業時間に余裕を持った、計画的なタイヤ脱着作業

を実施すること。特に、降雪地を運行する車両がある場合は、１．を踏まえ、積

雪予報が発せられた際に急な交換とならないよう十分配慮すること。 

②  大型車のタイヤ脱着作業は、正しい知識を有した者に実施させること。 

③  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールで

は適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤の

塗布を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状が

ありスムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず

交換すること。 

特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過している車   

両は、入念に確認すること。 

④  増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を確認しておくこと。 

 なお、車載工具で行った際の締め付けトルクの確認は、必ず帰庫時にトルク

レンチを使用して規定のトルクで締め付けることにより行うこと。 

⑤  タイヤ脱着作業時の作業確認及びタイヤ脱着作業後の日常点検を、車輪脱落

事故防止のための「お・と・さ・な・い」のポイント（※）を心がけ実施すること。 

 

 日本自動車整備振興会連合会、全国タイヤ商工協同組合連合会、日本自動車タイヤ

協会、日本自動車車体整備協同組合連合会、日本自動車販売協会連合会、全国石油

商業組合連合会 

傘下会員に対して、これまで取り組んできた以下の注意事項等について、引き続

き取り組むよう広報・啓発する。 

なお、タイヤメーカーにあっては、自社販売の流通経路を活用してタイヤ専業店、

タイヤ販売業者へ周知する。 

①  インパクトレンチを用いてホイール・ナットを締め付ける際は、締め過ぎに注

意し、最後にトルクレンチを使用して必ず規定トルクで締め付けること。 

②  ホイール・ナットの規定トルクでの締め付け及びホイールに適合したボルト、

ナットを使用すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大

型車について、重点的に確認すること。 
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③  入庫する大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための「お・と・さ・

な・い」のポイント（※）について周知すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大

型車について、重点的な点検を実施するよう周知・啓発すること。 

④  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールでは、

適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤の塗布

を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状がありス

ムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず交換が必

要であることを大型車の使用者に理解してもらうよう努めること。 

⑤  タイヤ脱着作業依頼により入庫する大型車の使用者から、ホイール･ナットへ

のマーキングや、ホイール･ナット回転指示インジケーターの施工依頼があった

場合には、これに応じ適切に対応すること。 

⑥  タイヤ脱着作業者においても、大型車のタイヤ脱着作業の際は、別紙１のタイ

ヤ脱着作業管理表に沿った作業を行い、依頼者へ作業完了報告するよう努める

こと。 

また、タイヤ脱着作業後の増し締めの重要性を周知・啓発し、確実な増し締

めの実施を促すこと。 

 

 日本自動車工業会、日本自動車車体工業会、日本自動車輸入組合 

（１）傘下会員に対して、これまで取り組んできた以下の事項について、引き続き取り

組むよう広報・啓発する。 

①  大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための「お・と・さ・な・い」

のポイント（※）の確実な実施を周知すること。 

特に、脱落の多い左側後輪や積雪地域、舗装されていない道路を走行する大型

車について、重点的に確認するよう啓発すること。 

②  著しくさびたホイール・ボルトやホイール・ナット、ディスク・ホイールでは、

適正な締付力が得られないため、タイヤ脱着作業時に点検・清掃や潤滑剤の塗布

を行っても、さびが著しいディスク・ホイールや、ひっかかり等の異状がありス

ムーズに回らないホイール・ボルト及びホイール・ナットは、使用せず交換が必

要であることを啓発すること。 

（２）日本自動車工業会においては、上記（１）に加え、以下の事項について実施する。 

① １．の取組にあたって、４．（４）の各トラック協会にホイール・ナットの無

償提供を行う。 

② ホイール･ナット回転指示インジケーターを配布する。 

 

 日本自動車機械工具協会、日本自動車機械器具工業会、自動車用品小売業協会 

傘下会員に対して、これまで取り組んできたタイヤ脱着作業に使用する器具等を

販売する際の正しい使用方法や、トルクレンチは定期的な校正が必要であることに
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ついて、引き続きタイヤ脱着作業器具等購入者への説明を徹底するよう、周知する

こと。 

 

５．大型車の車輪脱落事故防止キャンペーンの実施 

  この大型車の車輪脱落事故防止対策は、大型車の使用者が車輪脱落事故を防止する

ため、常日頃から継続的に取り組むものであるが、特に例年１０月以降の冬用タイヤ交

換時期において車輪脱落事故が多発している状況を鑑み、令和５年１０月から令和６

年２月末までの間を大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン実施期間として、全国的

に展開し大型車の車輪脱落事故防止対策の徹底を図る取組を実施する。 

 

注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩みを確

認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 

 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで連続

して記入することが望ましい。 

 マーキングは、増し締め実施後に施工する。タイヤ脱着時にマーキングを施工したときは、

増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを消して新た

に施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが目視

で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性のある

ものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO 方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナットへのマ

ーキング又はホイール･ナット回転指示インジケーターによる合いマークのずれの確認により行

っても差し支えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であることに

留意する。 

 

※印は、以下の「お・と・さ・な・い」のポイント（別紙３啓発チラシの記載内容） 

１．お・・・おとさぬための点検整備 

 事前の正しい点検が大きな事故を未然に防ぐ唯一かつ最善な手段 

２．と・・・トルクレンチで適正締付 

 適正なトルクレンチによる規定トルクの締め付け、タイヤ交換後の増し締めの実施 

  ３．さ・・・さびたナットは清掃・交換 

 ディスク・ホイール取付面、ホイール・ナット当たり面、ハブの取付面、ホイール・

ボルト、ナットの錆やゴミ、追加塗装などを除去 

４．な・・・ナット・ワッシャー隙間に給脂 
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 ホイール・ボルト、ナットのねじ部と、ナットとワッシャーのすき間にエンジンオイ

ルなど指定の潤滑油を薄く塗布し、回転させてなじませる 

    ５．い・・・いちにち一度は緩みの点検 

 運行前に特に脱落が多い左後輪を中心にボルト、ナットを目視、直接触って点検 
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令和２年１２月１５日 

                            自 動 車 局 整 備 課 

事故の恐ろしさを知って！ 大型車の車輪脱落事故 

～ 大型車の車輪脱落事故の危険性を知っていただくための啓発ビデオを公開しました ～ 

 

毎年、冬用タイヤに交換するこの時期に大型車の車輪脱落事故が多く発生していることから、

本年１１月から「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施しているところです（１０月

３０日プレスリリースを参照 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000261.ht

ml）。 

今般、同キャンペーンの一環として、大型車のタイヤが人体に衝突するとどのような事態にな

るかを実験し、車輪脱落事故の恐ろしさを実感してもらい、適切なタイヤ交換作業及びタイヤ交

換後の確実な保守管理の実施を呼びかける啓発ビデオを公開しました。 

大型車ユーザーにおかれましては、人命を奪う悲惨な事故を繰り返さないためにも、是非ご覧

いただき、事故防止対策の積極的な取組をお願いします。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞  

参 考 大型車の車輪脱落事故防止に向けた安全啓発ビデオ（抜粋） 

  

「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」の活動の一環として、大型車の車

輪脱落が死亡事故につながる危険性があることを啓発するビデオを、YouTube 国

交省公式アカウントに公開しました。 

<問い合わせ先> 

自動車局 整備課 児島、川崎 

代表:03-5253-8599（直通）、FAX:03-5253-1639 

<安全啓発ビデオの公開ページへのリンク> 

URL：https://youtu.be/BE6-rcq81C8 

時速 60km/h で走行中のトラックからタイヤが脱輪し、ベビーカーを引いている男性に

タイヤが衝突する想定での実験 
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大型車の車輪脱落事故防止に向けた安全啓発ビデオ（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

① 時速 60km/hで走行しているト

ラックからタイヤを放出 

② タイヤは 30m先の男性（人形）とベビー

カーに衝突し、男性とベビーカーは約４m

飛ばされました。 

③ 男性の体はタイヤに沿うように折れ

曲がり、頭もタイヤに打ち付けられま

した。 

④ 男性は、頭蓋骨骨折、３箇所以上の肋

骨骨折、脊椎損傷、大腿骨骨折の傷害を

負う結果となりました。 
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2007年9月
(2015年3月改訂)

● 日常点検
● 3か月定期点検
● 12か月定期点検
● ホイール取付け作業

● タイヤ交換などホイールを取外して行う整備時の注意
● アルミホイール、スチールホイールの履き替え
● その他の注意

掲載内容

◆ ホイール締付け方式
◆ トルクレンチの使い方（シグナル式）

参 考

一般社団法人　日本自動車工業会
いすゞ 自動車（株）／日野自動車（株）／三菱ふそうトラック・バス（株）／UDトラックス（株）

車輪が脱落するまでには、必ず予兆があります。
日常点検や定期点検をしっかり行えば、車輪脱落事故は防止できます。
タイヤ交換などホイール脱着時の不適切な取扱いは、車輪脱落につながり重大な事故
を引起こすことがあります。必ず、ホイールボルトやナットは、正しく取扱ってください。
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1 目視での点検

1 ホイールナットの緩み点検

2 点検ハンマや小型ハンマを使用しての点検
●

異常がある場合は、ナットが緩んでいたり、ボルトが折損しているおそれがあります。

3 タイヤ空気圧の点検

タイヤ空気圧が不適切なまま走行を続けると、パンクやバーストを招きやすくなります。
空気圧が低いまま走行したり、パンクしたまま走行すると、ナットが緩んで脱落したり、
ボルトが折損するなど、車輪脱落事故の原因となります。

締付けを行った後も、ナットがたびたび緩むなどの異常がある場合は、必ず、ホイールを取外して点検・整備を実施してください。
ディスクホイールやハブなどに異常がある可能性があります。

日常点検

3か月定期点検

点検の結果、ホイールボルトの折損など異常を発見した場合は、そのまま運行することなく、直ちに確実な整備を行い、車輪の脱落防止をお願いします。

異常がある場合は、ナットの緩みやボルトの折損につながるおそれがあります。

1日１回、運行の前に点検してください。

●
●

●

● ホイールボルトおよびナットがすべて付いているか点検します。
● ディスクホイールやホイールボルトまたはナットから錆汁が出ていないか、
ホイールに亀裂や損傷がないか点検します。

● ホイールナットからのホイールボルトの出っ張り量を点検します。
出っ張り量に不揃いはないか、車輪によって出っ張り量が異なっていないか
点検します。 

● ホイールナットが規定のトルクで締付けられていることを、トルクレンチ
などを使用して点検します。

● ホイールナットを締め方向に規定のトルクで締付けます。

● ホイールナットを締め方向に規定のトルクで締付けます。

● ホイールナットの下側に指をそえて、点検ハンマや小型ハンマでホイール
ナットの上側面を叩いたときに、指に伝わる振動が他のナットと違ったり、
濁った音がしないか点検します。

● タイヤに亀裂や損傷、異常な摩耗がないこと、タイヤの溝深さが十分ある
ことを点検するとともに、空気圧が規定の範囲内にあるかを点検します。
特に、ダブルタイヤや偏平ラジアルタイヤの場合は、空気圧が低下していて
も目視では分かりにくいため、エアーゲージを使用して点検してください。

※新・ISO方式ホイールやアルミホイール
の場合は、ダブルタイヤの内側タイヤ
のバルブには、エクステンションを取付けるか、
適合するバルブキャップレンチやエアーゲージ
を使用すると点検が容易に行えます。

①アウターナットを
緩めます。

②インナーナットを
締付けます。

③アウターナットを
締付けます。

日常点検に加えて、次の要領でホイールナットの緩みを点検してください。

※トルクレンチでの点検は、勢いをつけないよう、ゆっくり徐々に行います。

※アウターナットのねじ部、座面部（球面座）には、エンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布します。

【シングルナットの場合】フロントタイヤ（リヤーシングルタイヤ）
JIS方式（球面座）

ISO方式/新・ISO方式（平面座）

新・ISO方式

【ダブルナットの場合】リヤーダブルタイヤ
● 最初にホイールボルトの半数（1個おき）のアウターナットを一旦緩めて、
インナーナットを規定のトルクで締め方向に締付けます。（この時、残りの
ホイールボルトのナットは緩めないでください）次に、アウターナットを
規定のトルクで確実に締付け直します。
続けて、残りの半数のアウターナットを緩め、同様にインナーナット、
アウターナットの順に締付けます。

• 新・ISO方式のホイールは、左車輪も右ねじです。ホイールボルトに表示されているねじの方向を必ず確認し
てください。万一緩めてしまった場合は、再度トルクレンチなどを使用して、規定のトルクで締付けます。

この図は右側タイヤの場合です。

（次に残りの半数を点検）（最初に半数を点検）

JIS方式（球面座）ダブルタイヤ

8本ボルトの場合
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インナーナット

ディスクホイールの点検は、ホイールを取外して行います。併せて、ホイールボルトや
ナットおよびハブなどの関連部品に異常がないか点検してください。

1 ディスクホイールの点検
● ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がないか点検します。
● ホイールナットの当たり面に亀裂や損傷、摩耗がないか点検します。
● 溶接部に亀裂や損傷がないか点検します。
● ハブへの取付面とホイール合わせ面に摩耗や損傷がないか点検します。
※ 下記「ポイント」を参照して、点検してください。

2 ホイールボルト、ナットの点検

※ 錆や汚れを落とし、ねじ部にエンジンオイルなどを薄く塗布してナットをボルトの奥
まで回転させたとき、スムーズに回転しない場合は、ねじ部に異常があります。異常
がある場合は、ボルト、ナットをセットで交換してください。また、ボルトが折損し
ていた場合は、その車輪すべてのホイールボルト、ナットを交換してください。

※ ボルトやナットを交換する際には、必ず、整備のマニュアルやパーツリストなどを
参照して、それぞれ、適合する正しい部品を使用してください。

3 ハブの点検
● ディスクホイールの取付面に著しい摩耗や損傷がないか点検します。
ディスクホイールの破損や、ホイールナットの緩みによる脱落、ホイールボルトの折損
など、車輪脱落事故の原因となります。

1 ディスクホイール、ハブ、
ホイールボルト、ナットの清掃

※ ディスクホイール取付面やホイールナットの当たり面、ハブ取付面への追加
塗装は行わないでください。厚い塗膜は、ナットの緩みによる脱落や、ボルト
折損の原因となります。

ホイール、ハブ、ボルト、ナットの点検箇所

ディスクホイールの点検

ポイント

• ホイールナットの当たり面やハブへの取付面に、経年使用に
伴う著しい段付き摩耗がある場合は、ナットの緩みの原因と
なります。必ず、ディスクホイールを交換してください。

 ※ ディスクホイールのハブ取付面、ハブのホイール取付面は、
走行に伴い摩耗します。

JIS方式（球面座）、ISO方式/新・ISO方式（平面座）、それぞれ適合するディスクホイールを使用してください。

12か月定期点検

ホイール取付け作業

インナー
ナット

ホイール、ハブ、ボルト、ナットの清掃箇所

● 亀裂や損傷がないか点検します。
● ボルトが伸びていないか、著しい錆の発生がないか点検します。
● ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがないか点検します。

● ディスクホイール取付面、ホイールナットの当たり面、ハブ取付面、
ホイールボルト、ナットの錆やゴミ、泥などを取り除きます。

● ハブのはめ合い部（インロー部）の錆やゴミ、泥などを取り除きます。

点検の結果、ホイールボルトの折損など異常を発見した場合は、そのまま運行することなく、直ちに確実な整備を行い、車輪の脱落防止をお願いします。

● ナットの座金（ワッシャー）が、スムーズに回転するか点検します。
ISO方式/新・ISO方式（平面座）

ISO方式/新・ISO方式

ISO方式/新・ISO方式

ホイールナット

ISO方式/新・ISO方式（平面座）
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2 ホイールボルト、ナットのねじ部の潤滑
 

※ ホイールと座金（ワッシャー）との当たり面には、エンジンオイルなどの潤滑剤を塗
布しないでください。ホイールのナット当たり面の摩耗や緩みの原因となります。

※ 潤滑剤は、お車の取扱説明書に記載されている油脂を使用してください。二硫化モリ
ブデン入りのオイルやグリースなど記載以外の潤滑剤は、使用しないでください。
過大な締付けとなり、ボルトが伸びたり、折損するなどの原因となります。

3

4

ホイールの取付け

5

ホイールナットの締付け
● ホイールナットの締付けは、対角線順に、2～ 3回に分けて行い、最後に
トルクレンチなどを使用して規定のトルクで締付けます。
※ インパクトレンチで締付ける場合は、エアー圧レギュレータの調整や締付け時間に
十分注意して、締め過ぎないようにしてください。最後にトルクレンチなどを使用
して規定のトルクで締付けます。

※ 勢いをつけて締めるなどすると過締付けとなり、ボルトが伸びたり、ホイールのナッ
ト当たり面を傷めたりします。必ず、トルクレンチなどを用いて、規定のトルクで
締付けてください。

ホイールナットの増し締め
● ホイール取付後の走行による初期なじみにより、ホイールの締付け力が低下
します。取付後、50～100km走行を目安に、ホイールナットの増し締め
を行ってください。増し締めは、「3か月定期点検①ホイールナットの緩み
点検」の要領で行います。
増し締めを行ってもナットがたびたび緩むなどの異常がある場合は、必ず、ホイール
を取外して点検・整備を実施してください。ディスクホイールやハブなどに異常があ
る可能性があります。

ホイールナット締付け要領

ハブのはめ合い部グリース塗布位置

エンジンオイルなどの塗布部位

 

ホイール取付面、合わせ面には塗布しない

※特に、冬期間の走行後は、ディスクホイールがハブに固着して、ホイールが取外
しにくくなる場合があります。

※ホイール取付面、ホイール合わせ面には、グリースを塗布しないでください。

※ダブルタイヤも1つのナットで締付けます。内側ホイール挿入後、外れに注意し、
続いて外側ホイールを取付けます。

※また、規定の締付けトルクは、車両の「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示しています。

※ホイールナットの締付け不足、締め忘れ防止のため、ナット
締付け作業時（終了後）、「規定の締付けトルク」で確実に締
付けたことを確認するよう、お願いします。

● ホイールボルト、ナットのねじ部、座面部（球面座）に、エンジンオイル
などの潤滑剤を薄く塗布します。

● ホイールボルトとナットのねじ部、ナットの座金（ワッシャー）とナット
とのすき間にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布します。

● ディスクホイールをハブに取付ける際に、ホイールのハブへの固着を防止
するため、ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリースを薄く塗布します。

● ホイールボルトのねじ部を傷つけないよう注意し、ハブのはめ合い部（イン
ロー部）のガイドにそって、ハブの奥まで押し込みます。

● ダブルタイヤは、最初に内側タイヤのインナーナットを上記の方法で締付
け、次に、外側タイヤのアウターナットを同様の手順で締付けます。

規定の締付けトルクは、日本自動車工業会・HPの「中・大型トラック・バスの
ホイールナット締付けトルク」パンフレットをご覧ください。

規定の締付トルク

6本ボルトの場合

潤滑剤 潤滑剤

潤滑剤潤滑剤

点検の結果、ホイールボルトの折損など異常を発見した場合は、そのまま運行することなく、直ちに確実な整備を行い、車輪の脱落防止をお願いします。

ホイールとの当たり面には、塗布しない
要注意!!

JIS方式（球面座）
JIS方式（球面座）

ISO方式/新・ISO方式（平面座）

● ダブルタイヤもシングルナット（1個のナット）で締付けます。

JIS方式（球面座）

ISO方式/新・ISO方式（平面座）

新・ISO方式

ISO方式/新・ISO方式（平面座）

ISO方式/新・ISO方式（平面座）

ISO方式/新・ISO方式（平面座）

規定の締付けトルクを必ず確認してください。

新・ISO方式ホイー
ルは、左車輪も右
ねじです。ホイール
ボルトに表示され
ているねじ方向を
必ず確認して、作
業してください。

• 
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タイヤ交換などホイールを取外して行う整備時の注意

アルミホイール、スチールホイールの履き替え

ホイールボルト、ナットの識別表示について

識別表示

● タイヤローテーションや冬用タイヤとの履き替え、パンク修理などで、ディスクホイールを取外した際には、「12か月定期点検」に準じ
て、ホイールボルトやナット、ディスクホイール、ハブなど関連部品に異常がないか点検するようにしてください。

● 左車輪に異常があった場合は、右車輪も入念に点検を行うなど、異常が発見された際には、その他の車輪の点検も確実に行ってください。
● また、ホイールの取付けに当たっては、前述の「ホイール取付け作業」の要領に従うとともに、50～100km走行を目安に、増し締めを
実施してください。 

● スチールホイール、アルミホイールは、それぞれ専用のホイールボルト（JIS方式ではナットも）が必要です。スチールホイールからアルミホイー
ルまたはアルミホイールからスチールホイールに履き替える場合は、それぞれのホイールボルト（JIS方式ではナットも）に交換してください。

● それぞれのホイールボルトやナットを混用すると、長さ（JIS方式では形状）が異なるため、ねじの底づきやはめ合い不足によって、締付力が十分
得られず、ホイールボルトの折損やディスクホイールの破損による車輪脱落事故の原因となります。
また、スチールホイールとアルミホイールの混用は行わないでください。 

• 左車輪も右ねじです。ホイールナットを緩める際には、ねじの緩める方向を確かめてから作業してください。ねじの方
向は、ボルトに表示されています。

• ダブルタイヤも一つのナットでの共締めです。ナットを緩めると、外側も含め、内側のホイールもハブから外れます。外側タイヤのみを交換する
などでナットを緩める場合でも、必ず、車両をジャッキアップするなど安全を確保してください。

※誤って、緩めるつもりで締付けてしまうと、ホイールボルトが伸びてしまうことがあります。インパクトレンチ
などを使って作業する場合には、十分注意してください。

ISO方式/新・ISO方式（平面座）

新・ISO方式

JIS方式（球面座）6穴・8穴

ISO方式/新・ISO方式（平面座）8穴・10穴　

ボルトのねじ部がナットから通常より出っ張ります。露出したねじ部にグリースを塗るなどして、ねじ部の防錆を行ってください。

〈グリース塗布〉
（注1）

ボルト

ボルト

アウターナット インナーナット アルミ ▼スチール変換用ナット
JIS方式（球面座）6穴・8穴

新・ISO方式（平面座）8穴・10穴

(2007年生産車から)

(2010年生産車から)

ねじの方向 右ねじ R
左ねじ
スチール用
アルミ用
共用

L
ST
AL
S・A

ホイールの
種類
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1 タイヤパンク時の注意

2 過積載の禁止

3 ISO方式ホイールでの注意

その他の注意

要注意!!

● 走行中にタイヤの異常を感じた場合は、直ちに安全な場所に停車してください。パンクしたまま走行すると、ホイールナット
が緩んで脱落したり、ホイールボルトが折損するなど車輪脱落事故の原因となります。

● 過積載での走行は、ホイールボルトに無理な力がかかり、ボルト折損による車輪脱落事故などの原因となります。適切な積載
を遵守して運行してください。

● ISO方式/新・ISO方式（平面座）ホイール装着車は、それぞれ適合するディスクホイールを使用します。

ホイールの締付け方式には、球面座で締付けるJIS方式と、平面座で締付けるISO方式があります。また「排出ガス規制・ポスト
新長期規制適合」大型車から、左右輪・右ねじとする「新・ISO方式」を採用しました。

●「カチン」となったら力を緩める
なんども締付けると、オーバートルク（締め過ぎ）になります。

●「静かに」「ゆっくり」締める
勢いや弾みをつけて締付けると、オーバートルク（締め過ぎ）になります。 

●「切り替えレバー」は確実に
ラチェットのレバーは、しっかりと切り替えます。中途半端は、思わぬ空転を起こし危険です。

●「全体重」をかけない
全体重をかけて弾みをつけると、オーバートルク（締め過ぎ）になります。

※いずれも、トルクレンチの破損の原因にもなります。

• ISO方式車には、必ず、ISO
方式のディスクホイールを
使用してください。

新・ISO方式19.5インチ・8穴ホイール
車では、JIS方式のホイールが入って
しまいます。

通常のスチールホイール用ホイールボルトの
まま、専用のスリーブナットを用いて交換す
るアルミホイールが市販されています。

ボルトに対してホイール穴が合
わず、ホイールナットで適切に
締付けることができません。

ホイール誤組

要注意!!

誤組の状態
要注意!!

参 考

ホイール締付け方式

トルクレンチの使い方（シグナル式）

• スリーブナット方式のア
ルミホイールでは、必
ず、専用のスリーブナッ
トを使用してください。

通常のホイールナットやア
ルミ用のホイールボルトを
使用すると、十分な締付け
力が得られません。

スリーブナット方式用アルミホイール

ホイール締付け方式

ホイールサイズとボルト本数（PCD）

ボルトサイズ
ねじの方向

ダブルタイヤ

ホイールナット
使用ソケット

ホイールのセンタリング

アルミホイール履き替え

後輪ダブルタイヤの締付け構造

ISO方式/新・ISO方式（平面座）8穴・10穴 JIS方式（球面座）6穴・8穴
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令和 3年 12月 1日 

自 動 車 局 

安 全 政 策 課 

貨 物 課 

審査・リコール課 

整 備 課 

    

自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について 

～今冬の立ち往生の発生を抑止するために～ 

  

 

① 自動車ユーザーの皆様へ 

 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。 

 また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の５０％以上残っていることを、「プラット

ホーム」で確認をお願いします。 

 チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。 

 

② トラック・バス運送事業者の皆様へ 

 年末年始の輸送等に関する安全総点検※の実施項目「６．大雪に対する輸送の安全確

保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。 

 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上

で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。 

※ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000003.html 

 

③ 荷主の皆様へ 

 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止など

の必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経

路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。 

 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送

拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域

内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えて

いただきますよう、ご協力をお願いします。 

 自動車局では、本年も、①車両対策（冬用タイヤの装着やチェーンの携行・装着の徹底）、

②運送事業者対策（道路管理者が撮影した写真も踏まえた運輸局による指導・監査）、③荷

主対策（荷主への周知体制の確立）を３つの柱とする大雪時の立ち往生防止対策を実施し

ています。 

 運送事業者や自動車使用者の皆様におかれましては、改めて下記注意点をご確認の上

で、冬期の走行に万全を期して頂きますようよろしくお願いいたします。 

７．大雪時の大型車立ち往生防止対策について
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（その他）気象情報の活用 

 気象庁 HPの「今後の雪」も活用のうえで、事前に天気予報をご確認ください。 

https://www.jma.go.jp/bosai/snow/ 

 

【添付資料】 

・【別紙１】『雪道での立ち往生に注意！』（パンフレット） 

・【別紙２】『冬用タイヤの溝深さに注意！』（チラシ） 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

（①関係） 

審査・リコール課 田村、渋谷、長岡 

代表：03-5253-8111 （内線：42352、42363） 

FAX：03-5253-1640 

整備課 藤墳、宮坂、渡部 

代表：03-5253-8111(内線：42412)  

FAX：03-5253-1639 

（②関係） 

安全政策課 蛯原、村上 

代表：03-5253-8111 （内線：41625、41613） 

FAX：03-5253-1636 

（③関係） 

貨物課 宮屋敷、遠藤 

代表：03-5253-8111 （内線：41332） 

FAX：03-5253-1637 
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道路で大型車が立ち往生すると、深刻な交通渋滞や通行止め
を引き起こします。

積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤを装着するととも
に、チェーンの携行・早めの装着を心掛けてください。

交通渋滞等を引き起こした運送事業者等には監査を行い、
講じた措置が不十分と判断されれば処分の対象となります。
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冬用タイヤの選び方

冬用タイヤの使用限度

残り溝深さが「プラットホーム」に達している
状態。冬用タイヤとして使用できません。

プラットホーム

オールシーズンタイヤは、ちらつく程度の降雪で路面と一部
接触可能な積雪状況を想定したタイヤです。

路面を覆うほどの過酷な積雪路・凍結路においては、スタッ
ドレス表記(国内表記)又はスノーフレークマーク(国際表記)
が表示されている冬用タイヤを全車輪に装着してください。

溝深さが50%以上残っていることを「プラットホーム」で
確認しましょう。（一部海外メーカー品は除く）

スタッドレス表記の例 スノーフレークマーク
タイヤの側面に表示
されています。
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チェーンの効果

チェーンの携行・装着

チェーンを駆動輪に装着すると、冬用タイヤより積雪・凍結
路での発進・登坂性能が向上します。

チェーンのサイズや締め方が不適切な場合、タイヤとの間で
滑りが生じ効果が得られません。

大雪警報が発表されるなど相当量の積雪が見込まれる場合等
にはチェーンを携行してください。

降雪時には、立ち往生する前に早めのチェーン装着を心掛け
ましょう。立ち往生した後の装着は極めて困難です。

大型車用金属チェーン

性能限界

冬用タイヤ及びチェーンのいずれも性能限界があり、万能で
はありません。例えば、車両のバンパーに接触するような新
雪の深い積雪路では走行困難です。

運行前に道路・気象情報を確認し、運行の可否や経路を検討
してください。
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立ち往生が発生しやすい車両

二軸駆動車に比べて駆動軸が
空転しやすい。

トレーラー付近の積雪により
走行抵抗が増大。

駆動軸に十分な荷重がかから
ず、発進性能が低下。

トラクションコントロール※

等の機能が搭載されていない。

空

「自動車を安全に使うためには」→

自動車を安全に使うための注意点を発信
しています。

以下の特徴を持つ車両は、積雪路等において特に立ち往生が
発生しやすい傾向にあるので注意が必要です。

←駆動軸

後前一軸駆動車

後一軸駆動車

←駆動軸 ←駆動軸

←駆動軸

※発進時等に駆動輪の回転を制御し空転を低減する装置

電話番号：03-5253-8111（内線：42363）
03-5253-8596（直通）
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全日本トラック協会 雪道対策→

道路で大型車が立ち往生すると、深刻な交通渋滞や通行止め
を引き起こします。積雪・凍結道路においては、必ず適切な
冬用タイヤを装着するなど適切な措置を講じてください。

交通渋滞等を引き起こした運送事業者等には監査を行い、
講じた措置が不十分と判断されれば処分の対象となります。

⇒ 冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。

積雪・凍結道路では、冬用タイヤを全車輪に装着

冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上あることを確認

⇒ 溝深さ50%を示す「プラットホーム」で、運行前に必
ず確認してください。（一部海外メーカー品は除く）

積雪・凍結道路での運行前に、運転上の注意点を把握

⇒ 積雪・凍結道路においては、
・低速ギアでゆっくり発進
・坂道を登り終わるまでギアチェンジしない
など、運転操作の注意が必要です。

一般社団法人
日本自動車タイヤ協会→
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プラットホームとは？

運転上の注意点

①低速ギアでゆっくり発進し、タイヤを空転させない。

②急坂道では登り終わるまで低速ギアを使用し、ギヤチェンジしない。

③急発進、急加速、急旋回及び急停止は避ける。柔らかくブレーキ。

④カーブに入る前に減速する。速度は控えめ。十分な車間距離。

⑤冬用タイヤの性能には限界があるので、運転時は細心の注意を払う。

⑥冬用タイヤを乾燥路や湿潤路で使用する場合は走行速度に注意する。

残り溝深さが「プラットホーム」に達している
状態。冬用タイヤとして使用できません。

プラットホーム
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https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/snow.html

冬道を運転するドライバーのみなさまに
大雪に備えて３つのお願いです。

車間を十分に保ちましょう

大雪の恐れがある場合、段階に応じて情報を発信します。

スコップ脱出マット

手袋 長靴

タイヤチェーン

雪道対策を十分に
備える

大雪の5～3日前のHP情報

○早期注意情報発表＜警報級の大雪の可能性＞
（気象台）

・道路状況に関する注意喚起
（整備局・高速道路会社）

・冬用タイヤの状態チェック等に関する注意喚起
（運輸局）

雪の多い地域の通行を
避ける

降雪地を迂回して運行

大雪の3～2日前のHP情報
・大雪に関する気象情報（気象台）

・道路の通行止め・各種規制の可能性
（整備局・高速道路会社）

・公共交通の乱れの可能性 （運輸局）

集中的な大雪時は
外出を控える

大雪の2日前～のHP情報

○大雪に対する緊急発表（合同記者会見）

・大雪等にかかる気象の見通し、警戒事項
（気象台）

・道路の通行止め予測、通行規制実施状況
（整備局・高速道路会社）

・公共交通の運休実施状況（運輸局）

冬のおでかけは北陸信越運輸局HPをチェック！
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六日町ＩＣ～塩沢石打ＩＣ（18日11時頃） 土樽ＰＡ～湯沢ＩＣ （17日深夜）

令和2年12月集中豪雪 関越道の様子

自動車がスタックしないよう冬用タイヤをチェックしましょう！
スタックは交通渋滞等の原因、特に大型車がスタックした場合は、長時間
で大規模な立ち往生により、高速道路や国道が通行止めになることがありま
す。
積雪・凍結道路においては、必ず適切な冬用タイヤを装着し、適切な措置
を講じてください。
※運送事業者が立ち往生や事故を惹起した場合、監査を行い講じた措置が不十分と判断されれば処分の対象となります。

●積雪・凍結道路では、冬用タイヤを全車輪に装着

●冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上あること

残り溝深さが「プラットホーム」に達していると
冬用タイヤとして使用できません。
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大型トラックが故障や大雪で立ち往生した際、「フロント・けん引フック」の場所がわからないとの問い合わせが
多くなっています。・・・ 

大大大型型型トトトラララッッッククク・・・バババスススののの      

フフフロロロンンントトト・・・けけけんんん引引引フフフッッッククク   
大型トラック・バスには、車両の前後に「けん引用フック」＊１ を備えており、「フロント・けん引フック」は、フロント・

バンパーの内側など、カバーで覆われ、通常の状態では見えない場合があります。＊２ 

「フロント・けん引フック」を使う時には、下図に例示するように カバー類などを取外して使用してください。 

なお、「けん引フック」を使用してけん引する際には、「取扱説明書」の指示に従って行ってください。不適切な

使用は、思わぬ事故を招きます。 

「フロント・けん引フック」の使用が終わったら、必ず、再度カバーをしっかり取付けてください。 

※溝やぬかるみなどに車両がはまり込んで（スタックして）いる場合など、大きな力がかかるけん引が必要な時は、使
用しないでください。このような場合のけん引には危険が伴いますので、専門のレッカー業者に依頼することを お勧
めします。 

＊１：一部の車両はけん引フックが装着されていない場合があります。詳しくはお近くの販売会社にお問い合わせください。 
＊２：大型トラック・バスの一部では、車両の空気抵抗低減による燃費向上などの観点から、カバーで覆っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。 
（2014 年 12 月現在） 

・けん引用ロープは、右図の範囲で使用します。 

・けん引用ロープは、強度のあるものを使用し、外れないようにします。 

・けん引用ロープやフックには、大きな力や急な力がかからないようにします。 

 

国土交通省 
一般社団法人 日本自動車工業会 

いすゞ自動車㈱／日野自動車㈱／三菱ふそうトラック・バス㈱／ＵＤトラックス㈱ 

「けん引フック」取扱いの注意点 

〔大型トラック〕 フロント・けん引フック カバーの取外し 

いすゞ・ギガ 

手掛け部を手前
に引き上げて取外
します。 
※ｽｸﾘｭｳを外すﾀｲﾌﾟも

あります。 

ＵＤ・クオン 

上側を手前に引いて
取外します。 
※ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄが左側につ

いているﾀｲﾌﾟはﾌﾟﾚｰﾄ
を外します。 

日野・プロフィア 

横にスライドさせて
取外します。 
※ピントル型フック（工具

箱 or ｷｬﾌﾞ内・別置）
の場合はフックをねじ
穴に締込みます。 

三菱ふそう・スーパーグレート 

下側を手前に引
いて外し、両側に
指を入れて取外し
ます。 
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※標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。 
（2014 年 12 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔大型バス〕 フロント・けん引フック 取付け場所  

日野・セレガ/いすゞ・ガーラ 日野・メルファ/いすゞ・ガーラミオ 

日野・ポンチョ 

フロントバンパーの 
リッドを上方に９０°
開きます。 

不明な点などは、各社最寄りの販売会社 または 下記へお問い合わせください。 

いすゞ自動車㈱ お客様相談センター ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－１１９－１１３ 

日野自動車㈱ お客様相談窓口 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－１０６－５５８ 

三菱ふそうトラック・バス㈱ お客様相談センター ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－３２４－２３０ 

ＵＤトラックス㈱ お客様相談室 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－６７－２３０１ 

三菱ふそう・エアロクィーン/エアロエース 
ＵＤ・スペースウィングＡ/スペースアローＡ 

バンパー裏２個所の
レバーを手前に引
き、ロックを外して、
バンパーを上から開
きます。 

オープナーレバーを
引き、補助ロック解
除レバーでロックを
解除してロアーバン
パーを開きます。 

フロントバンパーの
左側グリルを取外し
ます。 
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- ２０１５年以降のモデルチェンジされた大型トラックの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。 
（2018 年 12 月現在） 

 

追補版 

〔大型トラック〕 フロント・けん引フック カバーの取外し 

いすゞ・ギガ 

２０１５年～ 

マイナスドライバー等
でカバーを取外し、
車載のフックを、ねじ
穴に締込みます。 
※車載のフック 

日野・プロフィア 

２０１７年～ 

フロントバンパーの
カバーを（前側に）
取外します。 

バンパーグリルの下
側を手前に引いて
取外します。 

ＵＤ・クオン 

２０１７年～ 

三菱ふそう・スーパーグレート 

２０１７年～ 

カバーの下側 を手
前に引いて外し、両
側に指を入れて取
外します。 
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大雪時の道路交通の確保に向けた取組について
（チェーン規制区間）

時期：大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降

雪時

場所：勾配のおおきい峠部でこれまでに大規模な土地往生が発生した区間

これらを対象として、従来であれば通行止めとなる状況においてタイヤ
チェーン装着車のみ通行を可能とするものです。

対象区間 以下の全国13区間 （直轄国道6区間、高速道路7区間）

これらを対象として、従来であれば通行止めとなる状況においてタイヤ
チェーン装着車のみ通行を可能とするものです。

対象区間：全国13区間（直轄国道6区間、高速道路7区間）

チェーン規制について

〇直轄国道（6区間）

〇高速道路（7区間）
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平成２９年３月２８日 

自動車局整備 課  

 

「貸切バス予防整備ガイドライン」を策定しました 
～ 貸切バス事業者が行うべき予防整備の基準事例を示します ～ 

 

 
 

１．本ガイドライン策定の背景 

平成２８年１月１５日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を踏まえ、二

度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、軽井沢スキーバス事故対策検討委員

会において徹底的な再発防止策について検討が行われ、６月３日にとりまとめられ

た「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を踏まえたもの

です。 

 

２．本ガイドラインについて 

本ガイドラインでは、貸切バス事業者が法定点検に加え、予防整備（不具合

発生の予防も含めた十分な整備）を定期的に実施するための整備サイクル表

を定める上での参考となるよう、優良事業者の実績等を元に整備項目等の交

換基準事例を示しています。 

貸切バス事業者は、以下の２項目について実施してください。 

 

（１）交換基準事例を参考にした整備サイクル表の作成 

貸切バス事業者は交換基準事例を参考にバスの構造・装置に応じ項

目を選定するとともに、それぞれの事業者の状況を考慮し定期交換等

の期間・距離を設定し、整備サイクル表を作成 

 

（２）整備サイクル表に基づく整備実施記録簿の作成 

貸切バス各事業者は整備実施記録簿を用意し、整備サイクル表に基

づく定期交換等の実施状況を記録 

  

国土交通省では、貸切バスの車両整備の強化を図るため、貸切バス事業者が

定めるべき予防整備の基準事例を示すべく、「貸切バス予防整備ガイドライン」（以

下「本ガイドライン」という。）を策定しました。 

問い合わせ先 

 国土交通省自動車局整備課 玉屋、川津 

  TEL：03-5253-8111(内線:42426、42412) 

  TEL：03-5253-8599(直通) 

 

  

 

※貸切バス予防整備ガイドラインはこちらから検索してください。
　https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000155.html 

８．「貸切バス予防整備ガイドライン」を策定しました
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令和２年８月１２日 

自 動 車 局 

審査 ・リコール課     

  台風の前に車両からの脱出手順の確認を！ 
    ―水没車両からの脱出手順と脱出用ハンマー搭載のお願いについて― 

昨年の台風 19 号では大雨により車内で被災した方が相次ぎ、令和２年７月豪雨においても車

内での被災がありました。車が水没した場合、正しい手順で速やかに車内から脱出してください。 

１．水没した車両からの脱出手順 

 冠水した道路を自動車で走行した場合、エンジン等が停止し移動できなくなる危険性があり、

水位によっては水圧等で車両からの脱出が困難になります。 

 万が一こうした状況に遭遇した際には、以下の手順で速やかに脱出してください。 

① ② ③  

 

 

 

 

④ 

水位が低いうちにドアを開

けて脱出する 

窓を開いて脱出する 脱出用ハンマーで窓を破

砕し脱出する 

あきらめない！浸水して車内

外の水位が同じになるとドア

が開く可能性が高まります 

 ２．脱出用ハンマーの備付けのお願い 

 水位の上昇に伴い、万が一、車内からドアや窓を開くことができなくなった場合、素手等で

窓ガラスを割ることは困難です。脱出用ハンマーの備えは「命綱」の確保です。 

 【注意！】 ただし、フロントガラス等の「合わせガラス」は割れません。使用方法等に加え、

車両の破砕可能な窓ガラスの箇所を事前にご確認ください。 

別紙１ ： 自動車ユーザーの皆様へ（車両水没時の車内からの脱出手順） 

別紙２ ： 自動車販売店、自動車用品販売店等に対する協力依頼について 

別紙３ ： 水害時等の車内被災の防止に関する今後の課題・取組案 

別紙４ ： 車内被災防止周知用チラシ（A３両面・２つ折り） 

 

 

【お問い合わせ先】  

審査・リコール課 竹村、高橋 

代表：03-5253-8111 （内線：42302、42363） 

直通：03-5253-8596、FAX：03-5253-1640 

 

 脱出用ハンマーの過去の実演動画はこちら！ 

 

 

 

 
 

https://jaf.or.jp/common/safety-drive/car-learning/user-

http://movie.jaf.or.jp/details/44.html?_ga=2.1680753.1543285

040.1596600677-1544075791.1596105497（出典：JAF） 

 ドアが開か 

ない場合 

窓が開か 

ない場合 
それでも 

ダメな場合 

９．水没車両からの脱出手順と脱出用ハンマー搭載のお願いについて
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（別紙１） 

自動車ユーザーの皆様へ 

―車両からの脱出手順について― 

 

１．水害時に冠水した道路を走行する際の危険性※１ 

水害時に冠水した道路を自動車で走行した場合、車内への浸水によりエンジンやモーター等が停止

して移動できなくなる危険性があります。 

さらに水位が上昇すると、車外の水圧により、内側からドアを開けることはほぼ不可能となります。 

 

※１ 「水深が床面を超えたら、もう危険！－自動車が冠水した道路を走行する場合に発生する不具合について－」 

（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001317806.pdf） 

 

２．水没した車両からの脱出手順 

車両が水没した際には、以下の①～④の手順に沿って、速やかに車両から脱出してください。 

① 水位が低いうちにドアを開けて脱出する 

② 水圧等でドアが開かない場合、窓を開いて脱出する 

③ ドアも窓も開かない場合は、脱出用ハンマーで窓を割って脱出する。（ただし、フロントガラスに使

用されている「合わせガラス」は、割れません。更に、一部の車種では、ドアガラスやリアガラス

にも「合わせガラス」が採用されていることがあります。）※２ 

④ それでも脱出できない場合も、あきらめないでください。浸水により内外の水位が同程度になると、

ドアが開く可能性が高まります。 

① ② ③ 

 

 

④ 

※２ 水没時における実験・検証動画等（出典：JAF） 

ＵＲＬ ： http://movie.jaf.or.jp/channel-1/?cat=cat3 

  

ドアが開か 

ない場合 

窓が開か 

ない場合 

それでも 

ダメな場合 
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３．脱出用ハンマーの備付けのお願い 

自動車の窓ガラスは、走行中の安全性確保のため、十分な強度を有しており、専用の道具を使わず

破砕することは困難です。 

自動車の窓ガラスを破砕する専用の道具である「脱出用ハンマー」は、自動車販売店、自動車用品

販売店、ホームセンター、インターネット通信販売等において、３千円未満程度で入手することが可能で

す。「命綱」として、１台に１本、備え付けをお願いします。 

 

（１） 脱出用ハンマーの種類について 

  脱出用ハンマーには、幾つかの種類があります。使いやすいものをお求めください。 

 

（２） 脱出用ハンマーの性能について 

脱出用ハンマーの購入時には、JISマークやGSマークなど、性能を保証する表示がある製品のほ

か、販売店等が推奨する製品をお求めください。※３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※３ （独）国民生活センターが実施した「自動車用緊急脱出ハンマーの破砕性能評価試験」では、窓ガラスを破砕で

きない粗悪な自動車用緊急脱出ハンマーの存在も報告されています。 

●自動車用緊急脱出ハンマーのガラス破砕性能（（独）国民生活センター） 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20131107_1.html 

 

脱出用ハンマーの一例 

 

出典：国民生活センター 
 

出典：国民生活センター 

 

出典：本田技研工業 

金づちのように握って先端で窓を

叩き割るように使用するハンマー

（金づちタイプ）。この製品はシート

ベルトカッターと一体型。 

アイスピックのように握って窓

に叩き付けて使用するハンマ

ー（ピックタイプ）。この製品は

消火具と一体型。 

先端を窓に押し当てることで自動

で先端が飛び出し窓を破砕する

ハンマー（ポンチタイプ）。この製

品は別体の保護キャップにシート

ベルトカッターが付属。 

JISマーク ＧＳマーク 販売店推奨品 

 

出典：経済産業省 

 
出典：国民生活センター 
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（３） 脱出用ハンマーでも割れないガラスについて 

「合わせガラス」は、脱出用ハンマーでも割れません！ 

 フロントガラスは、合わせガラスです。また、一部の車種では、ドアガラスやリアガラスにも合わ

せガラスが使用されています。 

 脱出用ハンマーを購入する際は、販売店にご確認頂く等により、ご自身の車の合わせガラスの

箇所をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

２枚のガラスを特殊フィルム（中間膜）を介して接

着しているもので、中間膜を破ることが非常に難

しく、ガラスが割れても粉々にならない。 

割れると尖りのない小さな

破片になる。 

合わせガラス 強化ガラス 

板ガラス 

特殊フィルム（中間膜） 
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。
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意
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令和元年１２月１７日 

自 動 車 局 

審 査 ・ リ コ ー ル 課 

 

「衝突被害軽減ブレーキがあれば、安心」 ではありません。 

－ 衝突被害軽減ブレーキには機能の限界があり、状況によっては作動しません － 

運転者が「衝突被害軽減ブレーキが作動する」と過信して事故に至ったのではないかと疑われる

ケースが増加しています。衝突被害軽減ブレーキには、機能の限界があり、故障していなくても、

状況によっては、作動しません。衝突被害軽減ブレーキの作動の有無にかかわらず、安全運転の

責任は運転者本人にあります。 

 

● 衝突被害軽減ブレーキを搭載した自動車が普及していますが、運転者が「衝突被害軽減ブレー

キが作動する」と過信して事故に至ったのではないかと疑われるケースが増加しています。 

 
「衝突被害軽減ブレーキが作動する」と過信して事故に至ったと疑われる事案（乗用車） 

平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年／令和元年 

72 件 101 件 （80 件）（速報値） 

（※１） 自動車メーカー、ユーザー、関係省庁等から得られた不具合情報に基づき自動車局作成 

（※２） 令和元年度は１～９月までの９か月間の速報値            

 

● 衝突被害軽減ブレーキには機能の限界があり、故障していなくても、状況によっては作動しない

ことがあります（別紙）。その結果、衝突に至った場合でも、安全運転の責任は運転者本人にありま

す。 

（※３）衝突被害軽減ブレーキは、「カメラ方式」「ミリ波レーダー方式」「赤外線レーザー方式」などがあり、車種やシステムにより

作動条件に違いがあります。自動車に備えられた「オーナーズマニュアル」をご確認ください。 

 

● 衝突被害軽減ブレーキは車両のカメラやレーダーにより周囲の状況を監視し、①衝突のおそれ

がある場合には衝突警報により運転者にブレーキ操作を促し、②それでも運転者がブレーキを操

作せず、衝突を回避できないと判断される場合に、緊急的にブレーキを作動させる装置です。 こ

のため、 

 ①衝突警報が頻繁に鳴る        → 日頃から衝突リスクがある運転をしている 

 ②衝突被害軽減ブレーキが作動した → 衝突被害軽減ブレーキがなければ、衝突していた 

 と認識し、ご自身の運転を省みることが大切です。  

（※４）衝突被害軽減ブレーキが作動すると、乗員に大きな力（減速 G）がかかります。 

  

【お問い合わせ先】  

審査・リコール課 寺戸、村井（光）、村井（章） 

代表：03-5253-8111 （内線：42352、42302） 

直通：03-5253-8594、FAX：03-5253-1640 

１０．「衝突被害軽減ブレーキがあれば、安心」ではありません。
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（別紙） 

 
１．衝突被害軽減ブレーキが作動しない状況の例 

・ メーカーが定める作動速度を超える場合 

・ 暗闇、逆光等のためカメラにより対象物を認知できない場合 

・ 人や自転車の急な飛び出し、クルマの急な割り込み 

・ 雨・雪・霧などの悪天候 

・ 運転者がアクセルペダルを強く踏み込んだ場合 

 

 
（※） 衝突被害軽減ブレーキは、「カメラ方式」「ミリ波レーダー方式」「赤外線レーザー方式」などがあり、車種やシステムにより

作動条件に違いがあります。自動車に備えられた「オーナーズマニュアル」をご確認ください。 

 

○ 国土交通省 「衝突被害軽減ブレーキは万能ではありません！」【動画】 

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_002954.html 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 衝突被害軽減ブレーキ Q＆A（JAF ホームページ） 

   https://jaf.or.jp/common/safety-drive/new-technology/asv/faq 

 

２．衝突警報、衝突被害軽減ブレーキが作動したということは・・・ 

①衝突の可能性がある場合、衝突警報が鳴ります。②それでも運転者がブレーキを操作せず、衝突を回避

できないと判断される場合、衝突被害軽減ブレーキが作動します。このため、 

 ①衝突警報が頻繁に鳴る        → 日頃から衝突リスクがある運転をしている 

 ②衝突被害軽減ブレーキが作動した → 衝突被害軽減ブレーキがなければ、衝突していた 

 と認識し、ご自身の運転を省みることが大切です。 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

※衝突被害軽減ブレーキが作動すると、乗員に大きな力

（減速 G）がかかります。 
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平 成 3 1 年 4 月 1 6 日 

自動車局審査・リコール課 

 

「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」の作動をビデオで解説します 

 

ペダル踏み間違い時加速抑制装置 

・ 駐車場などでのペダルの踏み間違いによる事

故が問題となっています。「ペダル踏み間違い

時加速抑制装置」は、そのような事故を防止す

るための装置です。 
 
・ 停止しているときや低速で走行しているときに、

壁などがあるのにアクセルを踏み込んだ場合に、

運転者に警告（表示、音）するとともに、エンジン

出力を抑制して急発進を防止します。 
 
・ しかし、踏切内で下りてきた遮断機等に反応し

てこの装置が作動することもあります。このよう

なときに、踏切から脱出できるよう、アクセルを

踏み続ければ、作動が解除される（発進ができ

る）ようになっています。 
 
 

 

 

 

 

 

衝突被害軽減ブレーキ 

・ ビデオでは、衝突被害軽減ブレーキは、ハンドル、アクセル等を操作すると作動が解除されるこ

とについても、紹介しています。 

＜啓発ビデオの公開ページへのリンク＞ 

国土交通省自動車局審査・リコール課 YouTube 公式アカウント 

https://www.youtube.com/channel/UCwFJ6KstdbqM9P91828lu2g 

 

国土交通省には、「ペダル踏み間違い時加速抑制装置が正常に作動しなかった」といった情

報が寄せられており、装置の装着率も伸びていることから、この装置を正しく理解していただく

ため、実車を使った実験の様子を使って注意点を解説した啓発ビデオをＨＰに公開しました。 

問い合わせ先：国土交通省自動車局審査・リコール課 

寺戸、村井 

代表：03-5253-8111（内線）42352 

直通：03-5253-8597、FAX：03-5253-1640 

【ビデオでの訴求ポイント】 
・ 警告（表示、音）が出たら、ペダルから足を離し、よく確認してブレーキを踏みましょう。 
・ 踏切内で下りてきた遮断機等に反応して装置が作動した場合には、アクセルを踏み続けれ

ば、作動が解除されて発進できます。 

１１．「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」の作動をビデオで解説します
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令 和 元 年 1 2 月 1 7 日 

自 動 車 局 技 術 政 策 課 

後付け急発進等抑制装置の先行個別認定結果を公表します 
～後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置の認定～ 

後付けの急発進等抑制装置（いわゆる「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」）について、

一定の機能等を有すると認められるものとして３分類・９装置を認定しましたので、使用上の

注意点等とともに公表します。 

後付けの急発進等抑制装置については、様々な製品の装着・販売が進んでおり、消費者が正しく理解

した上で適切に選択し使用していくためには、情報提供の充実が重要です。このため、市販されている装

置のうち製造者等から申請のあったものについて、提出書面等に基づき技術的な調査・確認を行い、一

定の機能等を有すると認められるものを国が認定するとともに、使用上の注意点について広く情報提供を

行う「先行個別認定」を実施することとし、令和元年 10 月 16 日から 11 月 5 日を期間として募集を行い

ました。 

その結果、以下の３分類・９装置を認定しましたので、各装置の概要及び使用上の注意点等とともに公

表します。 

後付けの急発進等抑制装置は、分類によって機能する範囲等が異なるだけでなく、製品毎に、使用方

法、作動条件、作動の解除条件等が異なります。適切に使用するためには、このような製品の特性を正し

く理解することが重要ですので、購入する際には必ず販売・取付けを行う事業者から十分な説明を受けた

上で、使用上の注意点等に留意してご使用ください。 

【装置共通の注意事項】 

○ 装置にはそれぞれ作動限界があり、また、不要な作動をする場合があります。使用を開始する前

に、不要作動への対処方法等も含め取扱説明書等により必ず確認するとともに、疑問がある場合は製

造者等や販売・取付けを行う事業者へお問い合わせください。 

○ 本認定は、製造者等が指定する取付け事業者が取付けや使用上の注意点の説明等を確実に行う

ことを前提としたものであり、製品単体の認定ではありません。（該当する取付け事業者以外で取付け

たものは、認定の対象外となります。） 

認定対象装置は以下のとおりです。（装置一覧は別添参照） 

（１）障害物検知機能付きペダル踏み間違い急発進等抑制装置  

・ 踏み間違い加速抑制システム (トヨタ自動車) 

・ ペダル踏み間違い時加速抑制装置「つくつく防止」 (ダイハツ工業) 

（２）ペダル踏み間違い急発進等抑制装置 
・ S-DRIVE 誤発進防止システム２（普通車専用タイプ、軽自動車専用タイプ）（サン自動車工業） 

・ JARWA_S-DRIVE（SD0102S、SD0104S）（日本自動車車体補修協会） 

・ ペダルの見張り番Ⅱ（データシステム） 

・ アクセル見守り隊（データシステム） 

（３）ペダル踏み間違い防止装置 
・ ワンペダル（ナルセ機材） 

【認定対象装置】： http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000328.html 

【問い合わせ先】 

自動車局 技術政策課 小磯、玉屋、伊堂寺 

代表：03-5253-8111（内線 42254）、直通：03-5253-8591、FAX：03-5253-1639 

１２．後付け急発進等抑制装置の先行個別認定結果を公表します

※令和2年5月26日に認定対象装置が追加となりました。
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問い合わせ先：国土交通省自動車局審査・リコール課 

寺戸、村井 

代表：03-5253-8111（内線）42352 

直通：03-5253-8597、FAX：03-5253-1640 

令 和 ２ 年 ３ 月 １ ９ 日 

自 動 車 局 審 査 ・ リ コ ー ル 課 

 

「運転支援システム」を過信・誤解しないでください！ 

～ 運転支援システムの機能の限界と過信の危険性を啓発するビデオを作成・公表しました ～ 

 

１．「運転支援システム」とは 
ドライバーの適切な周辺監視の下、高速道路等において、速度や前走車との車間距離を自動

制御する装置（全車速追従クルーズコントロール）、車線の中央付近を走行するよう自動制御する

装置（車線維持支援装置）等です。適切に使用すれば、運転者の負荷を軽減します。 
 
 
 
 
 
 
 

２．「運転支援システム」の機能の限界 
運転支援システムには機能の限界があり、故障していない場合でも、使用する環境や条件によ

っては、作動しない（または使用中に突然機能が停止する）ことがあります（別紙参照）。 
その結果、衝突に至った場合でも、安全運転の責任は運転者にあります。 

 
３．自動車ユーザーの皆様へ 
● 運転支援システムは、システムが周辺監視や全ての運転操作を行う「自動運転」ではなく、あ

くまでも、アシスト機能です。 
● 運転支援システムを過信せず、取扱説明書を読み、作動条件等を正しく理解して、使用してく

ださい。（ビデオにあるとおり、過信していると、突然機能が停止した場合等に、衝突を回避でき

ません。） 
 

 

 

 

 

  

近年、「運転支援システム」を搭載した自動車が普及していますが、これらのシステムには機

能の限界があり、故障していない場合でも、使用する環境や条件によっては作動しません。 
国土交通省では、自動車ユーザーの皆様にこれらのことをご理解いただくための啓発ビデオ

を作成し、YouTube 国土交通省公式アカウントに公開しました。 

＜啓発ビデオの公開ページへのリンク＞ 

国土交通省自動車局審査・リコール課 YouTube 公式アカウント  

https://youtu.be/cRJkvgl3eSA  

１３．「運転支援システム」を過信・誤解しないでください！
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（別紙） 

 

１．運転支援システムが作動しない状況の例 （過信すると、事故が生じやすい例） 

・ クルマの急な割り込み 
・ 車線の白線が障害物や雪等で見えない場合 
・ 雨・雪・霧などの悪天候 
  
  
   
  
 
 
 
 

※ 運転支援システムは、車両に搭載されたカメラやレーダー等で周辺を監視することにより制御を行います。このため、

カメラ等が適切に作動しない条件（悪天候、目標となる白線が隠れている、死角から急に割り込まれる等）では、システ

ムが周辺の状況を正しく認識できず、制御を続けることが困難となり、突然制御が停止することや、不適切な制御を行

うことがあります。 

 
２．運転支援システムの機能を誤解している例 （大変危険です！道路交通法違反となります。） 

・ 運転支援システム作動中における以下のような行為は、大変危険であり、道路交通法違反

となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３．自動車ユーザーの皆様へ 

● 自動車メーカーでは、運転支援システムを高速道・自動車専用道で使用することを推奨してい

ます。一般道では、思わぬ事故につながることがありますので使用しないください。っ 

● 運転支援システムには機能の限界があり、故障していなくても、条件によっては、作動しない

ことや、使用中に突然機能が停止することがあります。その結果、衝突に至った場合でも、安全

運転の責任は運転者。 

● 運転支援システムはあくまでもアシスト機能です。運転者は、運転支援システムを過信せず、

取扱説明書を読み、作動条件等を把握して、適切に使用してください。 
 

急な割り込み（全車速追従クルーズコントロール使用中） 白線を検知できない場合（車線維持支援装置使用中） 

ナビ画面の注視 携帯電話の操作 
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令 和 ４ 年 １ 月 ７ 日 

自動車局安全・環境基準課 

自動車局審査・リコール課 

 

リスク軽減機能(ドライバー異常時対応システム)の要件を導入します 
～道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・

強化を進めています。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において、リスク軽減

機能の性能要件を追加する国連規則の改正が合意されたこと等を踏まえ、我が国においても、

改正された国連規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の詳細規定の改

正等を行います。この国連規則は、我が国が平成28年に世界で初めてこのような機能について

要件化したガイドラインをベースに策定されています。 

 

１．主な改正項目（詳細は別紙参照） 

⑴ 運転者が無反応状態になった場合に、自動で安全に停止や操舵する緊急機能を備える自動

車（二輪自動車及び特殊な自動車を除く。）について、国連規則第 79 号の要件を適用する。 

      

⑵ 重量車の燃費試験法として、より走行実態に即した燃費値を測定するため、新たに JH25

モード法を定める。 

 

２．公布・施行 

公 布 ： 令和４年１月７日 

施 行 ： 令和４年１月７日 

 

 

リスク軽減機能(ドライバー異常時対応システム)に関する国連規則を国内の保安基

準の詳細規定に導入するため、所要の法令等の整備を行います。 

問い合わせ先 

自動車局 安全・環境基準課：【1.(1)関係】山村、辰野 

              【1.(2)関係】谷倉、大江 

 電話 03-5253-8111（内線 42532）、03-5253-8602（直通）、FAX 03-5253-1639 

自動車局 審査・リコール課： 小出、片野 

 電話 03-5253-8111（内線 42313）、03-5253-8596（直通）、FAX 03-5253-1640 

＜リスク軽減機能の作動イメージ＞ 
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-
テキストボックス
１４．リスク軽減機能（ドライバー異常時対応システム）の要件を導入します



 

 

装置型式指定規則の一部を改正する省令案及び道路運送車両の 

保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について 
 

１．改正の背景 

我が国は、自動車の安全基準等について国際的な整合性を図り自動車の安全性等を確保するため、

国際連合の「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和さ

れた技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の

相互承認のための条件に関する協定」に平成 10年に加入し、現在、当該協定に基づく規則（以下「国

連規則」という。）について段階的に採用を進めているところである。 

今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（以下「WP29」という。）第 184 回

会合において、「かじ取装置に係る国連規則（第 79 号）」、「水素燃料自動車の安全基準に係る国連規

則（第 134 号）」等の改訂が採択された。 

これらの状況等を踏まえ、装置型式指定規則（平成 10 年運輸省令第 66 号）及び道路運送車両の

保安基準の細目を定める告示（平成 14年国土交通省告示第 619 号）等について、所要の改正を行う

こととする。 

 

２．改正の概要 

⑴ 装置型式指定規則の一部改正 

国連規則第 79 号等の改訂に伴い、規則番号について変更を行うほか、所要の改正を行う。 

 

⑵ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正 

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 

① 運転者が無反応状態になった場合に、自動で安全に停止や操舵する緊急機能を備える自動車

（※１）について、国連規則第 79号の要件を適用する。 

【作動イメージ・要件例】        【バス車両の追加要件】 

  

 

 

 

【適用日】 

新型車   ：令和５年９月１日 

継続生産車  ：令和７年９月１日 

 

② 圧縮水素ガスを燃料とする重量車（※２）には、事故時の消防・救急活動等の際に、当該車を

識別する目的として、国連規則第 134 号に規定されたラベルを車体の指定された箇所に貼付し

なければならないこととする。 

【適用日】新型車：令和４年９月１日 継続生産車：令和６年９月１日 

③ 重量車（※２）の燃費試験法として、新たに JH25 モード法（※３）を定める。 

  

 別紙 
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※１ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動

車並びに小型特殊自動車を除く。 

※２ 専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって車

両総重量が 3.5ｔを超える自動車に限る。 

※３ より走行実態に即した燃費値を測定するため、従来の燃費試験法から以下の点を変更する。 

⑴ エンジン試験時の測定点数（トルクと回転数に応じた燃費の測定条件）の追加 

⑵ 空気抵抗、転がり抵抗の実測値の反映 

⑶ 走行実態に応じた都市間走行比率、積載・乗車比率の見直し 

 

⑶ 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）の一部改正 

⑵①の改正について令和５年９月から適用対象とするほか、所要の改正を行う。 

 

 

⑷ その他の関係告示の一部改正 

上記のほか、関係する告示の規定について所要の改正を行う。 

 

３．スケジュール 

 公 布：令和４年１月７日 

 施 行：令和４年１月７日 
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令和３年度 第２回車両安全対策検討会 

令和３年 11 月２日 

 
 

 

４-３. リスク軽減機能(ドライバー異常時対応システム)に関する基準（UN-R79） 

 

 

 適用範囲 

○ リスク軽減機能（ドライバー異常時対応システム）を備える自動車（二輪車及

び側車付二輪車を除く。） 

 

 改正概要 

〇 リスク低減機能は、運転者が無反応状態になった場合に、自動で安全に停止や

操舵する緊急機能。 
 

○ 当該機能について、国連の「かじ取り装置の協定規則（第 79 号）」の改訂が、

令和 3 年 6 月の国連自動車基準調和世界フォーラム（WP.29）において合意された

ことを踏まえ、今般、国内基準の改正を行う。 

 

○  国内においては、平成 28 年 3 月にドライバー異常時対応システム「車線内停

止方式」のガイドラインを策定、さらに令和元年 8 月には「路肩退避型（一般

道路版）」のガイドラインへ発展させてきたところ。今般成立した国連規則改

正案は、これら日本国内のガイドラインの内容を反映している。 

 

     
   リスク低減機能（ドライバー異常時対応システム）のイメージ 

 

 改正時期（予定） 

令和４年１月初旬 

 

 適用時期（予定） 

新 型 車 ：令和５年９月 

継続生産車：令和７年９月 

安全－資料４－３ 
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１５．重量物を輸送するトレーラの基準緩和の期限が延長されます
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テキストボックス
＜Ⅴ　参考＞　１．自動車を安全に使うためには（国土交通省ＨＰ）



※国土交通省ホームページ（https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/carsafety.html）
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テキストボックス
○詳しくは、北陸信越運輸局のホームページへhttp://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/carinfo/index.html

-
テキストボックス
２．自動車安全情報（北陸信越運輸局ＨＰ）



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

メールマガジン「事業用自動車安全通信」 

メールマガジン「事業用自動車安全通信」は、各運送事業者における事故防止の

取り組みに活用していただくことを目的として、毎週金曜日に配信しています。 

配信登録をお願いします。 
事業用自動車安全通信 検索 

①国土交通省ホームページから 

 「メールマガジン配信サービス」を 

 クリック！（ホームページ右側中央 

にリンクがあります。） 

【国土交通省ホームページ】 

クリック！ 

②「メールマガジン配信サービス」内 

 「メールマガジン「事業用自動車 

 安全通信」」をクリック！ 

クリック！ 

③「配信登録画面」が表示されますので、配信登録をお願いします。 

携帯、スマートフォンからの登録はこちら

国土交通省ホームページからの登録方法 

３．メールマガジン「事業用自動車安全通信」について
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タイプライターテキスト
４．DPF（黒煙除去フィルタ）等の後処理装置付き車両の正しい使用方法について
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令和３年３月９日 

自動車局自動車情報課 
 

車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します 
 

自動車のナンバープレートの表示方法については、平成 28年 4月 1日に施行された、道路運送車

両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律（平成 27年法律第 44号）並びにナンバ

ープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する

省令及び関連告示により明確化したところです。 

明確化した表示方法の中で、関連告示で規定するナンバープレートの取付け角度や装着するフレ

ーム・ボルトカバーの大きさについては、令和 3年 4月 1日以降に初めて登録等を受ける自動車に

適用するという猶予期間を設けていたところですが、新型コロナウイルスの感染拡大により、国内

の自動車購入需要が停滞したこと等を踏まえ、この猶予期間を延長し、令和 3年 10月 1日以降に初

めて登録等を受ける自動車に適用することとします。 

 

○ 猶予期間を延長する告示 

 ・自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示（平成 27年国土交通省告

示第 1265号） 

 ・自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標に取り付けるこ

とのできる物品を定める告示（平成 27年国土交通省告示第 1266号） 

 

○ 猶予期間を延長する基準 

 ・以下の基準について、令和 3年 10月 1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用 

※１ 令和 3 年 9 月 30 日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、上記基準によらず、自動車の運行中番号が判
読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること、また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、
自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。 

※２ ナンバープレートに取り付けたときの当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ 
※３ ナンバープレートに取り付けたフレーム・ボルトカバーの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の長さ 

 

 

【問い合わせ先】自動車局 自動車情報課 佐藤・尼寺・青柳 

電話：03-5253-8111（内線 41145/42103）直通：03-5253-8588 FAX：03-5253-1639 

 

５．車のナンバープレートは見やすく表示

140



141

ikeda-a54b4
タイプライターテキスト
５．車のナンバープレートは見やすく表示！

ikeda-a54b4
タイプライターテキスト

ikeda-a54b4
タイプライターテキスト

-
テキストボックス




142



６．タカタ制エアバッグのリコール未回収車両を車検で通さない措置の拡大について
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クルマの異常を点検・修理した結果は、「自動車不具合情
報ホットライン」にお知らせください。いただいた情報は、
メーカーがきちんとリコールをしたり、リコール隠しを防
ぐために活用されます。

販売店・整備工場で修理

連ラクダ！

不具合情報はこちらに

故障の内容にリコールの疑いを感じたら・・・

車の異常を連ラクダ！

皆さまの声は、メーカーがきちんとリコールしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用します。

フリーダイヤル ０１２０-７４４-９６０ （年中無休・２４時間）

（オペレータ受付時間 平日９:３０～１２:００ １３:００～１７:３０）

※商品性や金銭に係るメーカー・販売店とのトラブルの解決、故
障の修理の受付など、個人的な相談をする窓口ではありません。

車に異常が発生！！

７．「自動車不具合情報ホットライン」について
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基準緩和車両の担当者の皆様へ 

継続緩和申請のお願い 
 

・継続緩和の申請は期限満了日の２ヶ月前までに 

 申請をお願いします。 

・緩和認定書に付された条件及び制限事項の遵守 

 をお願いします。 

・特殊車両通行許可や制限外積載許可について、 

 許可を得ずに運行している状況が見受けられ 

 ます。運行経路、物品の重量や大きさに注意し、 

 道路管理者や警察署の許可を得てから運行を 

 お願いします。 

・前回の緩和申請時に指摘した事項等が守れてい 

 ない状況が見受けられます。担当者が変更にな 

 った場合は引継ぎにより同じ指摘事項が発生 

 しないよう対応をお願いします。 

８．基準緩和車両の担当者の皆様へ 
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１０．車検ステッカーの貼り付け位置の変更



国土交通省からのお願い

◆ 冬期間に道路に散布される凍結防止剤や潮風などの影響により、
フ レーム、エンジン等に刻印されている「車台番号」や「原動
機の型式」が腐食し、不鮮明になり確認できなくなる事案が発
生しております。

◆ 「車台番号」及び「原動機の型式」は、個々の自動車を特定す
るために非常に重要なものです。これらが腐食等により確認で
きなくなると、自動車の特定ができないため、最悪の場合、車
検などの手続きが行えなくなることがあります。

◆ 「車台番号」及び「原動機の型式」が腐食等により確認できな
くなった場合は、国の職権による再打刻を実施しなければなり
ませんが、その際は、自動車メーカーの製作証明書を取り寄せ
ていただくことがあるなど、手続きに時間や手間がかかります。

◆ 日頃の整備管理において、「車台番号」及び「原動機の型式」
に関しても防錆対策をお願いします。

「車台番号」「原動機の型式」
の腐食防止対策をお願いします！

車台番号等が不鮮明
になる場合が・・・ABC-01234567

車台番号等が不鮮明な場合、職権による再打刻申請については、
登録番号を所轄する運輸支局・自動車検査登録事務所にご相談
下さい。

潮 風凍結防止剤

錆・腐食

ABC-01234567

トラック等のフレームに
打刻されている車台番号の一例

１１．「車台番号」、「原動機の型式」の腐食防止対策をお願いします！

防錆対策等をしないと・・・
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北陸信越地域では降雪時期に凍結防止剤が使用されるため、自動車
の下回りの主要骨格部分を含む自動車部品(特に自動車の車枠・車
体)が腐食することがあります。
自動車の車枠・車体が腐食したことにより過去に下のような事故が
発生しており、事故防止のためには確実な点検整備を実施すること
が重要です。

北陸信越運輸局自動車技術安全部

車枠・車体の腐食について

・自動車点検基準(国土交通省令)に「車枠及び車体」の「緩み及び
損傷」を3月ごとに点検することが定められています。自動車の下
回りの主要骨格部分を含む自動車部品を点検ハンマ等による打音
点検等によるほか、自動車メーカーが提供している情報を参考に、
腐食の有無等について点検を行うようにして下さい。

・点検の結果、腐食が疑われる場合には、整備の必要性について整
備工場等に相談し必要な防錆措置又は補修などの対処を行うよう
にして下さい。

車枠・車体腐食の事故を防止するには
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令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日 
物流・自動車局車両基準・国際課 

幼児用バスにもシートベルトの装備が進みます！ 
～幼児に適したシートベルトのガイドラインをとりまとめました～ 

 

１．概要 
⑴ 幼児用バスについては、2013 年（平成 25 年）3 月に「幼児専用車の車両安全性

向上のためのガイドライン」をとりまとめ、座席後面への緩衝材の追加及び座席高

さの変更が促進されてきました。この 2013 年のガイドラインにおいて、シート

ベルトについては、「幼児用座席に適した座席ベルトを開発し、適切な幼児用座席

ベルトの装備を望む使用者が、新車購入時に選択できるようになることを目指す」

こととされていました。 

⑵ 昨日開催されました車両安全対策検討会（座長：稲垣敏之 筑波大学学長特別補

佐・特命教授）において、これまで議論されてきた「幼児専用車の幼児用座席に適

した座席ベルトに関するガイドライン」がまとめられました。 

⑶ 今後、国土交通省では同ガイドラインに基づき、自動車メーカー及び自動車部品メ

ーカーに、幼児専用車の幼児用座席に適したシートベルトをできるだけ速やかに

（2026 年度（令和 8 年度）中を目途に）市場投入するよう要請することとして

います。 

⑷ これらを通じて、今後、幼児用バスにもシートベルトの装備が進み、更なる安全性

向上が期待されます。 
 

２．ガイドライン  
（主な要件）※別紙１参照 

・扱いやすい 2 点式の巻取り装置付 

・一般的なシートベルトより小さいサイズと操作力 

・取付部の強度は一般的なシートベルトと同様 

・シートバックの対策も合わせて運用 

（詳細） 

別紙２：幼児用専用車の幼児用座席に適した座席

ベルトに関するガイドライン（本文） 

 

 
 

幼児用バスのシートベルトについては、交通事故件数が比較的少ないことや、幼児のシートベル
トの脱着に時間がかかることなどから、その開発・実用化が進んでいない状況です。このため、国土
交通省では有識者会議の議論を踏まえ、幼児用座席に適したシートベルトの要件をまとめたガイド
ラインを策定しました。これにより各自動車メーカー等による幼児用のシートベルトの開発・実用化が
進められ、安全性がさらに向上することが期待されます。 

問い合わせ先 
物流・自動車局 車両基準・国際課：山村、森 
電話 03-5253-8111（内線 42525）、03-5253-8602（直通） 

１３．幼児用バスにもシートベルトの装備が進みます！
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＜対応（ガイドラインが示す主な要件）＞

扱いやすい2点式の巻取り装置付

一般的なシートベルトより小さいサイズと操作力

取付部の強度は一般的なシートベルトと同様
シートバックの対策も合わせて運用

これまでの取組：シートバック（座席背もたれ部）後面への緩衝材の追加、
シートバックの高さ変更

残された課題 ：幼児に適したシートベルトの開発・実用化

幼児専用車の幼児用座席に適した座席ベルトに関するガイドライン 【概要】

＜ガイドラインで示す幼児用シートベルトの例＞

＜幼児専用車＞

経緯

巻取り装置
（リトラクタ）

＜幼児に適したシートベルトの課題＞

不適切使用防止（肩ベルト・長さ調整）

幼児による操作性（自身での脱着）

衝突時/横転時の安全性確保

＜不適切使用例＞

＜シートバックの対策＞
＜幼児用シートベルトを装着する効果＞
※左：シートベルト有り 右：シートベルト無し
（90°でも乗員保持） （20°で乗員転落）

別紙1
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１４．北陸信越運輸局及び管内運輸支局の案内 
 

 

 

〒950-8537 新潟県新潟市中央区美咲町 1丁目 2番 1号 

新潟美咲合同庁舎２号館 

６階 自動車技術安全部 

TEL 025-285-9155     FAX 025-285-9175 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 

 

 

 

 

 

〒950-0961 新潟県新潟市中央区東出来島 14番 26号 

TEL 025-285-3125     FAX 025-285-0473 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/ 

 

 

 

 

 

〒381-8503 長野県長野市西和田 1丁目 35番 4号 

TEL 026-243-5525     FAX 026-259-4508 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/nagano/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

〒930-0992 富山県富山市新庄町馬場 82番地 

TEL 076-423-0892     FAX 076-423-5509 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/toyama/index.shtml  

 

 

 

 

 

 

〒920-8213石川県金沢市直江東１丁目１番 

TEL 076-208-6000     FAX 076-208-6002 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ishikawa/  

 

 

北 陸 信 越 運 輸 局 
 

北陸信越運輸局 新 潟 運 輸 支 局  
 

北陸信越運輸局 富 山 運 輸 支 局  
 

北陸信越運輸局 長 野 運 輸 支 局  
 

北陸信越運輸局 石 川 運 輸 支 局  
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